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はじめに  

 

１  問題の所在  

近時、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決 1 に注目が集まっている。

なぜなら、同最高裁判決は、今後の刑事訴訟における事実誤認の審査方法を基

礎づけるという意味で、極めて重要な判例といえるからである。  

ところで、刑事裁判において事実誤認の審査をする際、裁判官の有する「経

験則」が用いられる。しかしながら、この「経験則」は我々の「経験」に基づ

くものであり、我々の経験に終わりがない以上、無限に存在する 2 という性質

がある。それゆえ、裁判官の用いる経験則が「必ず」正しいといい切れるもの

ではない。むしろ、経験則に幅があるゆえ、裁判官による恣意的な運用がなさ

れる危惧さえある。しかしながら、他方、刑事裁判は、このような「無限」に

存在する経験則に基づき、後にも先にも「一度だけ」起きた事件について審査

しなければならないという実情がある（ある意味では、大きな矛盾である）。そ

のため、刑事訴訟法の大原則である「無辜の処罰」回避の観点から、事実誤認

の審査をどのようになすべきかが極めて重要な課題となる。本研究は、このよ

うな視点に基づき、以下、刑事訴訟における事実誤認の審査方法について一考

察をなすものである。  

 

２  本研究における注意点  

（１）判例研究から理論を構成する意義  

   本研究は、刑事訴訟における事実誤認の審査方法について一考察をなすもの

である。刑事訴訟における事実誤認の審査方法について一考察をなすというこ

とは、すなわち、上訴審が、第一審判決のどの箇所を「論理則・経験則」違反

                                                   
1  最判平成２４年２月１３日刑集６６巻４号４８２頁。なお、千葉地判平成２２年

６月２２日、東京高判平成２３年３月３０日も収録されている。  
2  青木英五郎『刑事裁判の論理－裁判の弁証法的考察－』（酒井書店、１９６１年）

１２頁、藤永幸治、河上和雄、中山善房編『大コンメンタール刑事訴訟法第５巻Ⅰ

［第３１７条～第３８２条］』（青林書院、１９９８年）１９３頁（渡辺修執筆担当）。

なお、「経験則」の意義については、第１章で論じる。  
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（もしくは、論理則・経験則「等」違反）と判断したかという考察に他ならな

い。それゆえ、筆者としては、判例研究を重視し、判例研究から導かれる最高

裁判決のメッセージにできるだけ忠実な理論構成を目指したつもりである。本

研究において判例研究の分量が多いのはそのためである。  

（２）多用する用語の定義について  

   本研究において多用する用語は、以下のように定義する。以下の用語は、い

ずれも本研究の重要なキーワードとなるものである。  

用語  定義  

【有罪破棄】  第一審判決の「有罪」を上訴審で「無罪」とすること（有罪→無罪）。 

【無罪破棄】  第一審判決の「無罪」を上訴審で「有罪」とすること（無罪→有罪）。 

【有罪仮説】  有罪であることを推認しうる事実。  

【無罪仮説】  無罪であることを推認しうる事実。  

 

（３）各章における検討課題とその検討結果  

   本研究では、各章ごとに検討課題を設け、各章の末尾にて、その検討結果を

示す方式を採用している。各章で明らかになった検討結果は、その他の章で引

用されている。そのため、分かりやすさの観点から、以下のような表記方法を

とった。  

   例【検討２－１】：第２章第１検討課題を意味する。  

（４）その他の注意点  

   主に第２章で分析する最高裁判例は、その他の章でも引用されている。その

ため、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決といったように、判例ごとに通

し番号をふった。  
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第１章  チョコレート缶事件最高裁判決と事後審論  

 

第１  【判例１】チョコレート缶事件  

はじめに、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決について論じる。前述し

たように、同最高裁判決は、今後の刑事訴訟における事実誤認の審査方法を基

礎づけるという意味で、極めて重要な判例である。なお、同事件は、第一審の

無罪を控訴審で有罪としたが、最高裁では無罪とした事案である。  

１  事実概要  

チョコレート缶事件は、２００９年１１月１日、成田国際空港で起きた覚せ

い剤密輸入事件である。被告人は、マレーシアにあるクアラルンプール国際空

港成田国際空港行きの航空機に搭乗するにあたり、覚せい剤等の違法薬物（以

下、「違法薬物」という）９９８．７９グラムが収納されたチョコレート缶合計

３缶（以下、「本件チョコレート缶」という）をボストンバッグ（以下、「本件

バッグ」という）に隠匿し、日本に入国した。しかしながら、成田国際空港の

税関職員により本件チョコレート缶内にある本件違法薬物が発見され、現行犯

逮捕されたものである（時系列については【表１－１】参照）。なお、被告人が

マレーシアで本件チョコレート缶をＡの依頼に基づきＢから受け取った際、本

件チョコレート缶と一緒に、「３通の偽造旅券」「他人名義の真正旅券２通」（以

下、「本件偽造旅券」という）を受け取っている。本件偽造旅券は、黒色ビニー

ルに包まれ、本件チョコレート缶と一緒に、本件バッグに入れられた。  

 

【表１－１】チョコレート缶事件  時系列  

マレーシア  
・  Ｂから本件チョコレート缶、本件偽造旅券を受け取る。  

・  空港で、新しくチョコレート缶を購入。  

日本  

税
関
検
査 

Ｘ線  

検査前  
・  「他人からの預かり物はない」と供述。  

Ｘ線  

検査後  

・  本件チョコレート缶に異影が映っているという結果

を知らされる前に、「他人から本件チョコレート缶を

もらった」と供述。  

・  本件チョコレート缶から白色結晶（本件違法薬物）

が発見された際、「覚せい剤じゃねえの」と供述。  
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２  判旨  

本件は、被告人が税関検査を受けた際、本件チョコレート缶内から本件違法

薬物が発見されたことに争いはない。そこで、争点としては、被告人が、本件

チョコレート缶内に本件違法薬物が隠匿されていたことを認識していたか否か

にある。検察官は、【表１－２】ⓐⓑⓒⓓⓔをあげ、被告人が本件違法薬物の存

在を認識していた旨、主張する 3 。このよう な検察官の主張に対し、第一審、

控訴審、最高裁がそれぞれ判断をなしている。第一審判決、控訴審判決、最高

裁判決の具体的内容については、【表１－２】にまとめたとおりである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3  そのほかにも、検察官は、以下のことを主張する。被告人は「覚せい剤密輸の罪

で裁判中のＡらからの依頼で、報酬約束を受けるなどして本件チョコレート缶等を

日本に持ち帰った」。それゆえ、本件チョコレート缶の中に本件違法薬物が隠匿され

ている、もしくは隠匿されているかもしれないことは容易に分かったはずである。  
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【表１－２】チョコレート缶事件  対照表  

 
第一審（無罪）  控訴審（有罪）  最高裁（無罪）  

ⓐ   

被告人は、本

件 チ ョ コ レ

ー ト 缶 を 自

分 で 本 件 バ

ッグに入れ、

手 荷 物 と し

て 日 本 に 持

ち 込 ん だ こ

と。  

それゆえ、本

件 チ ョ コ レ

ー ト 缶 の 中

に 本 件 違 法

薬 物 が 隠 さ

れ て い る こ

と に つ い て

も、当然わか

っ て い た は

ずである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 件 チ ョ コ レ ー ト 缶

の 中 に 本 件 違 法 薬 物

が 隠 さ れ て い る こ と

に つ い て も 、 当 然 わ

か っ て い た は ず で あ

る と ま で は い え な

い。  

 

（理由）  

・  被告人は、本件チ

ョコレート缶につ

いて、土産として

他人に渡すように

頼まれて預かった

と述べており、こ

の言い分が作り話

ということはでき

ない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

是 認 す る こ と が で き

ない。  

 

 

 

 

 

 

（理由）  

・  被告人が本件チョ

コレート缶を所持

するに至った経緯

は、海外でのこと

であり、根拠づけ

るものは被告人の

言い分しかない。

また、被告人の供

述は変遷し、変遷

させたことについ

て嘘をついていた

旨、悪びれること

もなく自認してい

る。つまり、被告

人は、嘘が通用し

なくなると、供述

を変遷させ、その

都度、嘘の話を作

っていた。  

 

第 一 審 判 決 に 不 合 理

な 点 が あ る と は い え

ない。  

 

 

 

 

 

（理由）  

・  本件チョコレート

缶への本件違法薬

物の隠匿に被告人

が関与したことを

示す直接証拠はな

い  

・  被告人は本件チョ

コレート缶を土産

として預かったと

弁解している。  

 

 

 

 

 

 

 

・  本件チョコレート

缶は、蓋がビニー

ルで密封されてお

り、内容物を外側

か ら 確 認 で き な

い。税関検査時お

いても、外見上開

封された様子はな

く、普通のチョコ

レート缶と区別が

つかなかった。  

 

 

 

 

 

 

 

・  本件チョコレート

缶は、容易に開封

し、内容物を確認

可能。それなのに、

開封して内容物を

調べておらず、外

見から見て安心し

たというのは、不

自然、不合理。  

・  被告人が本件チョ

コレート缶内に本

件違法薬物が隠さ

れていることを事

前 に 知 っ て い れ

ば、封を剥がすな

どした痕跡はない

はずである。開封

された様子がない

・  被告人は本件チョ

コレート缶を他人

への土産として預

かっており、本件

チョコレート缶を

自由に開封できる

立 場 で は な か っ

た。  

・  被告人は、本件チ

ョコレート缶を受

け取る際、本件違

法薬物が混入され

ているのではない

かという一抹の不

安を覚えたにすぎ

ない。  

・  本件チョコレート

缶には、税関職員
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ことと被告人に本

件違法薬物が隠さ

れていたことの認

識があることは矛

盾しない。  

から見ても、外形

上 異 常 が な か っ

た。  

 ・  被告人は、本件チ

ョコレート缶のト

レーの下に本件違

法薬物を隠匿した

状態で、日本に持

ち込んでいる。  

 

ⓑ   

被告人は、Ａ

か ら 報 酬 を

約束され、航

空 運 賃 等 を

負 担 し て も

らった上で、

本 件 チ ョ コ

レ ー ト 缶 を

関 係 者 に 渡

す た め の 荷

物 と し て 日

本 に 持 ち 込

んだこと。  

それゆえ、被

告人は、日本

に 持 ち 込 む

よ う 委 託 を

受けた物は、

Ａ が こ れ ら

の 費 用 を 負

担 し て も な

お、それ以上

の 利 益 が 得

られる物、す

な わ ち 本 件

違 法 薬 物 と

容 易 に 推 測

で き た は ず

である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

被 告 人 は 、 日 本 に 持

ち 込 む よ う 委 託 を 受

け た 物 が 、 本 件 違 法

薬 物 と 容 易 に 推 測 で

き た は ず で あ る と ま

ではいえない。  

 

（理由）  

・  被告人は、Ａから

本件偽造旅券を日

本に持ち込んで他

人に渡すよう告げ

られており、Ａか

ら支給された費用

は偽造旅券を運ば

せるためのものだ

と思っていたと供

述している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

是 認 す る こ と が で き

ない。  

 

 

 

 

 

（理由）  

・  被告人は、最終的

に Ａ の 関 与 を 認

め、同人からは偽

造旅券の持ち込み

は依頼されたが、

本件違法薬物の持

ち込みは依頼され

ていないと弁解し

ている。また、被

告人は、偽造旅券

密輸罪が覚せい剤

密輸罪より刑が軽

いと考えていた。

よって、捜査段階

においても、覚せ

い剤密輸罪には関

与していないとい

う弁解を裏付ける

ためにＡに事情を

聞いてほしい旨申

し出をするのが当

然である。それに

もかかわらず、そ

のような申し出を

した形跡がなく、

却って、Ａのこと

を隠し通そうとし

ている。  

 

第 一 審 判 決 に 不 合 理

な 点 が あ る と は い え

ない。  

 

 

 

 

（理由）  

・  被告人は、偽造旅

券の密輸を依頼さ

れたもので覚せい

剤密輸を依頼され

ていないと供述し

ている。  
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・  関係証拠上、被告

人は、税関検査時

に、本件偽造旅券

を所持していたこ

とは、被告人の言

い訳を裏付けるも

のといえる。  

 

 

 

・  偽造旅券が発見さ

れている。それゆ

え、被告人の弁解

に一定の裏付けが

ある。  

  ・  被告人は、本件違

法薬物発覚直後の

段階では、偽造旅

券の運び屋であっ

たなどという弁解

を行っていない。

それゆえ、本件違

法薬物が発覚され

た際、弁解するた

めに偽造旅券を所

持していたものと

はいえない。  

ⓒ   

本 件 チ ョ コ

レ ー ト 缶 が

不 自 然 に 重

いこと。  

それゆえ、被

告人は、本件

チ ョ コ レ ー

ト 缶 を 本 件

バ ッ グ に 入

れる際、本件

チ ョ コ レ ー

ト 缶 の 中 に

チ ョ コ レ ー

ト 以 外 の 物

が 存 在 す る

こ と を 分 か

っ た は ず で

ある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被 告 人 が 重 量 感 の み

か ら 、 チ ョ コ レ ー ト

以 外 の 物 が 隠 さ れ て

い る と 気 付 く は ず で

あるとはいえない。  

 

（理由）  

・  本件チョコレート

缶やその中に存在

した本件違法薬物

の重量等に照らし

てみても、本件チ

ョコレート缶を持

っただけで、重量

感のみからその中

にチョコレート以

外の物が隠されて

いると気付くはず

であるとは到底い

えない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

特段の説示なし。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特段の説示なし。  
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・  マレーシアで購入

したチョコレート

缶は、本件バッグ

を機内預託手荷物

として預けた後に

購入したものと認

められる。それゆ

え、被告人が両チ

ョコレートを持ち

比 べ る 機 会 は な

い。マレーシアで

チョコレート缶を

購入した時点で、

被告人が本件チョ

コレート缶の重さ

の不自然さに気付

いたはずであると

もいえない。  

  

ⓓ   

被 告 人 の 税

関 検 査 時 の

言動。  

（ア）  

税 関 検 査 の

際、当初、他

人 か ら の 預

か り 物 は な

い と 虚 偽 申

告 を し て い

たこと。  

それゆえ、こ

の よ う な 虚

偽 申 告 を し

たのは、本件

違 法 薬 物 の

発 覚 を 免 れ

る た め と 考

え る の が 普

通である。  

 

 

 

 

（ア）  

虚 偽 申 告 を し た 理 由

が 本 件 違 法 薬 物 の 発

見 を 免 れ る こ と に あ

っ た と は 断 言 で き な

い。  

 

（理由）  

・  通常の旅行者であ

っても、他人から

の預かり物を所持

していた場合、正

直に申告すること

により、より厳密

な税関検査を受け

ることを煩わしく

思い、預かり物が

ないと嘘をつくこ

とはあり得る。  

 

 

 

 

（ア）  

是認できない。  

 

 

 

 

 

（理由）  

・  被告人が申告書に

虚偽の内容を申告

したのは、被告人

にやましいところ

が あ る か ら で あ

り、より厳密な税

関検査を受けるこ

とを避けるため、

真実が明らかにな

ることを避けるた

めであったとみる

のが自然。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）  

第 一 審 判 決 に 不 合 理

な 点 が あ る と は い え

ない。  
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・  被告人は、本件偽

造旅券を所持して

い た の で あ る か

ら、その発見を免

れるためにこのよ

うな嘘をついたと

も考えられる。  

・  被告人は、覚せい

剤密輸罪より旅券

偽造密輸罪の方が

軽いと考えていた

のに、本件チョコ

レート缶から白色

結晶が発見された

際、同様に、逮捕

された際、偽造旅

券のことしか知ら

ない旨の弁解を出

していない  

・  被告人は偽造旅券

も預かっていた。

それゆえ、この申

告状況は偽造旅券

を隠すためのもの

といえる。  

 

（イ）  

本 件 チ ョ コ

レ ー ト 缶 の

Ｘ 線 検 査 に

おいて、異影

が 映 っ て い

る と い う 結

果 を 知 ら さ

れる前に、他

人 か ら 本 件

チ ョ コ レ ー

ト 缶 を も ら

っ た と 述 べ

たこと。  

それゆえ、Ｘ

線 検 査 に よ

り 本 件 チ ョ

コ レ ー ト 缶

の 中 に 本 件

違 法 薬 物 が

入 っ て い る

こ と が ば れ

た と 思 っ た

の が 原 因 と

考 え る の が

自然である。 

 

（イ）  

こ の よ う な 言 動 に よ

り 被 告 人 が 本 件 違 法

薬 物 の 存 在 を 知 っ て

い た と は で 断 定 す る

ことはできない。  

 

（理由）  

・  被告人は、マレー

シアで本件チョコ

レート缶を受け取

った際、一旦は、

その中に本件違法

薬物が隠されてい

るのではないかと

いう一抹の不安を

感じ、その後、外

見上、異常がない

ことを確認し、そ

の 不 安 を 払 拭 し

た。本件チョコレ

ート缶につき、Ｘ

線検査を行う状況

に置かれた被告人

が再度そのような

不安を抱いたこと

から、本件チョコ

レート缶が預かり

物であると正直に

申告しようと考え

たというのも十分

に理解できる。  

 

 

 

 

 

 

（イ）  

是認できない。  

 

 

 

 

 

（理由）  

・  被告人が再度不安

を感じたのは、マ

レーシアで本件チ

ョコレート缶を受

け取った際、外見

上、異常がないこ

とを確認しただけ

で中身を確認して

い な い こ と に よ

る。それゆえ、本

件チョコレート缶

の中に本件違法薬

物が隠されている

のではないかとい

う一抹の不安を払

拭しきれていなか

ったと解すること

ができる。  

 

（イ）  

特段の説示なし。  
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（ウ）  

税 関 職 員 が

本 件 違 法 薬

物 で あ る 白

色 結 晶 を 発

見 し た 際 、

「 見 た 目 か

ら 覚 せ い 剤

じゃねえの」

と 供 述 し た

こと。  

それゆえ、被

告人は、最初

から、本件チ

ョ コ レ ー ト

缶 に 本 件 違

法 薬 物 が 隠

さ れ て い る

こ と を 分 か

っ て い た は

ずである。  

 

（ウ）  

被 告 人 が 本 件 違 法 薬

物 の 存 在 を 最 初 か ら

知 っ て い た な ど と は

到底いえない。  

 

（理由）  

・  動揺していること

が表情等にどの程

度表れるかは人に

よって大きく異な

る。  

・  被告人は、本件チ

ョコレート缶のＸ

線検査や開披検査

を求められた際に

も、何ら動じるこ

となく直ちにこれ

を承諾したとされ

る。  

 

（ウ）  

是認できない。  

 

 

 

 

（理由）  

・  携帯品に覚せい剤

が隠匿されている

との認識がない者

は、税関検査の際、

Ｘ線検査を求めら

れたり、覚せい剤

が発見されたりす

れば、不思議に思

い、通常とは異な

る、何らかの驚き

の言動をすること

が自然である。被

告人は、Ｘ線検査

を求められた際、

本件チョコレート

缶の中から本件違

法薬物が発見され

た際も、何ら動じ

ることなく、外見

上、平然としてい

た。  

（ウ）  

第 一 審 判 決 に 不 合 理

な 点 が あ る と は い え

ない。  

 

・  税関職員の供述で

は、被告人は、「見

た目から覚せい剤

じゃねえの」など

と供述した時点に

おいて、すでに本

件チョコレート缶

内の白色結晶（本

件違法薬物）を見

せられていた。  

・  被告人は、本件チ

ョコレート缶内の

白色結晶（本件違

法薬物）を見せら

れる前に、税関職

員から覚せい剤の

カラー写真を見せ

られた上で、この

ような物を所持し

ていないか質問を

受けていた。  

 ・  被告人が、税関職

員から本件違法薬

物を見せられる直

前に、覚せい剤の

写真を見せられて

いた。  
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ⓔ   

被 告 人 供 述

は 信 用 で き

ない。  

なぜなら、マ

レ ー シ ア 滞

在 時 に 関 す

る 被 告 人 の

供 述 が 二 転

三 転 し て い

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被 告 人 供 述 が 信 用 で

き な い と は い え な

い。  

 

（理由）  

・  本件チョコレート

缶の中に本件違法

薬物が入っている

ことを知らなかっ

たという点につい

ては、被告人の言

い分は一貫してい

る。  

 

是認できない。  

 

 

 

（理由）  

・  被告人の言い分は

一貫しているから

信用できるという

ものではない。  

 

第 一 審 判 決 に 不 合 理

な 点 が あ る と は い え

ない。  

 

・  被告人によれば、

被告人が以前別件

で身柄を拘束され

ていた際、Ａやそ

の弟に保釈保証金

を納付してもらう

など、Ａと親密に

交際していたとい

う。このような被

告人の供述を前提

とすれば、別件で

裁判中であったＡ

に類が及ばないよ

う、本件チョコレ

ート缶の委託人等

の点につき嘘をつ

いたという被告人

の説明は不自然と

はいえない。  

・  被告人がＡに恩義

を感じていたとし

ても、被告人は覚

せい剤密輸入事件

の被疑者になって

いる。そうである

なら、たとえ、Ａ

から本件偽造旅券

の密輸を依頼され

たのであれば、自

身が覚せい剤密輸

入事件には関与し

ていないという弁

解のため、捜査当

局に対しＡを調べ

てほしい旨を申し

出るはずである。  

・  被告人は、Ａが覚

せい剤密輸入事件

で裁判中であるこ

とを知っていた。

それゆえ、Ａから

の依頼であること

を明らかにするこ

とが、自己の利益

にならないと考え

てもおかしくない

状況にある。  

・  被告人は、親しい

付き合いのあるＡ

の名前を出すと同

人が覚せい剤密輸

入事件で不利にな

ると述べている。

同様に、被告人は、

本件チョコレート

缶についてＡから

受け取ったもので

はなく、Ｂから受

け取っただけであ

る と 供 述 し て い

る。  

・  被告人の供述内容

の変化がみられる

からといって、被

告人がマレーシア

で 覚 え た 不 安 感

が、本件チョコレ

ート缶の外見上か

ら払拭できたかに

ついては、被告人

の言い分が不自然

であるとまでは言

い切れない。なぜ

・  本件チョコレート

缶は、粘着セロハ

ンテープを剥がし

て開封することは

容易であり、開封

してこそ、本件違

法薬物の密輸入と

いう重大犯罪に関

与しているのでは

ないかという不安

が払拭できるとい

うべきである。  
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 なら、本件チョコ

レート缶が重さ以

外に何ら不自然な

点がなく、被告人

が重さの不自然さ

に気付いたとはい

え な い か ら で あ

る。  

・  税関検査時、税関

職員から、黒いビ

ニール袋を開ける

よ う 求 め ら れ た

際、「企業秘密だか

ら」などと述べて

拒絶した。それに

もかかわらず、Ⅹ

線検査や開披検査

を求められた際に

は、直ちに、「はい。

いいですよ」と述

べてこれを承諾し

ている。  
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第２  チョコレート缶事件最高裁判決の分析  

   【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決については、同最高裁判決が上訴

審の事後審性 4 を確認した 5 という理解（以下、「多数説」という）が一般的 6

である 7 。このような多数説の理解は正しいといえるか。  

 １  多数説は「事後審性を確認した判決」と理解している  

（１）事後審論概要  

ⅰ  事後審論の中核は審判対象論である  

   議論の前提として、まず、刑事訴訟法における事後審論について、簡潔にま

とめておきたい。上訴審の構造を分類すると、以下の３類型に分けることがで

きる。覆審（原審の判断に関係なく、新しく審理をやり直す方法）、続審（原

審の手続や証拠資料を引継ぎ、上訴審で新たな証拠を加える方法）、事後審（原

審の当否を判断する方法）。わが国における旧法下では覆審が採用されていた。

しかしながら、現行の刑事訴訟法では事後審が採用されたといわれている 8 。

                                                   
4  鈴木茂嗣『刑事訴訟法〔改訂版〕』（青林書院、１９９０年）２４６頁では、事後

審について「事件そのものではなく、原判決の当否を審査する」ものであるとする。  
5  酒巻匡『刑事訴訟法』（有斐閣、２０１５年）４６２頁。  
6  他にも【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決が上訴審の事後審性を確認した

と捉える論説として、門野博「刑訴法３８２条の事実誤認の意義」法学教室別冊付

録３９０号（２０１２年）４２頁、上岡哲夫「刑事１．刑訴法３８２条にいう事実

誤認の意義２．刑訴法３８２条にいう事実誤認の判示方法３．覚せい剤を密輸入し

た事件について、被告人の故意を認めず無罪とした第１審判決に事実誤認があると

した原判決に、刑訴法３８２条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例［最高

裁平成２４．２．１３判決］」ジュリスト１４４４号（２０１２年）１０６頁、宮城

啓子「控訴審の役割」刑事法ジャーナル３３号（２０１２年）４８頁～４９頁、川

上拓一「覚せい剤を密輸入した事件について、被告人の故意を認めながら共謀を認

めずに無罪とした第一審判決には事実誤認があるとした原判決に、刑訴法３８２条

の解釈適用の誤りはないとされた事例」判例時報２２５３号（２０１５年）１２９

頁などがある。  
なお、門野は、チョコレート缶事件最高裁判決が「論理則・経験則違反説」に立

つことを明言したものと捉えているものの、第一審判決の有罪に対し、上訴審が無

罪の心証を得た場合であれば「疑わしきは被告人の利益に」を尊重し、上訴審の心

証を優先すべきとする。  
7  なお、このような多数説の理解は、司法研修所編『裁判員裁判における第一審の

判決書及び控訴審の在り方』（法曹会、２００９年）９３頁～９９頁において、裁判

員制度との関係上、上訴審は事後審をとることが望ましいとされたことに起因する

ものと思われる。  
8  団藤重光『刑事訴訟法』（勁草書房、１９４９年）２２４頁～２２５頁、平野龍一

「控訴審の構造」日本刑法学会編『刑事法講座第６巻』（有斐閣、１９５３年）１２

４７頁～１２４８頁。  



- 15 - 

その理由は以下に述べるとおりである 9 。第一に、直接主義、口頭主義（憲法

３７条２項被告人の証人審問権の保障、刑訴法３２０条１項伝聞証拠の原則排

除）が尊重されたこと。それゆえ、上訴審では、第一審と同様、直接主義、口

頭主義に基づく審理をやり直すのは不適当かつ不可能とされた。第二に、最高

裁が憲法判断（憲法８１条により違憲立法審査権を付与された）を行うように

なったこと。そこで、最高裁の憲法判断に関する任務に支障を来さぬよう、憲

法違反、判例違反以外の法令違反の判断は控訴審に移された 1 0 。それゆえ、と

りわけ控訴審では、法令審査とともに、従来どおり、第一審同様、事実審査を

扱うのでは負担が重いとされたというわけである 1 1 。もっとも、「第一審の証

拠法の変化に対応した全体としての裁判所、とくに控訴裁判所の負担軽減策」

という訴訟経済上の要請が大きかったという指摘 1 2 もなされている。  

ところで、覆審、続審、事後審は、①判断資料の範囲、②判断の基準時、③

審判の対象の観点から、それぞれ区別することができる。具体的には以下のと

おりである。①については、「原審資料」のみか「上訴審の新資料」の追加を許

容するか。②については、「原審判断時」とするか「上訴審判断時」とするか。

③については、「上訴審自ら事件について心証を形成し、心証を形成した結果と

原判決の心証を比較する」か「原審判決を審判の対象とし、原判決の当否を判

断するにとどまる」か 1 3 。①「原審資料 1 4 」、②「原審判断時」、③「原審判

                                                   
9  なお、このような上訴審の事後審性に関する問題は、上訴審における職権調査権

をどのように解すべきかという問題とも結びつくものである。上訴審における職権

調査権に関する論説として、関正晴「控訴審における職権調査－攻防対象論の適用

範囲」日本法学８２巻２号（２０１６年）４０５頁～４３２頁、石井一正「刑事控

訴審における職権調査の在り方」井田良、川口浩一、葛原力三、塩見淳、山口厚、

山名京子編『山中敬一先生古稀祝賀論文集下巻』（成文堂、２０１７年）６６９頁～

６９０頁などがある。  
1 0  小林充『刑事控訴審の手続及び判決書の実際』（法曹会、２０００年）３頁。  
1 1  団藤重光『刑事訴訟法綱要〔７訂版１９刷〕』（創文社、１９７７年）５１８頁で

は、「事後審理である以上、事実問題についても端的になまの事実が直接問題になる

のではなく、第一審判決の事実認定を一定の制限された資料で批判することが問題

となる」とする。  
1 2  後藤昭『刑事控訴立法史の研究』（成文堂、１９８７年）２９３頁。  
1 3  福井厚編著『ベーシックマスター刑事訴訟法〔第２版〕』（法律文化社、２０１３

年）２６２頁（豊崎七絵執筆担当）。  
1 4  Vgl .  BGHSt 2 .248;BGHSt 35,238.直接主義、口頭主義を徹底するドイツでは、

第一審のみが、事実認定をする。それゆえ、上訴審が審査の際用いることができる
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決を審判の対象」とした場合、とりわけ、厳格な事後審論をとることになる。

しかしながら、①、②については、第一審の充実という政策的要請からの帰結

にすぎない 1 5 ことから、事後審の本質的なメルクマールは③にある 1 6 ことに

なる。  

 ⅱ  多数説は、「論理則・経験則違反説」に依拠している  

   ③の区別は、端的には、いわゆる「心証優先説」と「論理則・経験則違反説」

の対立として捉えることができる。心証優先説は、刑事訴訟法３８２条の事実

誤認の理解として、第一審判決に示された心証ないし認定と上訴審裁判官のそ

れとが一致しない場合であり、その場合は、控訴審裁判官の心証を第一審裁判

官の心証に優先させるという立場 1 7 である 1 8 。それに対し、論理則・経験則

違反説（「論理則・経験則」違反とは、「論理則違反又は〔及び〕経験則違反」

を意味する）は、刑事訴訟法３８２条の事実誤認とは、第一審判決の事実認定

に論理則・経験則違反がある場合であり、それが指摘できない以上、第一審判

決の事実認定を優先させる立場 1 9 である。  

このように、心証優先説と論理則・経験則違反説を比較すると、事後審性を

確認したとする多数説は、論理則・経験則違反説の立場に立っている 2 0 こと

がわかる。なぜなら、前述のとおり、③に関する事後審のメルクマールは、「原

                                                                                                                                                                           
のは、判決書のみである。  
1 5  福井・前掲注１３  ２６２頁～２６３頁（豊崎七絵執筆担当）。  
1 6  石井一正「『裁判員制度のもとにおける控訴審の在り方』の連載終了に当たって」

判例タイムズ１２７８号（２００８年）２４頁では、事後審のメルクマールは、②

③にあるとする。  
1 7  石松竹雄「控訴審における事実判断」『刑事裁判の現代的展開［小野慶二判事退

官記念論文集］』（勁草書房、１９８８年）２０７頁～２１１頁、２１４頁～２１５

頁、香城敏麿「控訴審における事実誤認の審査」『松尾浩也先生古稀祝賀論文集』下

巻（有斐閣、１９９８年）６３７頁～６４０頁など。  
1 8  後藤・前掲注１２  ３０７頁によると、以下のことから、現行の刑事訴訟法では

事後審を採用したわけではないとする。第一に、「重大な事実誤認の疑い」ではなく

「事実誤認」それ自体を控訴理由としていること（刑事訴訟法３８２条）。第二に、

第一審の判決に事実認定の理由ないし過程を説明することは要求されていないこと。

第三に、控訴審で事実誤認の有罪を判断するために、第一審にあらわれていない新

証拠を資料とすることが明らかに認められていること。  
1 9  青柳文雄『犯罪と証明』（有斐閣、１９７２年）４００頁、船田三雄「控訴審に

おける事実審査のあり方」法曹時報３４巻１０号（１９８２年）１１頁など。  
2 0  門野・前掲注６  ４２頁、上岡・前掲注６  １０６頁、宮城・前掲注６  ４９頁、

川上・前掲注６  １２９頁。  
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審判決を審判の対象」にすることにある。そして、この論理則・経験則違反説

は、第一審判決に「論理則・経験則」違反があるかを判断しているのであるか

ら、それはつまり、「原審判決を審判の対象」にするということになる 2 1 から

である。  

（２）多数説の理解  

   以上の事後審論の概要をふまえたうえ、多数説について分析する。チョコレ

ート缶事件最高裁判決に関する論説を読むと、次の（ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）を引用し、

同最高裁判決が上訴審の事後審性を確認したと理解する立場が多く見受けられ

る。  

    （ チ ョ コ レ ー ト 缶 事 件 最 高 裁 判 決 ・ 抜 粋 ）（ ⅰ ）（ ⅱ ）（ ⅲ ） 及 び 下 線 は 筆 者 に よ る 。 

      「（ ⅰ ） 刑 訴 法 は 控 訴 審 の 性 格 を 原 則 と し て 事 後 審 と し て お り 、 控 訴 審 は 、 第 一

審 と 同 じ 立 場 で 事 件 そ の も の を 審 理 す る の で は な く 、当 事 者 の 訴 訟 活 動 を 基 礎 と し

て 形 成 さ れ た 第 一 審 判 決 を 対 象 と し 、こ れ に 事 後 的 な 審 査 を 加 え る べ き も の で あ る

。第 一 審 に お い て 、直 接 主 義・口 頭 主 義 の 原 則 が 採 ら れ 、争 点 に 関 す る 証 人 を 直 接

調 べ 、そ の 際 の 証 言 態 度 等 も 踏 ま え て 供 述 の 信 用 性 が 判 断 さ れ 、そ れ ら を 総 合 し て

事 実 認 定 が 行 わ れ る こ と が 予 定 さ れ て い る こ と に 鑑 み る と 、控 訴 審 に お け る 事 実 誤

認 の 審 査 は 、第 一 審 判 決 が 行 っ た 証 拠 の 信 用 性 評 価 や 証 拠 の 総 合 判 断 が 論 理 則・経

験 則 等 に 照 ら し て 不 合 理 と い え る か と い う 観 点 か ら 行 う べ き も の で あ っ て 、刑 訴 法

３ ８ ２ 条 の 事 実 誤 認 と は 、第 一 審 判 決 の 事 実 認 定 が 論 理 則・経 験 則 等 に 照 ら し て 不

合 理 で あ る こ と を い う も の と 解 す る の が 相 当 で あ る 。 し た が っ て 、（ ⅱ ） 控 訴 審 が

第 一 審 判 決 に 事 実 誤 認 が あ る と い う た め に は 、第 一 審 判 決 の 事 実 認 定 が 論 理 則・経

験 則 等 に 照 ら し て 不 合 理 で あ る こ と を 具 体 的 に 示 す こ と が 必 要 で あ る と い う べ き

で あ る 」。  

「 間 接 事 実 の 評 価 に 関 す る 原 判 断 は 、（ ⅲ ） 第 一 審 判 決 の 説 示 が 論 理 則 ・ 経 験 則

等 に 照 ら し て 不 合 理 で あ る こ と を 十 分 に 示 し た も の と は い え な い の で あ っ て 、 第

一 審 の よ う な 見 方 も 否 定 で き な い と い う べ き で あ る 」。  

                                                   
2 1  もっとも、「心証優先説」と「論理則・経験則違反説」との間に差異はないとす

る説も存在する。「心証優先説」と「論理則・経験則違反説」との間に差異はないと

する説については、第３章で詳細に論じる。  
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多数説の具体的な説明を参照してみよう。たとえば、以下のような説明であ

る。まず、上訴審は第一審判決の事実認定をやり直すものではなく、第一審判

決が論理則・経験則に反することがないかを事後審査するものである 2 2 とす

る。その上で、チョコレート缶事件最高裁判決の上記箇所を引用し、同最高裁

判決は、事後審査審である控訴審や上告審による事実認定の審査一般にあては

まる 2 3 と結論付けている。  

このような説明は、上記最高裁判決部分を引用するのみで、具体的にどの文

言に着目し自説を説明しているかは不明である。しかしながら、おそらく、以

下のように理解できる。まず、（ⅰ）の箇所に注目する。すなわち、本件は、第

一審で無罪であったものを控訴審で有罪とする無罪破棄事案であることから、

最高裁判決も、無罪破棄の転換点であった控訴審に着目している。そして、最

高裁判決は、控訴審が事後審であることから、控訴審が独自に心証をとること

は許されず（つまり、「心証優先説」をとることは許されず 2 4 ）、（ⅱ）第一審

の論理則・経験則の違反を指摘できた場合 2 5 のみ、無罪破棄が許されるとい

う理解（つまり、「論理則・経験則違反説」をとっている）と思われる。そのう

えで、本件の結論として、最高裁判決は、控訴審の指摘では（ⅲ）第一審判決

が論理則・経験則の違反であることを具体的に指摘したとはいえないと判断し

たものというわけである。  

 

２  チョコレート缶事件最高裁判決の分析  

                                                   
2 2  酒巻・前掲注５  ４６２頁。  
2 3  酒巻・前掲注５  ４６３頁。  
2 4  酒巻・前掲注５  ４６２頁では、その理由として、上訴審は、公判で直接証拠に

接していないのであるから、第一審と同じ立場（すなわち、裁判官が目前で証言等

を聞いている状況）で証拠を評価することはできないということをあげている。こ

のような酒巻の説明は、前述したとおり、現行の刑事訴訟法において事後審が採用

された理由の一つである「直接主義・口頭主義」に基づくものである。  
2 5  中川孝博『合理的疑いを超えた証明  刑事裁判における証明基準の機能』（現代

人文社、２００３年）１１３頁～１１４頁によれば、直接主義、口頭主義を徹底す

るドイツにおいては、事実認定をするのは、第一審のみとされており、上訴審が事

実認定をすることは原則として許されないという。そのため、上訴審の事実誤認の

審査の枠を広げる必要性から、事実誤認の問題は、実体法違反の問題とされてきた。

このように、同説明には無理があるとしつつも、「誤判の是正のための例外措置」と

されているのが現状であるとする。  
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  ところで、チョコレート缶事件最高裁判決は、控訴審の指摘では、「（ⅲ）第

一審判決の説示が論理則・経験則等に照らして不合理であることを十分に示し

たものとはいえない」ことを理由として、控訴審判決を破棄し、第一審判決同

様、無罪と判断している。そこで、最高裁判決を分析する視点としてまず必要

になるのは、最高裁は、控訴審判決のどのような点に着目して「（ⅲ）第一審判

決の説示が論理則・経験則等に照らして不合理であることを十分に示したもの

とはいえない」と判断したかの解明にある。そこで以下、第一審判決と控訴審

判決の関係について分析する。  

（１）第一審判決と控訴審判決の分析  

ⅰ  第一審判決と控訴審判決の関係  

前述のとおり、本件の争点は、被告人が本件チョコレート缶内に本件違法薬

物が隠匿されていることを認識しているかにある。検察官の主張に対し、第一

審判決は、証拠から【無罪仮説】を認定している。同様に、控訴審判決は、証

拠から【有罪仮説】を認定している 2 6 。以下、本件の特徴を表す【表１－２】

ⓑをもとに、第一審判決と控訴審判決を比較する。  

   【表１－２】ⓑ  

○  検察官の主張  

【証拠】   関係証拠 ：  被告人は、Ａから、３０万円の報酬約束、航空

運賃 を負担し てもらった 上、本件 チョコレー ト

缶を 関係者に 渡すための 荷物とし て日本に持 ち

込んだ。  

【有罪仮説】被告人は、日本に持ち込むよう委託を受けた物は、委託者が

これらの費用を負担してもなお、それ以上の利益が得られる   

物、すなわち違法薬物と容易に推測できたはずである。  

○  第一審判決  

                                                   
2 6  【判例１】チョコレート缶事件第一審判決であれば「本件チョコレート缶に本件

違法薬物が隠匿されているのを認識していたとはいえない」、控訴審判決であれば

「本件チョコレート缶に本件違法薬物が隠匿されているのを認識していた」という

最終結論に到達するものである。  
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【証拠ア】  被告人供述：Ａから本件偽造旅券を日本に持ち込んで他人に

渡すよう告げられており、Ａから支給された費

用は本件偽造旅券を運ばせるためのものだと思

っていた。  

【証拠イ】  関係証拠：  被告人は、税関検査時に、本件偽造旅券を所持

していた（【証拠ア】を裏付ける証拠）。  

【無罪仮説】被告人は、日本に持ち込むよう委託を受けた物が、違法薬物

と容易に推測できたはずであるとまではいえない。  

○  控訴審判決  

【証拠ウ】  被告人供述：被告人は、最終的にＡの関与を認め、同人から

は本件偽造旅券の持ち込みは依頼されたが、本

件違法薬物の持ち込みは依頼されていないと弁

解している。また、被告人は、偽造旅券密輸罪

が覚せい剤密輸罪より刑が軽いと考えていた。  

→（【証拠ウ】から推認できることとして）  

捜査段階においても、覚せい剤密輸罪には

関 与 し て い な い と い う 弁 解 を 裏 付 け る た

め に Ａ に 事 情 を 聞 い て ほ し い 旨 申 し 出 を

するのが当然である。それにもかかわらず、

そのような申し出をした形跡がなく、却っ

て、Ａのことを隠し通そうとしている。  

【有罪仮説】第一審判決を是認することはできない。  

このように、第一審判決は【証拠ア】【証拠イ】、控訴審判決は【証拠ウ】を

採用し 2 7 、その結果、第一審判決と控訴審判決では「異なる」事実を導いてい

ることがわかる。確かに、第一審、控訴審がそれぞれの別の証拠を採用した場

合、事実の見方に違いが生じるのは当然であるといえる 2 8 。そのため、第一審

                                                   
2 7  なお、【証拠ウ】は、第一審判決の【証拠ア】に反論するものである。  
2 8  司法研修所編・前掲注７  １０９頁によれば、第一審判決と上訴審判決の判断に
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判決と控訴審判決の間に「異なる」事実が導かれたとしても、不自然であると

は言いがたい。しかしながら、第一審と控訴審の証拠を比較した場合、一方の

証拠が、他方の証拠よりも「証拠価値が高い」とは言いきれない 2 9 。結局、こ

の問題は、第一審判決と控訴審判決のどちらの「経験則」が本件について妥当

かという問題に行き着くものである。そうであるとすると、本件の控訴審は、

第一審判決の「経験則」ではなく、控訴審判決の「経験則」の方が本件につき

「妥当である」という判断のもと、第一審判決を破棄したとものと考えうる。  

 ⅱ  控訴審判決の問題点  

しかしながら、このような控訴審判決が、果たして妥当といえるだろうか。

上記の第一審判決と控訴審判決を比較してみても、正直なところ、両者間の「経

験則」は、いわばフィフティフィフティの関係 3 0 にあるように思える。そう

であるとすると、控訴審は、第一審判決と控訴審判決間の「経験則」がフィフ

ティフィフティの関係にあるにも関わらず、自らの判断が「正しい」という前

提 3 1  3 2 のもと、安易に無罪破棄としてしまったことに問題がある 3 3 ように

思える。  

思うに、控訴審がこのような問題を引き起こしてしまった原因は、「経験則」

が無限に存在するという視点に欠けていたことに起因すると思われる。有名な

例であるが、次の例を参照する。  

                                                                                                                                                                           
差異が生じる他の理由として、証拠の見方が異なることをあげている。すなわち、

第一審と控訴審において扱う証拠は共通しても、どの証拠に着目するかの違いであ

る。  
2 9  つまり、第一審判決の【証拠ア】【証拠イ】と、控訴審判決の【証拠ウ】のどち

らが「証拠価値が高い」とは言いきれない。  
3 0  別の言い方をすれば、第一審判決と控訴審判決は、「水掛け論」の関係にある。  
3 1  Judge Jerome Frank and Barbara Frank,  Not Gui l ty(Garden City,  
N.Y:Doubleday,1957) .上訴審が第一審の誤った有罪判決を正すはずであるという考

えは、「上訴審神話」である。  
3 2  See,Victor  E.Flango,National  Center  for  State  Courts ,  Habeas Corpus in  
State  and Federal  Courts(1994) ,62-63;Nancy King,Fred L.CheesmanⅡ ,and 
Brian J.Ostrom, National  Center  for  State  Courts ,Final  Technical  
Report :Habeas Lit igation in  U.S Distr ict  Courts(2007) ,58.  上訴審で有罪破棄さ

れるのは、１％～２％にとどまる。  
3 3  中川・前掲注２５  ２６１頁では、「直接原判決の証拠評価のどこに問題があるか

具体的に批判せず、上訴審の結論のみを述べる」ことを「一刀両断型」と定義して

いる。  
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 寺 沢 恒 信 『 弁 証 法 的 論 理 学 試 論 』 3 4 よ り 抜 粋  

「 わ れ わ れ は 朝 お き て 庭 が 一 様 に ぬ れ て い る の を 見 る と 、 ね て い た 間 に 雨 が ふ

っ た の だ な 、と 考 え る 。こ の よ う な 場 合 に わ れ わ れ は 、昨 夜 の う ち に 雨 が ふ っ た 、

と い う 事 実 を 、 ね て い た た め に 直 接 的 に は 知 覚 し て い な い の で あ る が 、 し か し そ

の 事 実 に 関 す る 認 識 を 、 庭 が 一 様 に 濡 れ て い る 、 と い う 事 実 の 知 覚 か ら 導 き 出 し

て い る の で あ る 。」  

上記の例では、「庭が濡れている」という証拠から「雨が降った」という事実

を推認している。しかしながら、「雨が降った」という事実は、我々の過去の蓄

積の中から推測できる一つの事実に過ぎない。「近隣の住人が嫌がらせのために

水を撒いた」、「庭にあるスプリンクラーが故障し、誤作動を起こして水が撒か

れた」、「実は水を撒いたのは自分であったが、酩酊状態であったため記憶に残

っていないだけだった」といったように、「雨が降ったこと」以外にも「庭が濡

れている」原因はありうるのである。このように、「経験則」とは、過去の蓄積

に基づくものあるため、いつまでも完結せず 3 5 、無限 3 6 に存在するという性

質があることに注意しなければならない。すなわち、「経験則」は常に蓋然的で

ある 3 7 ということである 3 8 。  

なお、刑事裁判では、以上のような特徴を有する「経験則」を媒介として、

証拠から事実が認定される。そして、最終的には「合理的疑いを超えた証明」

がなされたかという結論に行き着くものである。このような「経験則」を媒介

とする事実認定の過程は、その証拠が「間接証拠」であろうが、「直接証拠」で

                                                   
3 4  寺沢恒信『弁証法的論理学試論』（大月書店、１９５７年）２０２頁。  
3 5  青木・前掲注２  １２頁。  
3 6  青木・前掲注２  １２頁、藤永・前掲注２  １９３頁（渡辺修執筆担当）。  
3 7  青木・前掲注２  １２頁。  
3 8  Vlg.BGH NJW 51,122;OLGGelle  NJW 76,2030.裁判官の事実認定は、数学的な

証明とは性質を異にするものである。なお、最判昭和２３年８月５日刑集２巻９号

１１２３頁においても、以下のように、同様のことを述べている。「訴訟上の証明は、

自然科学者の用ひるような実験に基づくいわゆる論理的証明ではなくして、いわゆ

る歴史的証明である。論理的証明は『真実』そのものを目標とするのに反し、歴史

的証明は『真実の高度な蓋然性』をもって満足する。言いかえれば、通常人なら誰

でも疑いを差挟ない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明ができたとするも

のである」。  



- 23 - 

あろうが、両者の間に差異はないとされる 3 9 。  

最 判 平 成 １ ９ 年 １ ０ 月 １ ６ 日 よ り 抜 粋  

  「 刑 事 裁 判 に お け る 有 罪 の 認 定 に 当 た っ て は 、 合 理 的 な 疑 い を 差 し 挟 む 余 地 の な

い 程 度 の 立 証 が 必 要 で あ る 。（ 中 略 ） そ し て 、 こ の こ と は 、 直 接 証 拠 に よ っ て 事 実

認 定 を す べ き 場 合 と 、 情 況 証 拠 に よ っ て 事 実 認 定 を す べ き 場 合 と で 、 何 ら 異 な る

と こ ろ は な い と い う べ き で あ る 」。  

以上のように、経験則は無限に存在するという性質を有する。そうであると

すると、チョコレート缶事件最高裁判決が、控訴審判決では「（ⅲ）第一審判決

の説示が論理則・経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものと

はいえない」とした説示は、第一審判決と控訴審判決間の「経験則」がフィフ

ティフィフティの関係にあるにも関わらず、控訴審が自身の「経験則」を優先

させたことを非難するものである 4 0 ことを、問題解決のための端緒として捉

える必要がある。  

（２）最高裁判決の分析  

 ⅰ  最高裁判決の分析  

前述の第一審判決と控訴審判決の比較同様、最高裁判決についても、具体例

                                                   
3 9  最判平成１９年１０月１６日刑集６１巻７号６７７頁。この点で、「直接証拠と

間接証拠の間に質的差異は存在せず、あらゆる証拠は根底においては状況証拠であ

り、その限りにおいて、自白と証言によってもたらされる保障も、それが基礎にし

ているのは一連の推定と推論であるに過ぎず、こうした推定や推論は、裁判官の自

由な裁量にゆだねられなければならない」というミッターマイアーの主張が注目さ

れる（エーリッヒ・シュヴィンゲ／藤尾彰訳「陪審裁判所をめぐるたたかい（４）

－フランクフルト国民会議にいたるまで－」法政理論２７巻２号（１９９４年）１

９６頁。 Gerald  Gruenwald,Das Beweisrecht der  Strafprozessordnung,１９９３ ,
ＳＳ .８６－８８（ゲラルト・グリュンヴァルト／福井厚監訳『ドイツ刑事証拠法』

（成文堂、１９９９年）９５頁～９７頁）も、ミッターマイアーと同旨の主張をし

ている。なお、青木英五郎『証拠評価の方法―自由心証主義における論理法則およ

び経験法則の分析－』（司法研究報告書第１０輯第２号、１９６０年）７頁～８頁、

田中和夫『新版証拠法〔増補版〕』（有斐閣、１９６５年）７７頁～７８頁、福島重

雄「事実認定における形式論理の機能と限界」司法研修所論集４２号（１９６９年）

７５頁～７６頁、田宮裕『刑事訴訟とデュー・プロセス』（有斐閣、１９７２年）３

４６頁～３４７頁など参照。  
4 0  設楽裕文「共謀共同正犯理論と共謀の認定」法学紀要第４０巻別巻（１９９８年）

３４頁では、刑事事件における事実認定の際、「＜どのように認定＞されるかが裁判

官の『直感』に委ねられたのでは、国民は裁判の結果を予測することができず、法

的安定性が害される」とする。  
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である【表１－２】ⓑに基づき、検討をすすめる。  

   【表１－２】ⓑ  

○  最高裁判決  

【証拠ア】 被告人供述：本件偽造旅券の密輸を依頼されたもので覚せい

剤密輸を依頼されていない。  

【証拠イ】  関係証拠：  本件偽造旅券が発見されている。  

（【証拠ア】を裏付ける証拠）  

【証拠エ】  被告人供述：被告人は、本件違法薬物発覚直後の段階では、

偽 造 旅券 の運 び屋 であ っ た な どと いう 弁解 を

行っていない 4 1 。  

→（【証拠エ】から推認できることとして）  

本件違法薬物が発覚された際、弁解するため

に 本 件 偽造 旅 券を 所持 し て いた も のと はい

えない。  

【無罪仮説】第一審判決に不合理な点があるとまではいえない。  

これらのことをふまえると、最高裁判決は、第一審判決と控訴審判決の「経

験則」がフィフティフィフティの関係にある場合であっても、以下のような特

徴のもと、第一審判決を是認していることがわかる。  

【特徴１】  

最高裁判決は、第一審判決の証拠である【証拠ア】【証拠イ】 4 2 から

【無罪仮説】を認定し、第一審判決を是認している 4 3 。  

【特徴２】  

                                                   
4 1  【判例１】チョコレート缶事件第一審、控訴審の検察官は、「被告人は、検挙さ

れた際、自分が企図していたのは偽造旅券の密輸であって、缶の中身は知らなかっ

たという弁解をするため偽造旅券を所持していた」旨主張する。【証拠エ】は、この

ような第一審、控訴審の検察官の主張に対するものである。  
4 2  【判例１】チョコレート缶事件第一審判決【証拠ア】【証拠イ】と、同最高裁判

決【証拠ア】【証拠イ】は、厳密にいえば、文言は異なるものの、趣旨としては同意

義と思われる。  
4 3  このことから、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決が、【有罪仮説】に傾く

【証拠ウ】ではなく、【無罪仮説】に傾く【証拠ア】【証拠イ】に強く着目する姿勢

がうかがえる。  
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最高裁判決は、新しく追加された【証拠エ】から【無罪仮説】を認定

し、第一審判決を是認している 4 4 。  

 ⅱ  最高裁判決の意義は未解決であること  

しかしながら、上記のような特徴があることが分析できたとしても、最高裁

判決が、控訴審判決のどのようなことに着目して「（ⅲ）第一審判決の説示が

論理則・経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえな

い」と判断したかは未解決のままである。なぜなら、最高裁判決は、上訴審判

決（同事件の場合は、控訴審判決）では、第一審判決の「論理則・経験則」違

反を具体的に指摘したとはいえないと判断した「消極事案」であるからである。

そのため、最高裁判決の意義をより明確にするためには、上訴審が第一審判決

の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘したという「積極事案」を分析し、

どのような場合であれば「論理則・経験則」違反といえるかを検討する必要が

ある。  

また、最高裁判決は、控訴審の有罪を破棄しており、控訴審との関係では「有

罪破棄」事案であることに注意する必要がある。そのため、最高裁判決の意義

をより明確にするためには、控訴審判決とは異なる「有罪破棄」を分析し、「有

罪破棄」と「無罪破棄」との間にどのような違いがあるか 4 5 を検討する必要

がある 4 6 。  

このような分析を解決したあとで、最高裁判決が、事後審性を確認したとす

る多数説の理解が妥当かを検討する必要がある。そこで、第２章では、以下の

２点を検討することにする。  

【検討２－１】  

上訴審が第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘した「積

極事案」に関する分析。  

                                                   
4 4  中川孝博「最一小判平成２４．２．１３の意義と射程」季刊刑事弁護７１号（２

０１２年）１３３頁～１３４頁。  
4 5  福井厚『刑事訴訟法講義〔第５版〕』（法律文化社、２０１２年）４４８頁～４４

９頁。  
4 6  拙稿「上訴審における『有罪破棄』と『無罪破棄』の違いについて－舞鶴女子高

校生殺害事件を素材として（上）」季刊刑事弁護９１号（２０１７年）１１９頁。  
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【検討２－２】  

チョコレート缶事件控訴審判決とは異なる「有罪破棄」事案に関する分

析。  
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第２章  【判例研究】近時の最高裁判例の動向  

 

第１  はじめに  

第２章で検討することは、以下の２点である。この２点を検討することで、

【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決の意義が明確になると思われる。  

【検討２－１】  

上訴審が第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘した「積

極事案」に関する分析。  

【検討２－２】  

チョコレート缶事件控訴審判決とは異なる「有罪破棄」事案に関する分

析。  

有罪破棄事案と無罪破棄事案をみると、「論理則・経験則」違反という文言は、

近時の判例、とりわけチョコレート缶事件以降、多用される傾向にある。しか

しながら、この文言は同最高裁判決以前の判例である、【判例４】防衛大教授痴

漢冤罪事件最高裁判決、【判例５】千葉強姦事件最高裁判決ですでに使用されて

いたことに注意する必要がある。  

ところで、有罪破棄と無罪破棄の特徴を考えた場合、無罪破棄の場合であれ

ば、「論理則・経験則」違反という文言を使用している 4 7 ものが多い。それに

対し、有罪破棄の場合は、いずれの場合も（後述するように、【判例５】千葉強

姦事件最高裁判決では須藤裁判官補足意見、千葉裁判官補足意見で使用）、論理

則・経験則「等」違反という文言を使用している。すなわち、無罪破棄の場合

であれば、「等」を用いず、有罪破棄の場合であれば「等」を用いて、第一審判

                                                   
4 7  最判昭和４３年１０月１５日刑集２２巻１１号９６１頁（いわゆる八海事件第三

次上告審判決）では、事実誤認の審査について、「記録その他の証拠資料を検討して

原判決の認定に不合理なところがないか否かの事後審査をするにとどまるのが原

則」であるとしたうえ、「原判決の認定の当否を判断するために、あらたに事実の認

定をするものではないことは、いうまでもない」と説示している。  
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決（もしくは、控訴審判決）を破棄しているという特徴がある。この「等」に

ついては、次のような見解がある。それは、上訴審が第一審判決の誤りを指摘

する際、その指摘対象が、第一審判決の重大な「論理則・経験則」違反に限定

されないことの表れとする見解 4 8 である。確かに、上訴審が第一審判決の誤

りを指摘する際、仮に第一審判決の重大な「論理則・経験則」違反を指摘対象

としているのなら、第一審判決は「論理則・経験則」に照らして不合理と明記

するはずである。それにもかかわらず、有罪破棄事案は、論理則・経験則「等」

に照らして不合理としている。そこに、第一審判決の「論理則・経験則」違反

以外の指摘を許容する上訴審の意向が表れているように思われる。そこで以下、

「等」の使用傾向に着目しつつ、【判例２】から【判例７】 4 9 をとおし、上記

【検討２－１】【検討２－２】について分析する 5 0 。  

 

第２  【検討２－１】について  

１  【判例２】平成２５年４月覚せい剤事件  

はじめに、無罪破棄事案として、【判例２】平成２５年４月覚せい剤事件 5 1

について、分析する。平成２５年４月覚せい剤事件は、第一審で無罪であった

ものを、控訴審、最高裁で有罪とした無罪破棄事案である。  

（１）事実概要  

平成２５年４月覚せい剤事件は、２０１０年９月１７日におきた、覚せい剤

密輸入事件である。本件被告人は、メキシコ国内において、犯罪組織関係者か

ら、日本へ渡航し荷物を受け取るよう指示された。犯罪組織関係者は、被告人

                                                   
4 8  中川・前掲注４４  １３１頁。  
4 9  拙稿「上訴審における『有罪破棄』と『無罪破棄』の違いについて－舞鶴女子高

校生殺害事件を素材として（下）」季刊刑事弁護９２号（２０１７年）１２２頁～１

２５頁では、下級審の有罪破棄事案である東京高判平成２６年７月１５日判時２２

４６号１２３頁（いわゆる「三鷹バス痴漢冤罪事件」）について検討している。本研

究では下級審判例についてふれることはできなかったが、前掲・東京高判同様、分

析することに意義のある判例は多いと思われる。今後の課題としたい。  
5 0  なお、本研究でとりあげる判例は、２０１７年１０月の段階で筆者が入手可能で

あり、かつ、本研究の趣旨から適当と思われた判例である。  
5 1 最決平成２５年４月１６日刑集６７巻４号５４９頁。なお、東京高判平成２３年

１２月８日、東京地判平成２３年７月１日も掲載されている。  
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がメキシコを出発する直前、被告人のために、様々な手立てをしたことが明ら

かになっている。日本に到着した被告人は、国際貨物会社に届いた被告人宛の

荷物を受け取り、宿泊先のホテル内で同荷物を開封した。ところが、すでに税

関検査場で荷物内に覚せい剤が隠匿されていたことが発覚しており、被告人は、

同ホテルに駆け付けた警察官により逮捕された（時系列については【表２－１】

参照）。  

本件は、被告人が本件覚せい剤を持ち込んだことに争いはなく、被告人に覚

せい剤密輸入の認識があるかが争われた。第一審判決では【表２－２】ⓑにつ

いて「輸入についての事前共謀」ありとすることに「賛成できない」と判断さ

れた。後述するように、この第一審判決には、重大な「経験則」違反があり、

それゆえ、上訴審で「経験則」違反を具体的に指摘できる。そこで以下、【表２

－２】ⓑに焦点を絞って議論を進めることにする。  

 

【表２－１】平成２５年４月覚せい剤事件  時系列  

メキシコ  犯罪組織関係者が被告人に対し、荷物の受取役を依頼。  

・意思疎通可能な被告人（被告人はある程度英語ができる）を指名。  

・７泊分のホテルを予約し、一定の期間被告人を日本に滞在させ、荷

物を受け取らせようとしたこと。  

・渡航費用、宿泊費、滞在費を負担。  

・連絡用のパソコン、航空券、２０００米ドルの現金等を渡す。  

日本  犯罪組織関係者からの荷物を、被告人が受け取る。  

 

【表２－２】平成２５年４月覚せい剤事件  争点表  

第一審（無罪）  控訴審（有罪）  最高裁（有罪）  

ⓐ  覚 せ い 剤 密 輸 入 の 故

意あり。  

ⓑ  事前共謀なし。  

ⓑに対し、  

「 経 験 則 に 照 ら し 、 明 ら

かに不合理」。  

控訴審判決を是認。  

 

（２）判旨  

ⅰ  第一審判決  

第一審判決は、確かに、【表２－２】ⓐ被告人が覚せい剤輸入の故意を有して

いたことは間違いなく認められる。しかし、ⓑ被告人と犯罪組織関係者の間に、

覚せい剤密輸入に関する共謀がないとし、被告人を無罪と判断した。  
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ⓑについて、検察官は、現に被告人宛の荷物を被告人が受取っていること、

大量で高価な覚せい剤を輸入していることから、被告人と犯罪組織関係者間の

共謀は認められると主張する。しかし、第一審判決は、「外国から大量の覚せい

剤の入った荷物を受け取った者」は、輸入について「事前共謀をしている」と

いう経験則の存在を前提としており、「まったく賛同できない」とする。  

このような第一審判決に対し、検察官が事実誤認を理由に控訴した。  

ⅱ  控訴審判決  

控訴審判決は、【表２－２】ⓑについて、「客観的事情等があるにもかかわら

ず、これらを適切に考察することなく被告人と犯罪組織関係者との共謀を否定

した点は、経験則に照らし、明らかに不合理であり、是認することができない」

とし、被告人を有罪と判断する。  

控訴審判決は、ⓑに対し、「被告人が、犯罪組織関係者が日本に覚せい剤を密

輸入しようとしているかもしれないと認識するに至った」のは、「犯罪組織関係

者が、被告人がそのような認識を持つのも自然といえるような状況の下に、荷

物の受取役を依頼したからにほかならない」からであるとする。この「犯罪組

織関係者が、被告人がそのような認識を持つのも自然といえるような状況の下」

とは、具体的には、以下のことを指す。犯罪組織関係者が被告人に対し、荷物

の受取役を依頼した際、意思疎通可能な被告人（被告人はある程度英語ができ

る―筆者注）を指名したこと。７泊分のホテルを予約し、一定の期間被告人を

日本に滞在させ、荷物を受け取らせようとしたこと。渡航費用、宿泊費、滞在

費を負担したこと。連絡用のパソコン、航空券、２０００米ドルの現金等を渡

したこと（【表２－１】参照）。これらのことより、犯罪組織関係者は、「被告人

が犯罪組織の覚せい剤密輸入の意図を察知するかもしれないことを予測し、こ

れを許容しながら荷物の受取役を依頼した」と推認できる。他方、被告人につ

いても、「犯罪組織の覚せい剤密輸入の意図を察知しながら、その依頼を引受け

た」と推認できる。そのため、「被告人と犯罪組織関係者との間に、本件覚せい

剤の輸入につき暗黙の了解があった」とする。  

このような控訴審判決に対し、弁護人が、判例違反、事実誤認を理由に上告
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した。  

ⅲ  最高裁決定  

最高裁決定は、控訴審判決について、「第一審判決の事実認定が経験則に照ら

して不合理であることを具体的に示して事実誤認があると判断したものといえ

る」とし、上告を棄却する。  

最高裁は、【表２－２】ⓑに対し、被告人は、「犯罪組織関係者から輸入貨物

の受取を依頼され、これを引き受け、覚せい剤輸入における重要な行為をして、

これに加担することになった」のであり、「犯罪組織関係者と共同して覚せい剤

を輸入するという意思を暗黙のうちに通じ合っていたものと推認」できる。よ

って、被告人と犯罪組織関係者との間に、覚せい剤密輸入の「共謀をも認定す

るのが相当である」。そして、控訴審判決については、被告人と犯罪組織関係者

との間に「暗黙の了解があったことを裏付けるような両者の信頼関係に係る事

情」があったにもかかわらず共謀を否定した第一審判決を不合理と判断したも

のであり、是認できるとする。  

（３）  検討  

ⅰ  第一審判決の特徴  

第一審判決は、【表２－２】ⓑ被告人が「外国から大量の覚せい剤の入った荷

物を受け取った」ことから、犯罪組織関係者との間に「輸入についての事前共

謀」ありとすることに「賛成できない」とする。なぜなら、それは一般的な経

験則にすぎず、本件にその経験則を用いることはできないからである。  

しかしながら、本件においても、被告人が「外国から大量の覚せい剤の入っ

た荷物を受け取った」ことから、犯罪組織関係者との間に「輸入についての事

前共謀」ありとすることは、十分可能である。なぜなら、犯罪組織関係者が被

告人に荷物の受取役を依頼した際、以下のような客観的事情が存在するからで

ある。意思疎通可能な被告人（被告人はある程度英語ができる―筆者注）を指

名したこと。７泊分のホテルを予約し、一定の期間被告人を日本に滞在させ荷

物を受け取らせようとしたこと。渡航費用、宿泊費、滞在費を負担したこと。

連絡用のパソコン、航空券、２０００米ドルの現金等を渡したこと（【表２－１】
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参照）。それゆえ、第一審判決が主張する「一般的な経験則」は、十分「本件に

もあてはまる経験則」ということができる。  

このように、第一審判決は、客観的事情の見過ごしがあったにも関わらず、

被告人が「外国から大量の覚せい剤の入った荷物を受け取った」ことから「事

前共謀」ありとすることに「賛成できない」としていることに問題がある 5 2 。

それゆえ、具体的な証拠から【無罪仮説】を導いていないという意味で、重大

な「経験則」違反があり、控訴審で第一審判決の「経験則」違反を具体的に指

摘できるものである。その点に、大きな特徴があるといえる。  

ⅱ  控訴審判決の特徴  

控訴審判決は、【表２－２】ⓑに対し、「経験則に照らし、明らかに不合理で

あり、是認することができない」と指摘する 5 3 。前述のとおり、平成２５年４

月覚せい剤事件第一審判決には、具体的な証拠から【無罪仮説】を導いていな

いという意味で、重大な「経験則」違反があり、控訴審で第一審判決の「経験

則」違反を具体的に指摘できるものである。それゆえ、控訴審は、第一審判決

の「経験則」違反を理由に、事実誤認と判断しうる 5 4 。  

そうであるとすると、【検討２－１】は、以下のように整理することができる。

すなわち、第一審判決に重大な「論理則・経験則」違反がある場合であれば、

上訴審は、第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘することがで

きる。重大な「論理則・経験則」違反とは、第一審判決で【無罪仮説】が、証

                                                   
5 2  なお、【判例２】平成２５年４月覚せい剤事件第一審判決は、犯罪組織関係者と

被告人との間でメールのやりとりなどがあったことについて、それだけでは事前共

謀があると推認させるには足らない、もしくは推認させる点は見当たらないとする。

しかし、控訴審が指摘する犯罪組織関係者と被告人間の荷物受け取りに関する客観

的事情からすれば、そのようなメールのやりとりなどからも、事前共謀があること

は十分推認しうる。  
5 3  【判例２】平成２５年４月覚せい剤事件控訴審判決では、有罪破棄事案とは異な

り、「等」が用いられていないということに注意する必要がある。  
5 4  川上拓一「控訴審における事実誤認の審査」ジュリスト臨時増刊１４６６号（２

０１４年）１９７頁、楡井英夫「覚せい剤を密輸入した事件について、被告人の故

意を認めながら共謀を認めずに無罪とした第１審判決には事実誤認があるとした原

判決に、刑訴法３８２条の解釈適用の誤りはないとされた事例」ジュリスト１４８

４号（２０１５年）１１２頁では、論理則・経験則違反説の立場から、【判例２】平

成２５年４月控訴審判決が第一審判決の「経験則」違反を具体的に指摘し、同最高

裁判決が控訴審判決を是認したものと理解している。  
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拠上導けないことをいう。  

 ⅲ  最高裁決定の特徴  

最高裁決定は、控訴審が【表２－２】ⓑに対し、「経験則」違反を指摘したこ

とを是認するものである。  

 

 ２  【判例３】平成２５年１０月覚せい剤事件  

   【判例３】平成２５年１０月覚せい剤事件 5 5 は、【判例２】平成２５年４月

覚せい剤事件同様、第一審で無罪であったものを、控訴審、最高裁で有罪とし

た無罪破棄事案である。  

（１）  事実概要  

   平成２５年１０月覚せい剤事件は、２０１０年６月４日に成田国際空港内で

おきた覚せい剤密輸入事件である。被告人は、居住するウガンダを出国後、ケ

ニア、ベナンに渡航している。そして、密輸組織と共謀のうえ、ベナン共和国

にある国際空港にて航空機に搭乗する際、２包に小分けされた覚せい剤（以下、

「本件覚せい剤」という）を隠し入れたスーツケース（以下、「本件スーツケー

ス」という）を同航空機に積み込ませた。その後、フランスの国際空港におい

て、乗り換えた航空機に、本件スーツケースを積み替えさせ同空港を出発した。

そして、成田国際空港にて、同空港関係作業員に同航空機から本件スーツケー

スを機外に搬出させ、もって、本件覚せい剤を本邦に密輸しようとしたもので

ある。なお、本件覚せい剤は、成田国際空港での税関職員の検査の際に発見さ

れたため、被告人は本件覚せい剤密輸を遂げることはできなかった（時系列に

ついては【表２－３】参照）。  

本件は、被告人が本件覚せい剤を持ち込んだことに争いはなく、被告人に覚

せい剤密輸入の認識があるかが争われた。第一審判決では【表２－４】ⓐⓑⓒ

ⓓから、「違法な薬物が収納されていることを認識していたこと」が「常識に従

って間違いないとは言えず」「なお疑いの余地が残る」と判断された。後述する

                                                   
5 5  最決平成２５年１０月２１日刑集６７巻７号７５５頁。なお、千葉地判平成２３

年６月１７日、東京高判平成２４年４月４日も掲載されている。  
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ように、ⓐと、ⓐを具体化したⓓ被告人供述には、重大な「経験則」違反があ

り、それゆえ、上訴審で「経験則」違反を具体的に指摘できるものである。そ

こで以下、ⓐと、ⓐを具体化したⓓに焦点を絞って議論を進めることにする。  

第一審判決によれば、本件に関する被告人供述は次のとおりである。  

（ 被 告 人 供 述 概 要 ）  

   「 本 件 ス ー ツ ケ ー ス は 、臨 時 に 雇 っ た メ イ ド で あ る Ｃ に 購 入 と 衣 類 等 の 詰 め 込 み を

依 頼 し 、そ の ま ま 携 帯 し て き た も の で 、日 本 に 入 国 す る ま で 、そ の 内 容 物 に 手 を 触

れ て い な い 。 覚 せ い 剤 が 隠 匿 さ れ た 事 情 と し て 思 い 当 た る の は 、 Ｃ 以 外 に は な く 、

ベ ナ ン で 運 転 手 と し て 雇 っ た こ と の あ る Ｄ が 、 こ れ を 回 収 す る 役 だ っ た と 思 う 」。  

 

【表２－３】平成２５年１０月覚せい剤事件  時系列  

ウガンダ  出国。  

ケニア  渡航。  

ベナン  渡航。航空機搭乗時、本件覚せい剤を積み込む。  

（注）被告人供述：Ｃが、本件覚せい剤をスーツケースに隠匿した。  

Ｄが、本件覚せい剤を回収する役だった。  

フランス  経由。  

日本  本件覚せい剤を日本へ密輸しようとするも、税関職員に本件覚せい剤

を発見されたため、密輸できず。  

 

【表２－４】平成２５年１０月覚せい剤事件  争点表  

第一審（無罪）  控訴審（有罪）  最高裁（有罪）  

ⓐ   被告人の輸入時の態様。 

ⓑ   渡航経路及び渡航目的。 

ⓒ   税関検査時の言動等。  

ⓓ   被告人供述。  

ⓐ、ⓓに対し、  

「論理則・経験則を適用し

て行った合理的な事実

認定であるとはいえな

い」。  

控訴審判決を是認。  

 

（２）  判旨  

 ⅰ  第一審判決  

   第一審判決は、【表２－４】ⓐⓑⓒⓓから、被告人に本件覚せい剤密輸入の認

識がないとして、被告人を無罪と判断した。  

第一審判決は、ⓐ関係証拠から、本件スーツケースは「被告人自身が日本へ

持ち込んだ」ものであるとする。そして、本件覚せい剤が「約２４８０グラム
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と多量」であり、「スーツケースの側面部に巧妙に隠匿されていた」ことからす

れば、本件密輸には「密輸組織が関与している」。そのうえで、「密輸組織が関

与している」場合、密輸組織は「覚せい剤を回収するために必要な措置を、予

め講じているはず」である。そして、「このような措置としては、様々なものが

考えられる」のであって、「運搬者に事情を知らせないまま、同人から回収する

方法がないとまではいえない」。よって、被告人が「本件スーツケースを自己の

荷物として持ち込んだ」という事実から、「中身を知っているとまで推認するこ

とはできない」。  

   第一審判決は、ⓓ前述の被告人の供述には、３点の疑問がある 5 6 とする。

とりわけ、以下の疑問が重要である。すなわち、被告人は、日本到着時の「ホ

テルを予約しておらず」、「日本で誰かと会う約束もなかった」と述べている。

それゆえ、「本件スーツケースの入手経緯」、「日本国内における行動予定」、「ベ

ナン・成田間の航空券が予約された時期」からすれば、密輸組織は「本件覚せ

い剤を回収するのが相当困難となる」。しかしながら、第一審判決によれば、「回

収を図る手段、方法には様々なものが考えられる」。「現時点で明らかになって

いる事情においては困難であるというに過ぎず」、「直ちに被告人の供述が虚偽

であると断定することはできない」 5 7 。よって、被告人の供述には「明らかに

されていない事情が存在する可能性等もあ」り、「直ちに、これを虚偽のものと

して排斥するだけの証拠はない」。  

 このような第一審判決に対し、検察官が、事実誤認を理由として控訴した。  

 ⅱ  控訴審判決  

                                                   
5 6  そのほかの疑問としては、（１）Ｃは「一日半程度の間に本件覚せい剤が隠匿さ

れた状態の本件スーツケースを用意した」ことになるが、準備期間が「短期間であ

る」こと。（２）ベナンでＤが本件覚せい剤の回収役を担っていたとすると、「被告

人の供述するＤの行動等は、電話を３．４回かけてきた」のみであり、「接触に失敗

した回収役としては不自然」であること。  
5 7  そのほかの疑問に対する回答として、（１）については、本件には、覚せい剤密

輸組織が関与していることからすれば、「本件覚せい剤が隠匿された本件スーツケー

スを１日半程度で準備することがおおよそ不可能であるとはいえ」ない。「本件スー

ツケースが被告人の支配下に置かれていた」という被告人供述が「虚偽であるとま

では言えない」。（２）については、被告人は「自己の知りうる範囲の事情に基づき

推測を述べたことに関する疑問にとどまる」。  
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控訴審判決は、【表２－４】ⓐと、ⓐを具体化したⓓに対し、「論理則・経験

則を適用して行った合理的な事実認定であるとはいえない」とし、被告人を有

罪とする。  

前述のとおり、第一審判決は、ⓐ「密輸組織が関与している」場合、密輸組

織は「覚せい剤を回収するために必要な措置を、予め講じているはず」である。

しかし、「このような措置としては、様々なものが考えられる」のであって、「運

搬者に事情を知らせないまま、同人から回収する方法がないとまではいえない」

と判断する。これに対し、控訴審判決は、このような第一審判決を具体化した

のが、ⓓ「メイド（Ｃを指す－筆者注）に購入させた本件スーツケースに自分

の知らない覚せい剤が隠匿されていた」という被告人供述であるとする（【表２

－３】参照）。しかしながら、控訴審判決は、第一審判決がⓓについて、「被告

人自ら説明できるはずの被告人の供述の信ぴょう性」についても、「明らかにさ

れていない事情が存在する可能性等もある」と判断していることに着目する。

それゆえ、このような第一審判決は「具体的には想定できないが、何らかの方

法があるかもしれないという趣旨である」として、第一審判決を批判する。よ

って、第一審判決は「事実認定の方法自体において誤っているといわざるを得

ず」「是認できない」。  

このような控訴審判決に対し、弁護人が判例違反を理由に上告した。  

 ⅲ  最高裁決定  

   最高裁決定は、控訴審判決は、「第一審判決の事実認定が経験則等に照らして

不合理であることを具体的に示し」て「事実誤認があると判断したものといえ

る 5 8 」として、上告を棄却する。なお、最高裁決定は、第４章で詳細に分析す

る。  

（３）  検討  

 ⅰ  第一審判決の特徴  

第一審判決に重大な「経験則」違反があるといえるか。【判例２】平成２５年

                                                   
5 8  この点について、【判例３】平成２５年１０月覚せい剤事件最高裁決定は、【判例

１】チョコレート缶事件最高裁判決を引用している。  
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４月覚せい剤事件で述べたとおり、ここでいう重大な「経験則」違反とは、【無

罪仮説】が「証拠上導けないこと」である。第一審判決は、【表２－４】ⓐ被告

人が「本件スーツケースを自己の荷物として持ち込んだ」という事実から、「中

身を知っているとまで推認することはできない」とする。理由は以下のとおり

である。すなわち、第一審判決は、関係証拠から、本件スーツケースは「被告

人自身が日本へ持ち込んだ」ものであるとする。そして、本件覚せい剤が「約

２４８０グラムと多量」であり、「スーツケースの側面部に巧妙に隠匿されてい

た」ことからすれば、本件密輸には「密輸組織が関与している」。そのうえで、

「密輸組織が関与している」場合、密輸組織は「覚せい剤を回収するために必

要な措置を、予め講じているはず」である。そして、「このような措置としては、

様々なものが考えられる」のであって、「運搬者に事情を知らせないまま、同人

から回収する方法がないとまではいえない」。  

しかしながら、第一審判決は、「運搬者から覚せい剤を回収するための必要な

措置」については、「様々なものが考えられる」とするのみで、その具体的措置

内容に関する記述は何らない。唯一考えられるのは、以下のような被告人供述

に基づく方法である。すなわち、ⓓ本件スーツケースは「臨時に雇ったメイド

であるＣに購入と衣類等の詰め込みを依頼し」たことから、「覚せい剤が隠匿さ

れた事情として思い当たるのは、Ｃ以外にはなく」、「ベナンで運転手として雇

ったことのあるＤが、これを回収する役だったと思う」という方法である（【表

２－３】参照）。ところが、第一審判決は、「被告人自ら説明できるはずの被告

人の供述の信ぴょう性」についても、「明らかにされていない事情が存在する可

能性等もある」と明記するのみである。すなわち、第一審自身も、被告人の供

述について「明らかにされていない事情がある」ことを認めているのである。  

このように、第一審判決は、あいまいな証拠から事実を導いているにも関わ

らず、被告人は、本件覚せい剤の「中身を知っているとまで推認することはで

きない」としていることに問題がある。それゆえ、具体的な証拠から【無罪仮

説】を導いていないという意味で、重大な「経験則」違反があり、控訴審で第

一審判決の「経験則」違反を具体的に指摘できるものである。その点に、大き
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な特徴があるといえる。  

 ⅱ  控訴審判決の特徴  

控訴審判決は、【表２－４】ⓐと、ⓐを具体化したⓓに対し、「正しく、論理

則・経験則を適用して行った合理的な事実認定であるとはいえない」と指摘す

る 5 9 。前述のとおり、平成２５年１０月覚せい剤事件第一審判決には、具体的

な証拠から【無罪仮説】を導いていないという意味で、重大な「経験則」違反

があり、控訴審で第一審判決の「経験則」違反を具体的に指摘できるものであ

る。それゆえ、控訴審は、第一審判決の「経験則」違反を理由に、事実誤認と

判断しうる 6 0 。  

 ⅲ  最高裁決定の特徴  

   最高裁決定は、控訴審判決が示した「合理的疑い」の理解について疑問を呈

する（この点については、第４章で詳細に検討する）ものの、結論としては、

控訴審が第一審判決に対し「経験則」違反を指摘したことを是認するものであ

る。  

よって、平成２５年１０月覚せい剤事件においても、【判例２】平成２５年４

月覚せい剤事件同様、【検討２－１】の特徴を有すると捉えることができる。  

 

第３  【検討２－２】について  

１  【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件  

有罪破棄事案として、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件 6 1 について、以下、

分析する。防衛大教授痴漢冤罪事件は、第一審、控訴審で有罪であったものを、

                                                   
5 9  【判例２】平成２５年４月覚せい剤事件同様、【判例３】平成２５年１０月覚せ

い剤事件控訴審判決では、有罪破棄事案とは異なり、「等」が用いられていないこと

に注意する必要がある。  
6 0  寺崎嘉博「控訴審における事実誤認の審査」法学教室別冊附録４１４号（２０１

５年）４５頁、矢野直邦「密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について、被

告人の故意を認めず無罪とした第１審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴

法３８２条の解釈適用の誤りはないとされた事案」ジュリスト１４９６号８３頁で

は、論理則・経験則違反説の立場から、【判例３】平成２５年１０月覚せい剤事件控

訴審判決が第一審判決の「経験則」違反を具体的に指摘し、同最高裁判決が控訴審

判決を是認したものと理解している。  
6 1  最判平成２１年４月１４日刑集６３巻４号３３１頁。なお、東京地判平成１８年

１０月３１日、東京高判平成１９年８月２３日も収録されている。  
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最高裁で無罪とした有罪破棄事案である。  

（１）  事実概要  

防衛大教授痴漢冤罪事件は、２００６年４月１８日午前７時５６分ころから

同日午前８時３分ころまでの間、小田急電鉄株式会社成城学園前駅から下北沢

駅間で起きた強制わいせつ事件である。被告人は、事件当時６０歳の大学教授

であり、被害者は事件当時１７歳の女子高校生であった。被告人は、被害者に

対し、その意に反して、パンティの中に左手を差し入れその陰部をもてあそぶ

などし、もって強いてわいせつな行為をしたものである（時系列については【表

２－５】参照）。  

本件は、被害者供述以外に、被告人が犯人であることを特定する証拠はない。

それゆえ、被害者供述から、【争点Ⅰ】被害者供述の信用性、【争点Ⅱ】被告人

の犯人性が争われた。第一審判決、控訴審判決では、【争点Ⅰ】について、被害

者供述の信用性があると判断された。後述するように、この被害者供述には、

重大な「経験則」違反があるとはいえず、それゆえ、上訴審で「経験則」違反

を具体的に指摘できない。しかし、最高裁判決は、【争点Ⅰ】被害者供述の信用

性を肯定した第一審判決、控訴審判決には「合理的疑い」があることを指摘し、

第一審判決を破棄している。そこで以下、【争点Ⅰ】に焦点を絞って議論を進め

ることにする。  

第一審判決によれば、本件の被害状況に関する被害者供述は次のとおりであ

る。（被害者と被告人の位置関係については【表２－６】参照）。  

（被 害 者 供 述 概 要 ）  

 「 読 売 ラ ン ド か ら 乗 車 し た 後 、 左 側 ド ア 付 近 に 、 進 行 方 向 と 逆 向 き に 立 っ て い る

と 、生 田 を 発 車 し て 直 ぐ に 、被 害 者 の 前 に 立 っ て い た 被 告 人 が 、被 害 者 の 頭 越 し に 、

か ば ん を 網 棚 に 載 せ た 。 そ の 後 、 被 害 者 と 被 告 人 は 、 互 い の 左 半 身 が く っ つ く よ う

な 位 置 関 係 に あ っ た 。 向 ケ 丘 遊 園 を 出 て か ら 、 痴 漢 に 遭 い 、 ま ず 、 ス カ ー ト の 上 か

ら 下 腹 部 、 次 い で 陰 部 を 触 ら れ 、 次 に 、 ス カ ー ト の 中 に 手 を 入 れ ら れ 、 パ ン テ ィ の

上 か ら 陰 部 を 触 ら れ た 。登 戸 に 着 く 少 し 前 に 、そ の 手 は 抜 か れ た が 、同 駅 を 出 る と 、

さ ら に 、 パ ン テ ィ の 前 の 部 分 の 上 か ら 手 を 入 れ ら れ 、 成 城 学 園 前 に 着 く 直 前 ま で 、
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陰 部 を 触 ら れ た 。 位 置 関 係 等 か ら 、 犯 人 は 被 告 人 と 思 っ た が 、 痴 漢 さ れ て い る の を

見 る の が い や だ っ た と い う こ と も あ り 、 確 認 は し て い な い 。  

 成 城 学 園 前 駅 に 着 い て ド ア が 開 き 、 駅 の ホ ー ム 上 に 押 し 出 さ れ た 。 被 告 人 が ま だ

い た ら ド ア を 変 え よ う と 思 っ た が 、 被 告 人 を 見 失 っ て 迷 っ て い る う ち 、 ド ア が 閉 ま

り そ う に な っ た の で 、 再 び 、 同 じ ド ア か ら 乗 っ た 。 乗 る 直 前 に 、 被 告 人 が い る の に

気 付 い た が 、 後 ろ か ら 押 し 込 ま れ る 感 じ で 、 ま た 被 告 人 と 向 か い 合 う 形 に な っ た 。

被 害 者 は 、 少 し で も 避 け よ う と 思 っ て 向 き だ け 変 え た 。 そ の た め 、 被 告 人 と 被 害 者

は 、 左 半 身 同 士 で は な く 、 被 害 者 の 左 肩 が 被 告 人 の 体 の 中 心 に く っ つ く よ う な 形 に

な っ た 。  

 成 城 学 園 前 駅 を 出 る と 、 今 度 は 、 ス カ ー ト の 中 に 手 を 入 れ ら れ 、 右 の 太 も も を 、

外 側 か ら 内 側 に 向 か っ て な で 上 げ る よ う な 感 じ で 触 ら れ た（ 以 下 、【 第 一 行 為 】と い

う － 筆 者 注 ）。被 害 者 は 、い っ た ん 外 に 出 た の に ま た す る な ん で 許 せ な い 、捕 ま え た

り 、 警 察 に 行 っ て 説 明 で き る よ う に す る た め 、 し っ か り 見 て お か な け れ ば な ら な い

と 思 い 、 そ の 状 況 を 確 認 し た 。  

 す る と 、 ス カ ー ト の 右 の 部 分 が し わ に な り 、 腕 に の っ か っ た よ う な 感 じ で 持 ち 上

が っ て 、 そ の す そ の 部 分 か ら 手 首 の 少 し 上 の 部 分 が 見 え て い た の で 、 肘 、 肩 、 と 順

番 に 見 て い き 、 そ れ が 被 告 人 の 腕 で あ る こ と を 確 認 し た 。 当 時 、 被 害 者 の 右 前 に 立

っ て い る 人（【 表 ２ － ６ 】１ ．男 女 不 明 を 指 す － 筆 者 注 ）が 、ド ア を 向 い て 被 害 者 に

背 を 向 け て い た の で 、 そ こ に 少 し 空 間 が あ り 、 犯 人 の 腕 を 見 る こ と が で き た 。  

 そ の 後 、 被 告 人 は 、 パ ン テ ィ の 右 の わ き か ら 、 手 の 甲 が 被 害 者 の 体 に 触 る 感 じ で

手 を 入 れ 、 指 で 陰 部 を 触 り （ 以 下 、【 第 二 行 為 】 と い う － 筆 者 注 ）、 さ ら に 、 そ の 手

を 抜 い て 、今 度 は 、パ ン テ ィ の 上 の 方 か ら 手 を 入 れ 、陰 部 を 触 っ て き た（ 以 下 、【 第

三 行 為 】と い う － 筆 者 注 ）。そ の 間（【 第 三 行 為 】の こ と － 筆 者 注 ）、被 告 人 の 位 置 は 、

従 前 の 状 態 か ら 少 し 変 わ り 、 再 び 、 互 い の 左 半 身 が く っ つ く 状 態 に な っ て い た 。  

 被 害 者 は 、下 北 沢 に 着 く 直 前 、左 手 で 被 告 人 の ネ ク タ イ を つ か み 、『 電 車 降 り ま し

ょ う 。』 と 声 を 掛 け た 。 同 じ こ ろ 、 相 手 が 被 害 者 の 体 を 触 る の も 止 ん だ 」。  

なお、本件で起訴されたのは、成城学園前駅以降の【第一行為】【第二行為】

【第三行為】である。  
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【表２－５】防衛大教授痴漢冤罪事件  時系列  

時刻  駅名  被害状況  位置関係  

７時４６分  生田駅～   互いの左半身がくっつ

くような位置関係にあ

った。  

７時４９分  向ヶ丘遊園駅～  ●スカートの上から下

腹部、次いで陰部を触

られた。  

●スカートの中に手を

入れられ、パンティの

上から陰部を触られ

た。  

７時５１分  登戸駅～  ●パンティの前の部分

の上から手を入れら

れ、成城学園前に着く

直前まで、陰部を触ら

れた。  

 成城学園前駅  

ホーム  

  

７時５５分  成城学園前駅～  【第一行為】  

スカートの中に手を

入れられ、右の太もも

を、外側から内側に向

かってなで上げるよ

うな感じで触られた。 

【第二行為】  

パンティの右のわき

から、手の甲が被害者

の体に触る感じで手

を入れ、指で陰部を触

られた。  

【第三行為】  

その手を抜いて、今度

は、パンティの上の方

から手を入れ、陰部を

触られた。  

【第一、第二行為】  

左半身同士ではなく、

被害者の左肩が被告

人の体の中心にくっ

つくような形になっ

た。  

 

 

 

 

 

 

【第三行為】  

互いの左半身がくっ

つく状態になってい

た。  

８時  ３分  下北沢駅～    
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【表２－６】  防衛大教授痴漢冤罪事件  位置関係  

                              前側  

     は被害者のカバンを意味する。  

                                                             

後側  

 

【第一行為】【第二行為】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第三行為】  

 

 

 

 

 

 

 

 

被告人  

被害者  

３．女子高生  

２．男女不明  

３．女子高生  

４．スーツ姿の男性  

被告人  

被害者  ２．男女不明  

１．男女不明  

１．男女不明  

                 ドア側             進行方向→  

                  ドア側            進行方向→  

左  

左  

右  

左  

左  

右  

 

４．スーツ姿の男性  
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【表２－７】防衛大教授痴漢冤罪事件  争点表  

 第一審（有罪）  控訴審（有罪）  最高裁（無罪）  

【
争
点Ⅰ

】
被
害
者
供
述
の
信
用
性 

ⓐ  不 当 な 意 図 が 介 在

す る 事 情 が な い こ

と。  

ⓑ   被 害 者 が 被 告 人 を

犯 人 に 仕 立 て 上 げ

る理由がないこと。 

ⓒ   供 述 態 度 が 真 摯 で

あること。  

ⓓ   被 害 者 供 述 は 具 体

的・迫真的であり、

不自然・不合理では

ないこと、勘違い、

記 憶 の 混 乱 が な い

こと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

ⓓに対し、  

被 害 者 の 第 一 審 供 述 は

詳細かつ具体的であり、

疑 問 を 差 し 挟 む 余 地 が

ない。  

ⓐⓑⓒⓓに対し、  

「合理的疑いが残る」。  

 

（２）  判旨  

 ⅰ  第一審判決  

第一審判決は、【表２－７】ⓐⓑⓒⓓから被害者供述の信用性があるとして、

被告人を有罪と判断した。  

第一審判決は、ⓐ被害者は「被告人のネクタイを掴んで」「駅員に被告人から

痴漢をされた旨告げ、その措置を委ねた」ことから、「不当な意図が介在するこ

とをうかがわせる事情は全く見当たらない」のであり、被害者が「本件電車内

で痴漢行為に遭ったことに疑問の余地はない」こと。ⓑ被害者と被告人は「同

じ電車に乗り合わせただけの関係にすぎない」ことから、被害者が「被告人を

犯人に仕立て上げる理由がない」こと。ⓒ被害者は、「成城学園前駅以前の痴漢

も被告人と思うが、確認していないので断定できない」など、「分かる部分と分

からない部分を明確に区別して」供述しており、「供述態度は、 真し
マ マ

」と認め

られること。ⓓ被害者は「成城学園では、痴漢されているのを見るのがいやだ

ったので、犯人がだれか確認しなかったが、同駅を出て、再び同様の行為をさ

れたので、捕まえたり、警察に行って説明できるようにするため、しっかり見
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ておかなければならないと思い、その状況を確認した」と供述しており、「当時

の心情も交えた具体的、迫真的なもの」であり、「その内容自体に、不自然・不

合理な点はない」こと。  

このような第一審判決に対し、弁護人が、事実誤認を理由に控訴した。  

 ⅱ  控訴審判決  

   控訴審判決では、被害状況に関する被害者供述を明示したうえ、【表２－７】

ⓓ被害者の「第一審供述は詳細かつ具体的であり、疑問を差し挟む余地がない」。

そのうえで、控訴審判決も、第一審判決同様、被告人を有罪と判断した。  

このような控訴審判決に対し、弁護人が、憲法違反、判例違反を理由に上告

した。  

 ⅲ  最高裁判決  

   最高裁判決は、本件の特徴として、以下の点をあげ、本件における「被害者

の供述の信用性判断は特に慎重に行う必要がある」とする。本件被告人が「捜

査段階から一貫して犯行を否認」していること。「本件公訴事実を基礎づける証

拠としては、被害者の供述があるのみであって、物的証拠等の客観的証拠は存

しない」こと。被告人は「本件当時６０歳であったが、前科、前歴はなく、こ

の種の犯行を行うような性向をうかがわせる事情も記録上は見当たらない」こ

と。  

これらのことを考慮して、最高裁が第一審判決、控訴審判決を慎重に判断し

たところ、以下のことを理由として、「同駅（成城学園前駅を指す－筆者注）ま

でに被害者が受けたという痴漢被害」に関する被害者供述の信用性には「なお

疑いを入れる余地がある」。それゆえ、【表２－７】ⓐⓑⓒⓓに対し、「その後（成

城学園前駅を指す－筆者注）に被害者が受けたという公訴事実記載の痴漢被害」

に関する被害者供述の信用性についても「疑いの余地があることは否定し難い」。 

（１）  被害者が述べる痴漢被害は、相当に執ようかつ強度なものであるに

もかかわらず、被害者は、車内で積極的な回避行動を執っていない

こと。  

（２）  そのことと（中略）被害者のした被告人に対する積極的な糾弾行為
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とは必ずしもそぐわないように思われること。  

（３）  被害者が、成城学園前駅でいったん下車しながら、車両を替えるこ

となく、再び被告人のそばに乗車しているのは不自然であること。  

よって、最高裁は、被害者供述の信用性があるとした第一審判決、控訴審判

決は「是認することができない」。被告人が公訴事実記載の犯行を行ったと断定

することについて、「なお合理的な疑いが残る」。以上により、最高裁は、第一

審判決、控訴審判決の有罪を破棄し、無罪と判断した。  

（３）検討  

 ⅰ  第一審判決の特徴  

防衛大教授痴漢冤罪事件は、被害者供述が立証の中心となっている。供述証

拠は、知覚、記憶、表現、叙述という過程を経る証拠であり、その過程に誤り

が生じる危険性が高い 6 2 ことは、心理学等の実験 6 3 で指摘されているとおり

である 6 4 。それゆえ、供述証拠から事実を認定する際、細心の注意を払う必要

があることは、周知の事実といえる 6 5 。しかしながら、第１章で述べたとおり、

被害者供述に誤りが生じる危険があるとしても、事実認定は「経験則」によら

なければならない。よって、被害者供述から事実を認定する際用いられる「経

験則」が、我々の常識から成り立つかという視点抜きには検討できない 6 6 と

                                                   
6 2  Gary L.Wel ls  et  al . ,  “Eyewitness  Identi fication Procedures :  Recommendations  
for  Lineups and Photospreads,  ”22 Law &Hum. Behav.605(1988) .目撃者の記憶は

信頼性が低い。それにもかかわらず、陪審には目撃供述が説得的な証拠と認識され

ている。  
6 3  大森馨子、厳島行雄、五十嵐由夏、和氣洋美「痴漢遭遇時に臀部の触感覚のみに

事実認定を頼る危うさ－心理学的見地から見た『被害者』供述」季刊刑事弁護７６

号（２０１３年）７０頁～７６頁。  
6 4  See,Sturgeon v.  Quarterman,615 F.Supp.2d 546,  
572-573(S.D.Tex.2009) ;United States  v.  Smithers ,212 F.3d 306,311-312(6 th 
Cir.2000) .近時、目撃供述に誤り（記憶の誤り、識別の誤り）があるとする専門家

の証言は、尊重される傾向にある。  
6 5  一瀬敬一郎、黒沢香「法と心理学会第８回大会ワークショップ  痴漢裁判の中の

ことば－映画『それでもボクはやっていない』にみる法の視点と心理学の視点」法

と心理第８巻第１号（２００９年）１０９頁～１１０頁［浜田発言］では、「痴漢事

件の記録を読むと、まるで被害者が身体の位置から抜け出して『神の視点』に立っ

て被害の出来事を外側から実況中継しているかのように語っている供述に出会うこ

とがある」とする。  
6 6  El izabeth Hampson,  Sari  M. van Anders ,  and Lucy I .  Mullin ,  “A Female 
Advantage in  the Recognit ion of  Emotional  Facial  Expressions  :Test  of  an 
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いう実情がある。  

では、実際に、第一審判決に重大な「経験則」違反があるといえるか。【検討

２－１】の分析結果に基づくなら、ここでいう重大な「経験則」違反とは、【有

罪仮説】が「証拠上導けないこと」である。しかしながら、第一審判決全体を

検討しても、重大な「経験則」違反があるとは言いがたい。たとえば、【表２－

７】ⓑ「被告人と被害者は、当日、同じ電車に乗り合わせただけの関係にすぎ

ない」ことから、被害者は「被告人を痴漢に仕立て上げる必要はない」と判断

している。仮に、第一審判決が、被害者と被告人間で、過去に何かしらのトラ

ブルが存在したという証拠があるにもかかわらず、「被告人と被害者は、当日、

同じ電車に乗り合わせただけの関係にすぎない」ことから、被害者は「被告人

を犯人に仕立て上げる必要はない」と認定したとする。この場合、第一審判決

は、過去のトラブルに関する証拠を見逃しているという意味で、重大な「経験

則」違反があるといえる。しかしながら、被害者と被告人間に、そのようなト

ラブルに関する証拠はないのであるから、証拠から【有罪仮説】を導けないと

いった重大な「経験則」違反があるとは言いがたい。  

ただ、「論理則」違反が危惧される認定がある。たとえば、第一審の弁護人は、

【第一行為】について、「車両内は混んでいた」こと、「被害者は右肩にかばん

を提げていた」ことなどから、「スカートのすそから手が出ているのを見ること

は不可能である」とし、被害者供述の信用性には疑問があると反論している（【表

２－５】【表２－６】参照）。このような弁護人の反論に対し、第一審判決は、

写真撮影報告書添付写真、実況見分調書 6 7 を証拠として 6 8 、「被害者が手を見

                                                                                                                                                                           
Evolutionary Hypothesis ,”  27 Evolution&Hum.Behav(2006) .人物を識別する際、

女性であれば識別が不得意であるという事実はない。  
6 7  なお、後藤弘子「最高裁痴漢無罪判決－供述の信用性の判断基準をめぐって」法

学セミナー６５６号（２００９年）５８頁、宮地光子「二つの最高裁判例【１】強

制わいせつ無罪判決－最高裁平成２１年４月１４日決定
マ マ

」大阪弁護士会人権擁護委

員会性暴力被害検討プロジェクトチーム編『性暴力と刑事司法』（信山社、２０１４

年）４７頁、吉田容子「データからみる性暴力被害の実態－判決で描かれる性暴力

被害と実態との乖離」日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会編『性暴力被害

の実態と刑事裁判』（信山社、２０１５年）２４頁では、【判例４】防衛大教授痴漢

冤罪事件第一審判決は、実況見分調書などから、被害者供述について「客観的証拠」

に裏付けられた認定がなされていると評価している。しかしながら、実況見分調書
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ることは不能ではない」とし、「スカートから被告人の手が見えた」という被害

者供述に信用性があると判断している。しかしながら、写真撮影報告書添付写

真、実況見分調書は、被害者供述に基づき被害状況を再現した証拠にすぎない。

それゆえ、このような第一審の判断は、「被害者供述（写真撮影報告書添付写真、

実況見分調書）」は正しいから「被害者供述」は正しいといっているにすぎず、

同語反復として「論理則」違反の疑いがある。このような論理則違反の疑いの

ある認定は、証拠から【有罪仮説】を導けておらず、それゆえ、犯罪事実の認

定から排除されるべきものである。  

 ⅱ  控訴審判決の特徴  

   控訴審判決は、第一審判決同様、控訴審判決全体を検討したとしても、証拠

から【有罪仮説】を導けないといった重大な「経験則」違反があるとは言いが

たい。  

 ⅲ  最高裁判決の特徴  

 ア  第一審判決、控訴審判決の「経験則」違反を指摘していないこと  

最高裁判決は、【表２－７】ⓐⓑⓒⓓに対し、次のような指摘をしている。  

（１）  被害者が述べる痴漢被害は、相当に執ようかつ強度なものであるにも

かかわらず、被害者は、車内で積極的な回避行動を執っていないこと。 

（２）  そのことと（中略）被害者のした被告人に対する積極的な糾弾行為と

は必ずしもそぐわないように思われること。  

（３）  被害者が、成城学園前駅でいったん下車しながら、車両を替えること

なく、再び被告人のそばに乗車しているのは不自然であること。  

では、このような最高裁の指摘は、無罪破棄の場合とどのような違いがある

                                                                                                                                                                           
などは、いずれも被害者供述に基づき作成されたものである。それゆえ、論理則違

反の疑いがあることはもちろん、根本的には、供述証拠同様、その作成過程に誤り

が生じる危険がある。それゆえ、これらの証拠を「客観的証拠」として位置付ける

ことはできない。  
6 8  そのほか、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件第一審判決は、被害者の右側には

「ドアを向き、同人に背を向けて立っていた人（【表２－６】１．男女不明を指す－

筆者注）」がいたため、被害者と１．男女不明との間に「少し空間があった」という

被害者供述から、「スカートから被告人の手が見えた」という被害者供述に信用性が

あると判断している。  
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か。前述のとおり、第一審判決、控訴審判決には、重大な「経験則」違反があ

るとは言いがたい。そのため、最高裁としては、第一審判決、控訴審判決の「経

験則」違反を具体的に指摘することはできないはずである。この点について、

次のような説明が可能である。以下、那須裁判官補足意見を引用する。  

 （ 防 衛 大 教 授 痴 漢 冤 罪 事 件 最 高 裁 判 決 那 須 裁 判 官 補 足 意 見 ・ 抜 粋 ）  

下 線 は 筆 者 に よ る 。  

「 堀 籠 裁 判 官 及 び 田 原 裁 判 官 の 各 反 対 意 見 の 見 解 は 、そ の 理 由 と す る と こ ろ も 含

め て 傾 聴 に 値 す る も の で あ り 、 一 定 の 説 得 力 も も っ て い る と 考 え る 。 し か し な が

ら 、こ れ と は 逆 に 、多 数 意 見 が 本 判 決 理 由 中 で 指 摘 し 、当 補 足 意 見 で や や 詳 し く 記

し た 理 由 に よ り 、被 害 者 の 供 述 の 信 用 性 に は な お 疑 い を い れ る 余 地 が あ る と す る 見

方 も 成 り 立 ち 得 る の で あ っ て 、 こ ち ら も そ れ な り に 合 理 性 を も つ と 評 価 さ れ て よ

い と 信 じ る 」。  

那須裁判官補足意見は、被害者供述に関する堀籠裁判官反対意見、田原裁判

官反対意見について「一定の説得力を持っている」とする。堀籠裁判官反対意

見、田原裁判官反対意見とは、以下の控訴審判決に由来するものである。  

○  控訴審判決  

（１）（２）（３）は上記最高裁判決（１）（２）（３）に相当する。  

（１）電車内でわいせつな被害を受けた女性が、はずかしさや弱さから、な

かなかそれを回避する行動を取れないでいることは何ら不自然なこと

ではない。  

（２）しかも、本件では、結局女性は被告人をわいせつな行為をした犯人と

して警察に連れて行こうとしている。  

（３）込み合ったホームで人の波に流され、そのような事態に至ることはあ

り得ることであり、不合理とまではいえない。  

そうであるとすると、最高裁は、控訴審判決の「経験則」違反を具体的に指摘

することはせず、あくまで、控訴審判決の「経験則」に対し「一定の説得力を持

っている」としていることがうかがえる。すなわち、最高裁は、控訴審判決を「一

定の説得力を持っている」としてもなお、上記（１）（２）（３）を理由として、
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被害者供述が不自然であることをひっこめてはいない 6 9  7 0 のである。  

 イ  第一審判決、控訴審判決の「合理的疑い」を指摘していること  

では、最高裁の指摘は、第一審判決、控訴審判決の「何を」指摘しているの

だろうか。思うに、それは、第一審判決、控訴審判決の「合理的疑い」を指摘

しているものと考える。そのことを説明した記述として、同様に那須裁判官補

足意見を引用する 7 1 。  

（ 防 衛 大 教 授 痴 漢 冤 罪 事 件 最 高 裁 判 決 那 須 裁 判 官 補 足 意 見 ・ 抜 粋 ）  

下 線 は 筆 者 に よ る 。  

「 当 審 に お け る 事 実 誤 認 の 主 張 に 関 す る 審 査 に つ き 、当 審 が 法 律 審 で あ る こ と を

原 則 と し て い る こ と か ら『 原 判 決 の 認 定 が 論 理 則・経 験 則 等 に 照 ら し て 不 合 理 と い

え る か ど う か の 観 点 か ら 行 う べ き で あ る 』と す る 基 本 的 立 場 に 立 つ こ と は 、堀 籠 裁

判 官 指 摘 の と お り で あ る 。し か し 、少 な く と も 有 罪 判 決 を 破 棄 自 判 し て 無 罪 と す る

場 合 に つ い て は 、冤 罪 防 止 の 理 念 を 実 効 あ ら し め る と い う 観 点 か ら 、文 献 等 に 例 示

さ れ る 典 型 的 な 論 理 則 や 経 験 則 に 限 る こ と な く 、我 々 が 社 会 生 活 の 中 で 体 得 す る 広

い 意 味 で の 経 験 則 な い し 一 般 的 な も の の 見 方 も 『 論 理 則 ・ 経 験 則 等 』 に 含 ま れ る

と 解 す る の が 相 当 で あ る 」。  

 このように、那須裁判官補足意見によれば、有罪破棄の場合、「文献等に例示

される典型的な論理則や経験則」に限らず、「我々が社会生活の中で体得する広

い意味での経験則ないし一般的なものの見方」も「論理則・経験則等」に含ま

れるとする。すなわち 、無罪破棄の場合と異なり、有罪破棄の場合であれば、

「論理則・経験則」違反 7 2 以外の指摘も破棄事由として含まれるべきであり 7 3 、

                                                   
6 9  中川孝博「誤読される最高裁痴漢無罪判決」法学セミナー６５８号（２００９年）

４頁。  
7 0  中川孝博「最高裁第三小法廷の二つの判決を評価する」季刊刑事弁護５９号（２

００９年）１０３頁。  
7 1  なお、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決那須裁判官補足意見は無罪

を支持するものであり、同最高裁判決堀籠裁判官補足意見は、有罪を支持する反対

意見である。  
7 2  なお、前述のとおり、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件第一審判決には「論理

則」違反の疑いがある。しかしながら、同最高裁判決は、第一審判決の「論理則」

違反には何ら触れていない。  
7 3  木谷明『事実認定適正化  続・刑事裁判の心』（法律文化社、２００５年）６頁
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その意味で、論理則・経験則「等」という文言を意図的に用いるべきことが示

されているのである 7 4 。そして、この「等」が具体的に何を示すかであるが、

最高裁判決が（１）（２）（３）の指摘をしたあと、最終的に第一審判決、控訴

審判決の判断には「合理的疑いが残る」 7 5 としていることから、「等」＝「合

理的疑いを超える証明原則に照らして不合理」と捉えることが自然と思われる。 

以上のことをふまえると、【検討２－２】は、以下のように整理することがで

きる。すなわち、第一審判決に重大な「論理則・経験則」違反があるとはいえ

ず、それゆえ、第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘できない

場合であっても、上訴審は、第一審判決に「合理的疑い」があることを指摘で

きればよい。  

 ウ  「合理的疑い」を指摘することで、【無罪仮説】が許容される  

以上のように、最高裁が「合理的疑い」を指摘することによって、次の効果

が生じていることがわかる。すなわち、最高裁は、被害者供述の信用性がある

とした第一審判決、控訴審判決に「合理的疑い」があることを指摘することで、

本件の経験則には幅があることを明示する。そのうえで、【有罪仮説】である「被

告人が犯人であること」以外の事実が入り込む余地を認めている。つまり、第

一審判決、控訴審判決に「合理的疑い」があることの指摘が経験則を広げる突

                                                                                                                                                                           
では、「合理的疑い」の範囲をやや広めにとるべきとする。  
7 4  吉田・前掲注６７  ２６頁～２８頁では、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高

裁判決について、「我々が社会生活の中で体得する広い意味での経験則ないし一般的

なものの見方」は、「個人的経験から個人が帰納した知識」と置き換えられるとする。

そのうえで、「個人的経験から個人が帰納した知識」が「文献等に例示される典型的

な論理則や経験則」よりも優先される論拠はないと批判する。しかしながら、この

ような最高裁判決の説示は、第１章で述べたように、経験則は無限であることに起

因するものである。経験則が無限であることを考えるのであれば、「論理則・経験則

等」に、「文献等に例示される典型的な論理則や経験則」以外の要素である「個人的

経験から個人が帰納した知識」が含まれるのは当然である。よって、このような吉

田の指摘は「経験則」の意味を誤解しており、的を射るものではない。なお、この

ような吉田の指摘は、杉田聡『逃げられない性犯罪被害者－無謀な最高裁判決』（青

弓社、２０１３年）１２５頁～１３０頁に依拠するものである。  
7 5  高内寿夫「上告審における事実誤認の審査方法を示した上で、満員電車内におけ

る強制わいせつ事件について、被害者供述の信用性を全面的に肯定した第一審判決

および原審判決の認定を是認できないとした事例」速報判例解説（法学セミナー増

刊）６号１９３頁では、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決について、「『合

理的疑いを超えた証明』を必要とする点において、事実誤認の審査方法に対して新

たな見解を提示した」と理解している。  



- 52 - 

破口となり、第一審判決、控訴審判決が認定した以外の事実、すなわち、【無罪

仮説】「被告人が犯人であることに疑いがあること」を許容しているのである。 

 

２  【判例５】千葉強姦事件  

   【判例５】千葉強姦事件 7 6 は、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件同様、第

一審、控訴審で有罪であったものを、最高裁で無罪とした有罪破棄事案である。  

（１）  事実概要  

千葉強姦事件は、２００６年１２月２７日午後７時２５分ころ、千葉市内の

ビル（以下、「本件ビル」という）の階段踊り場でおきた強姦事件である。被告

人は、事件当時４８歳の会社員であり、被害者は事件当時１８歳の飲食店従業

員であった。被告人は、同日午後７時１０分ころ、千葉市内の路上（以下、「本

件路上」という）において、通行人である被害者に対し、「ついてこないと殺す

ぞ」などと脅迫し、同人のコートの袖をつかんでひっぱるなどの暴行を加え、

同人を本件ビルまで連行し、同所にて同人を壁に押しつけ、その反抗を困難に

し、無理矢理同人を姦淫したものである（時系列については【表２－８】参照）。  

本件の主要な争点は、【争点Ⅰ】被害者供述の信用性、【争点Ⅱ】被告人の信

用性である。第一審判決、控訴審判決では、【争点Ⅰ】について、被害者供述の

信用性があると判断された。後述するように、この被害者供述には、重大な「経

験則」違反があるとはいえず、それゆえ、上訴審で「経験則」違反を具体的に

指摘できない。しかし、最高裁判決は、【争点Ⅰ】被害者供述の信用性を肯定し

た第一審判決、控訴審判決には「合理的疑い」があることを指摘し、第一審判

決を破棄している。とりわけ、【表２－９】ⓒに対する指摘 7 7 が重要である。

なぜなら、最高裁は、ⓒについて、被告人が被害者に対し「暴行脅迫を用いて

いない」と判断しているからである。すなわち、このような最高裁の判断が正

                                                   
7 6  最判平成２３年７月２５日判時２１３２号１３４頁。  
7 7  【判例５】千葉強姦事件第一審判決、同控訴審判決は、被害者供述の信用性があ

る理由の一つとして、【表２－９】ⓒ「Ｃに被害を申告した経緯が自然かつ合理的な

ものであること」をあげている。それに対し、同最高裁判決では、被害者がＣに被

害申告した「経緯が自然かつ合理的」かについて問題としているのではなく、被害

申告した「内容自体」について問題としていることに注意する必要がある。  
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しいのであれば、被告人と被害者との間に「姦淫」もしくは「手淫」があろう

とも、その前提として、被告人が被害者に対し「暴行脅迫を用いていない 7 8 」

（すなわち、「同意」があった）ことになり、それゆえ、被告人には、強姦罪 7 9

も強制わいせつ罪も成立しないことになるからである。そこで以下、【争点Ⅰ】

Ⓒに焦点を絞って議論を進めることにする。  

第一審判決によれば、被告人が被害者を連行した状況に関する被害者供述は

次のとおりである。  

（ 被 害 者 供 述 概 要 ）  

      「 本 件 当 日 、被 害 者 が 駐 車 場 に 向 か っ て 歩 い て い た と き 、本 件 路 上 で 、被 告 人 か

ら 『 カ ラ オ ケ 店 は こ こ に し か な い の 』 な ど と 声 を か け ら れ た の で 、『 千 葉 で は こ こ

に し か な い で す 。』 な ど と 返 事 を し た 。 そ の 後 、 被 告 人 は 、 顔 色 を 変 え 、 に ら み つ

け る よ う な 表 情 を し つ つ 、 ド ス の 効 い た 声 で 『 つ い て こ な い と 殺 す ぞ 。』 と 言 い 、

被 害 者 の 服 の 袖 を つ か ん だ 。被 害 者 は 、恐 怖 で 頭 が 真 っ 白 に な り 、変 に 逃 げ ら れ た

ら 殺 さ れ る と 思 っ て 逃 げ る こ と が で き な い ま ま 、被 告 人 の 後 ろ を つ い て 歩 い て 本 件

ビ ル 北 側 外 階 段 入 口 付 近 ま で 移 動 し た 。そ の 間 、被 告 人 は 、何 度 か 後 ろ を 振 り 向 い

て 被 害 者 が つ い て き て い る か 確 認 し 、一 度 被 害 者 が 立 ち 止 っ た 際 に は 、再 び『 つ い

て こ い 。』 と 言 い 、 同 人 の 服 の 袖 を つ か ん だ 。 そ し て 被 告 人 は 、 本 件 ビ ル 北 側 外 階

段 付 近 ま で 移 動 す る と 、被 害 者 に 対 し 、怖 い 顔 で 階 段 を 上 が る よ う に 言 い 、被 害 者

の 背 中 を 押 し た 。被 害 者 は こ の と き に な っ て 初 め て 、も う 本 当 に 逃 げ ら け れ ば な ら

な い と 思 っ た が 、余 計 に 逃 げ ら れ る 状 況 で は な く な っ て し ま っ た の で 逃 げ る こ と が

で き ず 、 階 段 を 屋 上 踊 り 場 ま で 上 が っ た 」。  

なお、被害者は、本件犯行後、コンビニエンスストア（以下、「本件コンビニ

                                                   
7 8  被告人が「ついてこないと殺すぞ」といって被害者の腕をつかんで連行した行為

は、「暴行又は脅迫」の程度を満たしている。それゆえ、【判例５】千葉強姦事件第

一審判決、控訴審判決も「暴行又は脅迫」行為があった旨、認定している。このよ

うに、本件において争点となっているのは、被告人が「ついていこないと殺すぞ」

といった行為が「暴行又は脅迫」の程度を満たすかという議論ではなく、被告人が

「ついてこないと殺すぞ」といって被害者を連行した行為が存在したか否かである

ことに注意する必要がある。  
7 9  ２０１７年の刑法改正により、「強姦罪」は「強制性交等罪」に改正された。し

かしながら、本研究では、【判例５】千葉強姦事件最高裁判決の文言に従い、同最高

裁判決が確定した時点での名称である「強姦罪」を用いることにする。  
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エンスストア」という）にて、姦淫時に破れたストッキングを本件コンビニエ

ンスストアのごみ箱に捨て、新しいストッキングを購入している。その後、被

害者は同人が勤務している店に戻ったが、被害者の様子を心配した同店従業員

Ｅに事情を話したことから本件が発覚した。同日午後８時３０分ころ、被害者

が勤務している店の経営者Ｆ及び従業員Ｅは、被害者を伴い、本件ビル地下１

階の警備員室を訪れ、警備員らに被害者が強姦被害に遭った旨を訴えたが、警

備員らと口論になったことから、通報を受けた警察官が駆けつけた。その際、

被害者は、警察官に対し、強姦被害に遭ったこと、強姦された際に警備員Ｇが

通りかかっており、その警備員Ｇが警備員室のどの警備員であるかを申告して

いる。  

また、被告人は、２００８年６月東京都足立区にて、見知らぬ女性に手淫行

為を依頼したにもかかわらず、報酬を支払わずに逃走している。その際遺留さ

れた被告人の精液のＤＮＡ型が、本件被害者のコート袖口に付着した精液のＤ

ＮＡ型と一致したことから、検挙されるに至ったものである。  

 

【表２－８】千葉強姦事件  時系列  

時刻  場所  出来事  

午後  

７時１０分頃  

本件路上  被告人が被害者に対し、「ついてこないと

殺すぞ」といって、被害者の手首をつか

み、犯行現場まで連行。  

７時２５分頃  本件ビル階段踊り場  【本件被害】  

被告人が被害者を強姦。  

８時０８分  本 件 コ ン ビ ニ エ ン ス

ストア  

被害者が、パンティストッキングを購入。 

詳 細 な 時 刻 は

不明  

被害者勤務先  被害者が、従業員Ｅに対し、本件被害を

申告。  

８時３０分頃  本件ビル警備員室  従業員Ｅ、経営者Ｆが、被害者とともに、

本件ビル警備員室を訪れ、本件被害を申

告。  

被害者は、駆け付けた警察官に対し、本

件犯行時被害者の近くを通りかかった警

備員が、警備員Ｇであることを申告。  
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【表２－９】千葉強姦事件  争点表  

 第一審（有罪）  控訴審（有罪）  最高裁（無罪）  

【
争
点Ⅰ

】
被
害
者
供
述
の
信
用
性 

ⓐ   被 害 に あ っ た 際 の

状況が、コート右袖

の 精 液 の 付 着 状 況

と整合すること。  

ⓑ  被害後に、パンティ

ス ト ッ キ ン グ を 購

入 し た 点 が 客 観 的

な証拠（販売記録）

に よ り 一 応 裏 付 け

られていること。  

ⓒ  Ｅ に 被 害 を 申 告 し

た 経 緯 が 自 然 か つ

合 理 的 な も の で あ

ること。  

ⓓ  Ｇ に 被 害 を 申 告 し

た 経 緯 が 自 然 か つ

真 摯 な も の で あ る

こと。  

ⓔ  虚 偽 の 供 述 を す る

動 機 が 見 あ た ら な

いこと。  

同左。  ⓐⓑⓒなどに対し、  

「合理的疑いが残る」。  

 

（２）  判旨  

 ⅰ  第一審判決  

 第一審判決は、【表２－９】ⓐⓑⓒⓓⓔから被害者供述の信用性があるとして、

被告人を有罪と判断した。  

第一審判決は、ⓒ勤務店のミーティング後、同店で出す飲料水を買いに出た

被害者が、飲料水を「買うことなく同店に泣き顔で戻り」、「心配して理由を尋

ねられたＥらに対し」、「本件の事実を申告した」という経緯は、「被害にあった

女性の行動として自然かつ合理的」といえる。  

このような第一審判決に対し、弁護人が、事実誤認を理由に控訴した。  

 ⅱ  控訴審判決  

   控訴審判決では、被害者供述の内容について、第一審の認定にそって判断を

している。  

   控訴審判決は、ⓒ被害者が、本件被害後、「買い出しの用務を果たさないまま、

泣きながら」勤務先に戻り、従業員Ｅに「強姦に遭った事実を告白」している。
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それゆえ、被害者が供述する「被害が実在したことを強くうかがわせる事情と

評価することができる」。  

このような控訴審判決に対し、弁護人が、憲法違反、判例違反を理由に上告

した。  

 ⅲ  最高裁判決  

最高裁判決は、【表２－９】ⓐⓑⓒ 8 0 など 8 1 を理由として、「論理則・経験

則に照らして不合理」とし、被告人を無罪と判断している。前述の理由により、

とりわけⓒを引用する。  

最高裁は、被害者が被告人から「ついてこないと殺すぞ」と言われ、服の袖

をつかまれ連行されたことについて、以下のことを理由として、被害者供述は

「不自然であって容易には信じ難い」とする。そのうえで、被害者が「被告人

に対して抵抗することが著しく困難な状況に陥っていたといえるかは疑問」で

あり、被害者が供述するような「脅迫等があったとすることには疑義がある」。 

（１）その時間帯（２００６年１２月２７日午後７時１０分ころ－筆者注）   

は人通りもあり、そこから近くに交番もあり、駐車場の係員もいて、

逃げたり助けを求めることが容易にできる状況であり、そのことは被

害者も分かっていたと認められるにもかかわらず、叫んだり、助けを

呼んでいないこと。  

                                                   
8 0  【判例５】千葉強姦事件最高裁判決は、【表２－９】ⓐⓑに対し、以下のことを

指摘することで、被告人と被害者との間に姦淫行為があったとはいえないとする。

ⓐに対しては、強姦時の体勢が不安定であること。ⓑに対しては、コンビニエンス

ストアからパンティストッキングが発見されていないこと。被害者は、コンビニエ

ンスストアのレジの記録に沿うように供述を変遷させていること。また、最高裁判

決は、前述したこと以外にも、第一審判決ⓒに対し、以下のことを指摘することで、

被告人が被害者に対し暴行脅迫をしたとはいえないとする。本件現場で警備員Ｇが

通りかかった際、被害者は積極的に助けを求めていないこと。  
8 1  さらに【判例５】千葉強姦事件最高裁判決は、以下のことを指摘することで、被

告人と被害者との間に姦淫行為があったとはいえないとする。本件当日深夜に採取

された被害者の膣液からは、姦淫の客観的証拠になり得る人精液の混在は認められ

なかったこと。被害者の膣等に傷ができていなかったこと。なお、最高裁判決の同

指摘は、第一審の弁護人によってもなされている。しかしながら、同第一審判決は、

「姦淫されれば必ず膣に傷が生じるものではない」、「被告人は膣外で射精している

のであるから、被害者の膣液から精液が検出されなかったとしても、それが必ずし

も被害者が姦淫されていないことを裏付ける証拠であるとはいえない」と判断して

いる。  
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（２）本件現場に至るまで物理的に拘束されていたわけでもないのに、逃げ

出したりもしていないこと。  

   よって、最高裁は、被害者供述の信用性があるとした第一審判決及び原判決

の判断は、「経験則に照らして不合理」であり、是認することができない。した

がって、被告人が本件公訴事実記載の犯行を行ったと断定するについては、「合

理的な疑いが残る」。以上により、最高裁は、第一審判決、控訴審判決の有罪を

破棄し、無罪と判断した。  

（３）検討  

ⅰ  第一審判決の特徴  

千葉強姦事件は、【判例４】防衛大教授痴漢事件同様、被害者供述が立証の中

心となっている。防衛大教授痴漢冤罪事件で述べたとおり、被害者供述に誤り

が生じる危険があるとしても、事実認定は「経験則」によらなければならない

のが刑事訴訟法の前提である。よって、被害者供述から事実を認定する際用い

られる「経験則」が、我々の常識から成り立つかという視点抜きには検討でき

ないという実情がある。  

では、実際に、第一審判決に重大な「経験則」違反があるといえるか。【検討

２－１】の分析結果に基づくなら、ここでいう重大な「経験則」違反とは、【有

罪仮説】が「証拠上導けないこと」である。しかしながら、第一審判決全体を

検討しても、証拠から【有罪仮説】を導けないといった重大な「経験則」違反

があるとは言いがたい 8 2 。  

 ⅱ  控訴審判決の特徴  

                                                   
8 2  被害者供述の信用性については、【表２－９】ⓐⓑⓒⓓⓔまで、大きく分けて５

つの争点がある。被害者供述が立証の中心になっているとはいえ、【判例５】千葉強

姦事件では、【判例４】防衛大教授痴漢事件とは異なり、被害者供述を裏付ける証拠

がいくつか存在するという特徴がある。このような被害者供述を裏付ける証拠があ

るのは、ⓐⓑである。とりわけ、被害者の本件被害状況に関する供述であるⓐにお

いて、被害者供述を裏付ける証拠があるのは重要である。具体的には、以下のとお

りである。すなわち、「（被害者が―筆者注）着用していたコートの右袖にも精液が

付着していた」という被害者供述が「被害者のコート右袖の外側袖口部分に被告人

の精液が付着していた」という事実と整合している。このような被害者供述を裏付

ける証拠があることからも、証拠から【有罪仮説】を導けないといった重大な「経

験則」違反があるとは言いがたい。  
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   控訴審においても、【表２－９】ⓐⓑⓒⓓⓔについて、第一審判決を是認する

ものであり、第一審判決同様、控訴審判決には、証拠から【有罪仮説】を導け

ないといった重大な「経験則」違反があるとは言いがたい。  

 ⅲ  最高裁判決の特徴  

 ア  第一審判決、控訴審判決の「経験則」違反を具体的に指摘していないこと  

最高裁判決は、【表２－９】ⓒ被害者供述に対し、次のような指摘をしている。  

（１）その時間帯（２００６年１２月２７日午後７時１０分ころ－筆者注）

は人通りもあり、そこから近くに交番もあり、駐車場の係員もいて、

逃げたり助けを求めることが容易にできる状況であり、そのことは被

害者も分かっていたと認められるにもかかわらず、叫んだり、助けを

呼んでいないこと。  

（２）本件ビルに至るまで物理的に拘束されていたわけでもないのに、逃げ  

出したりもしていないこと。  

   前述のとおり、第一審判決、控訴審判決には、重大な「経験則」違反がある

とは言いがたい。そのため、最高裁としては、第一審判決、控訴審判決の「経

験則」違反を具体的に指摘することはできないはずである。この点について、

次のような説明が可能である。以下の須藤裁判官補足意見を引用する。  

（ 千 葉 強 姦 事 件 最 高 裁 判 決 須 藤 裁 判 官 補 足 意 見 ・ 抜 粋 ） 下 線 は 筆 者 に よ る 。  

「 一 般 的 に は 、 古 田 裁 判 官 が 反 対 意 見 で 指 摘 す る と お り 、 通 行 人 が い る 路 上 で

あ っ て も 粗 暴 な 威 圧 的 言 動 で 女 性 が 恐 怖 を 感 じ て パ ニ ッ ク に 陥 り 、後 日 に 振 り 返 っ

て み れ ば 何 と も 不 可 解 な ほ ど の 無 抵 抗 状 態 に な っ て 、犯 人 の 意 の ま ま に な る こ と が

実 態 と し て あ る と こ ろ で あ る が 、（ 中 略 ）被 害 者 の 上 記 証 言 の 信 用 性 に は 疑 問 を 抱

か ざ る を 得 な い 」。  

須藤裁判官補足意見は、被害者供述に関する古田裁判官反対意見について、

「一般的には」「実態としてある」とする。古田裁判官反対意見とは、以下の第

一審判決、控訴審判決に由来するものである。  

○  第一審判決   

（１）（２）は上記最高裁判決（１）（２）に相当する。  
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（１）  被害者は、見ず知らずの被告人ににらまれ、ドスの効いた声で、上記

のような文言（「ついてこないと殺すぞ」－筆者注）により脅迫された

際の心理状態について、「ものすごく怖かったので、頭が真っ白になっ

てしまって。」と供述しており、同人が女性で事件当時１８歳であった

ことを考えれば、これを不自然な心理状態ということはでいない。  

（２）  そして、そのような心理状態を前提とすれば、「変に逃げられたら殺

される。」などと思ってとりあえず言うとおりについて行き、途中で立

ち止まったが、さらに脅されてついて行き、階段を上るように言われ

たときに初めて本当に逃げられないと思ったが、そのときには逃げら

れるような状況になかったと思ってしまったという被害者の供述も、

極めて不自然で理解できないとまではいえない。  

○  控訴審判決   

（２）は上記最高裁判決（２）に相当する。  

（２）  本件被害者の証言は、当時１８歳という同女の年齢や社会経験の不

十分さに加え、本件路上から移動を始めた時点では、性的被害を受け

ることになるとは直ちに予期できる状況にはなかったと考えられるこ

とや、本件ビルの外階段入口に着いた時点では、その場に救助を求め

ることができる第三者がいなかったと想定されることを考慮すれば、

それなりに理解可能なものというべきであり、前示のような当審証言

における真摯かつ誠実な証言態度や明確な供述内容に照らしてみても、

この点を不自然とすることはできない。  

そうであるとすると、須藤裁判官補足意見は、第一審判決、控訴審判決の「経

験則」違反を指摘することはせず、あくまで、第一審判決、控訴審判決の「経験

則」に対し、「一般的には」「実態としてある」としていることがうかがえる。す

なわち、須藤裁判官補足意見は、第一審判決、控訴審判決を「一般的には」「実

態としてある」としてもなお、上記（１）（２）を理由として、被害者供述が不

自然であることをひっこめてはいないのである。  

 イ  第一審判決、控訴審判決の「合理的疑い」を指摘していること  
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では、最高裁の指摘は、第一審判決、控訴審判決の「何を」指摘しているの

だろうか。この点については、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件同様、第一審

判決、控訴審判決の「合理的疑い」を指摘しているものと考える。そのことを

説明した記述として、以下の千葉裁判官補足意見を参照する必要がある。  

 （ 千 葉 強 姦 事 件 最 高 裁 判 決 千 葉 裁 判 官 補 足 意 見 ） 下 線 は 筆 者 に よ る 。  

「 い う ま で も な く 、 刑 事 裁 判 の 使 命 は 、 ま ず 、 証 拠 の 証 明 力 等 を 的 確 に 評 価 し 、

こ れ に 基 づ き 適 正 な 事 実 認 定 を 行 う こ と で あ り 、 証 拠 等 を 評 価 し た 結 果 、 犯 罪 事 実

を 認 定 す る の に 不 十 分 な 場 合 に は 当 然 に 無 罪 の 判 決 を す べ き で あ る 。 そ の 意 味 で 、

裁 判 官 は 、 訴 追 者 側 の 提 出 し た 証 拠 が 有 罪 認 定 に 十 分 な も の か 否 か と い っ た 観 点 か

ら 、 公 正 か つ 冷 静 に 証 拠 の 吟 味 を す べ き で あ っ て 、 社 会 的 、 一 般 的 な 経 験 則 や 論 理

則 を 用 い る 範 囲 を 超 え て 、 自 己 の 独 自 の 知 見 を 働 か せ て 、 不 十 分 、 不 完 全 な 証 拠 を

無 理 に 分 析 し 、 つ な ぎ 合 わ せ 、 推 理 や 憶 測 を 駆 使 し て そ の 不 足 分 を 補 い 、 不 合 理 な

部 分 を 繕 う な ど し て 証 明 力 を 自 ら が 補 完 し て 、 犯 罪 の 成 立 を 肯 定 す る 方 向 で 犯 罪 事

実 の 認 定 を 行 う べ き も の で な い こ と は 当 然 で あ る 。こ の 点 は 、異 論 の な い と こ ろ で

あ ろ う が 、 我 々 と し て 、 常 に 自 戒 す る 必 要 が あ る と こ ろ で あ ろ う 」。  

「 被 害 者 の 供 述 に は 不 自 然 な 点 が あ る こ と は 原 審 も 認 め て い る と こ ろ で あ る が 、

上 記 の 検 討 に よ っ て 、 そ の 信 用 性 は 大 き く 揺 ら い で お り 、 上 記 の よ う な 諸 事 情 が あ

る に も か か わ ら ず 、 こ れ に つ い て 十 分 に 考 察 す る こ と な く 、 証 言 内 容 が 一 貫 し て い

る 等 の 理 由 で そ の 信 用 性 を 肯 定 し 、 決 め 手 と な る 証 拠 も 提 出 さ れ て い な い の に 、 被

告 人 の 弁 解 を 排 斥 し て 強 姦 の 犯 罪 事 実 を 認 定 す る こ と は 、 『 合 理 的 な 疑 い を 超 え た

証 明 』 の 点 か ら 大 い に 問 題 が あ る と い わ な け れ ば な ら な い 」。  

   このように、千葉裁判官補足意見によれば、「社会的、一般的な経験則や論理

則を用いる範囲を超えて」「犯罪の成立を肯定する方向で犯罪事実の認定を行う

べきものでない」としながらも、最終的には、第一審判決、控訴審判決に対し

「『合理的な疑い を超 えた証明』の点から大いに問題があるといわざるをえな

い」としていることに注目する必要がある。つまり、有罪と認定する際、経験

則以外の要素を持ち込むことを批判しているにもかかわらず、最高裁が有罪破

棄をする際には、第一審判決、控訴審判決の経験則違反以外の要素をもって、
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第一審判決、控訴審判決を破棄することを許容しているのである。そして、最

高裁判決法廷意見では、防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決那須裁判官補足意

見とは異なり、「等」を用いず 8 3 、第一審判決、控訴審判決は「経験則に照ら

して不合理」と指摘しているものの、その直後に「合理的な疑いが残る」と明

示している。それゆえ、最高裁判決法廷意見においても、第一審判決、控訴審

判決には「合理的な疑いが残る」ことを指摘し、無罪と判断していることがわ

かる。  

 ウ  「合理的疑い」を指摘することで、【無罪仮説】が許容される  

以上のように、最高裁が「合理的疑い」を指摘することによって、次の効果

が生じていることがわかる。すなわち、最高裁は、被害者供述の信用性がある

とした第一審判決、控訴審判決に「合理的疑い」があることを指摘することで、

本件の経験則には幅があることを明示する。そのうえで、【有罪仮説】である「被

告人が暴行脅迫を用いたこと」以外の事実が入り込む余地を認めている。つま

り、第一審判決、控訴審判決に「合理的疑い」があることの指摘が経験則を広

げる突破口となり、第一審判決、控訴審判決が認定した以外の事実、すなわち、

【無罪仮説】「被告人が暴行脅迫を用いていないこと」を許容しているのである。 

   以上のこと から、 千葉強姦事件においても、防衛大教授痴漢冤罪事件同様、

【検討２－２】の特徴を有すると捉えることができる。  

 

３  【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件  

  以上のように、有罪破棄事案である【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件、【判

例５】千葉強姦事件を分析した。確かに、これらの最高裁判決では、有罪破棄

の場合、「合理的疑い」を指摘することで、第一審判決を破棄していることがう

かがえる。しかしながら、「論理則・経験則」違反を指摘していないこと、つま

                                                   
8 3  【判例５】千葉強姦事件最高裁判決須藤裁判官補足意見、同最高裁判決千葉裁判

官補足意見では、第一審判決、控訴審判決が、被害者供述の信用性ありとしたこと

について、以下のように述べている。須藤裁判官補足意見は「論理則・経験則等に

照らして判断することは当然容認される」、千葉裁判官補足意見は「経験則等にそぐ

わない不合理な点がないかどうかを改めて吟味する必要がある」。  
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り、第一審判決、控訴審の「論理則・経験則」を是認するメルクマールが分か

りにくい印象をうける。そこで、以下、【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件 8 4

においては、その点をどのように克服したかに着目しながら分析を進める。舞

鶴女子高校生殺害事件は、第一審で有罪であったものを、控訴審で無罪とし、

最高裁においても控訴審の無罪を是認した有罪破棄事案である。  

（１）  事実概要  

舞鶴女子高校生殺害事件は、２００８年５月７日未明、京都府舞鶴市朝来川

岸付近で起きた強制わいせつ致死、および、殺人事件である。公訴事実によれ

ば、被害者は事件当時１５歳の女子高校生であり、同日午前１時２０分ころ、

被告人と出会った。その後、被害者は、朝来川岸付近で被告人から着衣を剥ぎ

取られ、その頭部、顔面等を鈍器で多数回殴打され、強いてわいせつ行為を受

けるとともに、顔面殴打による多数の挫裂創、顔面骨骨折等の傷害を負った。

そして、同傷害に起因する出血により死亡した。なお、被告人は、本件とは別

件の窃盗事件で未決勾留中、捜査機関宛に「顔見知りのＨが、２００８年５月

７日午前９時ごろ、赤色バッグとジーパンを朝来川に捨てるのを見た 8 5 」旨記

載した手紙を送付した。このことがきっかけとなり、被告人は２００９年４月

７日、殺人等の容疑で逮捕されたものである。  

本件は、犯行時の目撃証言がなく、また、遺留品から犯人のＤＮＡ型が採取

不能であったことから、犯人を特定する証拠に欠ける事案であった。それゆえ、

裁判の主要な争点は、被告人の犯人性にあるといえる。具体的には、【争点Ⅰ】

２００８年５月７日午前３時１５分、大波上集会所前交差点で被告人と被害者

を目撃したとするＫ供述が信用できるか、【争点Ⅱ】遺留品に関する被告人の供

述が、被害者の遺留品の客観的特徴と合致しているかが争われた。後述するよ

うに、このＫ供述には、重大な「経験則」違反があるとはいえず、それゆえ、

                                                   
8 4  最決平成２６年７月８日判例タイムズ１４０７号７５頁、大阪高判平成２４年１

２月１２日ＬＥＩ／ＤＢ２５４８３５６１、京都地判平成２３年５月１８日判例タ

イムズ１４００号３５６頁。  
8 5  この手紙は、被告人が捜査攪乱を目的として送付したものである。そのため、手

紙の内容は虚偽である。  



- 63 - 

上訴審で「経験則」違反を具体的に指摘できない。しかし、控訴審判決は、【争

点Ⅰ】Ｉ供述の信用性を肯定した第一審判決には「合理的疑い」があることを

指摘し、第一審判決を破棄している。とりわけ、【表２－１１】ⓒに対する指摘

が重要である。なぜなら、控訴審判決は、ⓒについて、Ｋ供述の信用性には疑

いがあり、「被告人が別の人物と替わった可能性」があると判断しているからで

ある。すなわち、このような控訴審の判断が正しいのであれば、被告人以外の

者が犯人である可能性があることになるからである。そこで以下、【争点Ⅰ】ⓒ

に焦点を絞って議論を進めることにする。  

   被告人は、２００８年５月７日午前１時ころα店を出て、自転車を押しなが

ら被害者と共に大波街道を北上し、同日午前２時３分、β社前を通過して浜田

八田線を東進したことが明らかになっている。これは、Ｉ供述（同日午前１時

２０分ころ被告人と被害者を目撃した）、防犯ビデオ画像（同日午前１時３２分、

同日午前１時３６分、同日午前２時３分それぞれに被害者と被告人と思われる

人物が映っている）、Ｊ供述（同日午前２時３０分ころ被告人と被害者を目撃し

た）を根拠とするものである（時系列については【表２－１０】参照）。しかし、

同日午前３時１５分、被害者と被告人を目撃したとするＫ供述については、信

用性に争いがある。第一審判決によれば、Ｋ供述の概要は、以下のとおりであ

る。  

（ Ｋ 供 述 概 要 ）  

   「 同 日（ ２ ０ ０ ８ 年 ５ 月 ７ 日 ― 筆 者 注 ）午 前 ３ 時 １ ５ 分 こ ろ 、自 動 車 を 運 転 し て 浜

田 八 田 線 を 東 進 し 、大 波 上 集 会 所 前 交 差 点 を 徐 行 し て 通 過 す る 際 、そ の 北 側 歩 道 上 に 、

１ ０ 歳 代 に 見 え る 小 柄 な 若 い 女 性 と 自 転 車 を 押 す 男 性 が 南 向 き に 立 っ て い る の を 見

た 」。  

「 そ の 女 性 は パ ー マ で な い 黒 髪 で ズ ボ ン を は き 、 身 長 が １ ５ ０ セ ン チ メ ー ト ル 程

度 で あ り 、 男 性 は や や 面 長 の 細 い 輪 郭 の ヤ ギ の よ う な 顔 立 ち で 、 細 く て 幅 の 広 い 気

色 悪 い よ う な 感 じ の 目 を し て 、 黒 っ ぽ い 服 で 黒 っ ぽ い 野 球 帽 を か ぶ っ て い た 」。  
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【表２－１０】舞鶴女子高校生殺害事件  時系列  

 ※  大波街道～浜田八田線へと続く一本道である。  

 

【表２－１１】舞鶴女子高校生殺害事件  争点表  

 第一審  控訴審  最高裁  

【
争
点Ⅰ

】
Ｋ
供
述
の
信
用
性 

ⓐ  Ｋの観察状況に 問題

なし。  

ⓑ  Ｋ記憶は、他の 影響

により 変容し た懸 念

はない。  

ⓒ  Ｋ供述は、「Ｉ、Ｊ目

撃供述 」や「 防犯 ビ

デ オ 画 像 の 精 査 結

果」か ら認め られ る

男女の 移動経 路、 特

徴と矛盾なし。  

二人連 れの歩 行者 は

他にいない。  

ⓐⓑⓒに対し、  

「論理則・経験則等に照

らして不合理」。  

「合理的な疑いを差し挟

む余地がある」。  

 

控訴審判決を是認。  

 

（２）  判旨  

ⅰ  第一審判決  

 第一審判決は、【表２－１１】ⓐⓑⓒからＫ供述の信用性があるとして、被告

人を有罪 8 6  8 7 と判断した。  

                                                   
8 6  See,Bruce W.Behrman and Sherrie  L.Davey,  “Eyewitness  Identi f ication in  
Actual  Criminal  Cases :  An Archival  Analysis ,”25 Law & Hum.Behav.475(2001) ; 
Conzalez  e t  a l . ,  “Response Biases  in  Lineups and Showups,”64 American 
Psychological  Association.535-536(1993).  【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件で

は、Ｋに対し、捜査機関によるいわゆる「単独面通し」が行われている。しかしな

がら、単独面通しは、目撃者に偏見を与えることになる。  

時刻  場所※  証拠  移動距離・移動時間  

午前  

１時２０分  

海上自衛隊  

舞鶴教育隊南門  
Ｉ目撃供述  

２４７０ｍ・  

４３分  
 

２時０３分  β社前  防犯ビデオ画像   

１３００ｍ・  

７２分  

２時３０分  

β社前から  

東方８００ｍ地

点  

Ｊ目撃供述  
５００ｍ・  

４５分  

３時１５分  
大波上集会所前  

交差点  
Ｋ目撃供述    



- 65 - 

ⓒ第一審判決は、Ｋが供述する男女の特徴、目撃した時刻、場所が「Ｉ及び

Ｊの各供述並びに防犯ビデオ画像の精査結果から認められる男女の移動経路及

び特徴」と矛盾しないこと、また、「その場所付近に同様の二人連れの歩行者は

他にいなかった」とする（【表２－１０】参照）。  

このような第一審判決に対し、検察官は量刑不当を理由に控訴し、被告人、

弁護人も、法令違反、事実誤認を理由に控訴した。  

ⅱ  控訴審判決  

控訴審判決は、【表２－１１】ⓐⓑⓒを集約する形で、「論理則・経験則に照

らして不合理」とし、被告人を無罪と判断している。前述の理由により、とり

わけⓒを引用する。  

控訴審は、Ｉ及びＪの各供述並びに防犯ビデオ画像の精査結果から認められ

る「被告人と被害者の移動経路」は、「Ｋが目撃した時間・場所と矛盾するもの

ではない」こと、「同所付近の夜間の通行量は極めて少ない」ことから、「被告

人が別の人物と替わる可能性が高いとはいえない」。それゆえ、「男女の移動経

路と矛盾しないことがＫの一審証言を補強する方向で働く一つの事情であるこ

とは疑う余地はない」。  

しかしながら、控訴審は、以下のことを理由として、Ｋ供述には「不可解な

点が残る」とする。そのうえで、控訴審は「７０分ほどの間に、被害者がβ社

前を通過した後に何らかの事情で被告人と別れ」、「集会所前交差点までの間に

出会った別の男性と同行する可能性も全くないとはいえない」とする。  

（１）  被告人と被害者は、β社前～大波上集会所前交差点間１３００メート

ルを７２分かけて移動していること。  

（２）  β社前～大波上集会所前交差点間には工場などがあるが、男女が立ち

寄って時間をつぶすには適さないこと。立ち止まって話し込んだ可能

                                                                                                                                                                           
8 7  See,e .g . ,Nancy M.Steblay et  al . ,  “The Effects  of  Pre-tr ial  Publ ic i ty  on Juror  
Verdicts :  A Meta Analytic  Review,”23 Law & Hum. Behav.219(1999) .  【判例６】

舞鶴女子高校生殺害事件は、公判前に、新聞やテレビ等で、大々的に報道された。

このように公判前に報道が過熱した事件は、有罪が言い渡される可能性が高まると

される。  
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性もあるが、不自然の感が否めないこと。  

よって、Ｋ供述の信用性があるとした第一審判決は「論理則・経験則等に照

らして不合理」であり、「合理的な疑いを差し挟む余地がある」。  

このような控訴審判決に対し、検察官が、判例違反、事実誤認を理由に上告

した。  

ⅲ  最高裁決定  

最高裁決定は、控訴審判決について、「第一審判決の事実認定が、論理則・経

験則等に照らして不合理であることを具体的に示しており、原判断に事実誤認

があるとも認められない」とし、上告を棄却する。なお、最高裁決定について

は、第４章で詳細に分析する。  

（３）  検討  

ⅰ  第一審判決の特徴  

舞鶴女子高校生殺害事件は、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件、【判例５】

千葉強姦事件同様、目撃者であるＫの供述が立証の中心となっている 8 8 。では、

実際に、第一審判決に重大な「経験則」違反があるといえるか。【検討２－１】

の分析結果に基づくなら、ここでいう重大な「経験則」違反とは、【有罪仮説】

が「証拠上導けないこと」である。しかしながら、第一審判決を検討しても、

重大な「経験則」違反があるとは言いがたい。具体的には、以下のとおりであ

る。  

第一審判決は、【表２－１１】Ⓒについて、Ｋ供述は、「Ｉ、Ｊ目撃供述」や

「防犯ビデオ画像の精査結果」から認められる男女の移動経路、特徴と矛盾が

ないこと、「二人連れの歩行者は他にいない」ことから、Ｋ供述の信用性を肯定

する。このような第一審判決の前提には、次の事実があると思われる。それは、

被告人と被害者が、β社前～大波集会所前交差点間１３００メートルを７２分

                                                   
8 8  See,Watkins  v.Sowders ,449U.S.341,352(1981)(Brennan,J. ,d issenting) .【判例

６】舞鶴女子高校生殺害事件では、第一審法廷におけるＫの証人尋問の際、Ｋが被

告人を指さし、自分が目撃したのは被告人に間違いない旨、供述している。しかし

ながら、Ｋと同じようなの言動をなした目撃者の供述が説得力を増すことはない。  
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かけて移動したという事実 8 9 である（【表２－１０】参照）。つまり、午前２

時３分、β社前の防犯ビデオ画像に映っていた被告人と被害者が、１３００メ

ートルを７２分かけて移動した結果、午前３時１５分に大波上集会所前交差点

に到着し、それをＫが目撃したということである。  

では、この１３００メートルを７２分かけて移動した事実を、どのように解

すべきか。思うに、このような事実は、重大な「経験則」違反とはいえず、そ

れゆえ、控訴審で第一審判決の「経験則」違反を具体的に指摘できない。極端

な例になるが、次の例を念頭に置くとわかりやすい。例えば、午前３時１４分、

β社前の防犯カメラ画像に被告人と被害者が映っており、その後、午前３時１

５分、大波上集会所前交差点で、被告人と被害者とを目撃したというＫ供述が

あるとする。そして、防犯カメラ画像とＫ供述が矛盾しないことから、第一審

がＫ供述には信用性があると判断したとする。この場合、第一審判決の前提に

は、１３００メートルを１分で移動した事実があるといえる。午前３時１４分、

β社前の防犯ビデオ画像に映っていた被告人と被害者が、１３００メートルを

１分で移動した結果、午前３時１５分に大波上集会所前交差点に到着し、それ

をＫが目撃したことになるからである。しかし、このような事実には、重大な

「経験則」違反があるといえる。なぜなら、通常の人間の速度で、１３００メ

ートルを１分で移動することは、経験則上不可能 9 0 といえるからである。そ

うであるとすると、本件のような１３００メートルを７２分かけて移動した事

実は、経験則上可能であり、証拠から【有罪仮説】を導けないといった重大な

                                                   
8 9  ①β社前～大波上集会所前交差点間の距離は１３００メートル、②午前２時３分、

β社前の防犯ビデオ画像に被告人と被害者が映っていたこと、また、午前３時１５

分、大波上集会所前交差点で被告人と被害者を目撃したというＫ供述。①②より、

被告人と被害者は、β社前～大波上集会所前交差点間１３００メートルを７２分か

けて移動した事実が導かれる（【表２－１０】参照）。  
9 0  国際陸上競技連盟ホームページによれば、２０１７年１０月現在、１０００メー

トル競走の世界記録は２分１１秒９６

（ http://www.iaaf.org/records/toplists/middlelong/1000-metres/outdoor/men/

senior、２０１７年１０月３０日最終閲覧）１５００メートル競走の世界記録は３

分２６秒００

（ http://www.iaaf.org/records/toplists/middlelong/1500-metres/outdoor/men/

senior、２０１７年１０月３０日最終閲覧）である。それゆえ、通常の人間の速度

で１３００メートルを１分で移動することは、経験則上、不可能である。  

http://www.iaaf.org/records/toplists/middlelong/1000-metres/outdoor/men/senior
http://www.iaaf.org/records/toplists/middlelong/1000-metres/outdoor/men/senior
http://www.iaaf.org/records/toplists/middlelong/1500-metres/outdoor/men/senior
http://www.iaaf.org/records/toplists/middlelong/1500-metres/outdoor/men/senior
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「経験則」違反があるとは言いがたい。  

 ⅱ  控訴審判決の特徴  

 ア  第一審判決の「経験則」違反を具体的に指摘していないこと  

【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決、【判例５】千葉強姦事件最高

裁判決とは異なり、舞鶴女子高校生殺害事件控訴審判決では、冒頭で以下のこ

とを述べている。  

（ 舞 鶴 女 子 高 校 生 殺 害 事 件 控 訴 審 判 決 ・ 抜 粋 ）  

「 Ｉ 供 述 、Ｊ 供 述 、防 犯 ビ デ オ 画 像 か ら 認 め ら れ る 男 女 の 移 動 経 路 」と「 Ｋ 供 述 」

と が 矛 盾 し な い こ と 、「 同 所 付 近 の 夜 間 の 通 行 量 は 極 め て 少 な い 」こ と か ら 、「 被 告

人 が 別 の 人 物 と 替 わ る 可 能 性 が 高 い と は い え な い 」。そ れ ゆ え 、「 Ｋ の 一 審 証 言 を 補

強 す る 方 向 で 働 く 一 つ の 事 情 で あ る こ と は 疑 う 余 地 は な い 」。  

思うに、このような控訴審の判断は、第一審判決の「論理則・経験則」違反

を具体的に指摘するものではなく、むしろ、第一審判決をそのまま引用し、第

一審判決の「経験則」を是認するものである。これは、前述のとおり、第一審

判決の前提である１３００メートルを７２分かけて移動した事実が、重大な「経

験則」違反とはいえず、それゆえ、控訴審は、第一審判決の「経験則」違反を

具体的に指摘できなかったという理由に基づくものである（【表２－１０】参照）。 

そのうえで、控訴審は、Ｋ供述に対し、次のような指摘をし、第一審判決を

破棄している。  

（１）  被告人と被害者は、β社前～大波上集会所前交差点間１３００メート

ルを７２分かけて移動していること。  

（２）  β社前～大波上集会所前交差点間には工場などがあるが、男女が立ち

寄って時間をつぶすには適さないこと。立ち止まって話し込んだ可能

性もあるが、不自然の感が否めないこと。  

具体的には、以下のとおりである。（１）については、１３００メートルを７

２分かけて移動したとすれば、かなりのスローペースであり、距離に対して、
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時間がかかりすぎている 9 1 ということである。控訴審は、この点を意識して、

さらに、β社前から東方８００メートル地点～大波上集会所前交差点間の距離

と移動時間 9 2 、海上自衛隊舞鶴教育隊南門～β社前間の距離と移動時間 9 3 を

列挙する。（２）については、第一審判決は、１３００メートルを移動するのに

７２分もかかったことについて、なんら合理的な説明をしてない 9 4 というこ

とである。仮に、第一審判決で、被告人と被害者が、１３００メートルを移動

する途中、飲食店に立ち寄ったなどの事実が認定されていれば、この疑問は解

消するはずである。しかし、控訴審が指摘するように、周辺には工場や住宅が

あるのみで、男女が時間をつぶす場所はない。歩道で立ち止まって話した可能

性もあるが、不自然といえる。そうであるにもかかわらず、第一審判決が、Ｋ

供述の信用性がある前提として、１３００メートルを７２分かけて移動した事

実を用いていることには、大きな疑問がある。それゆえ、控訴審は、Ｋ供述の

信用性には「不可解な点が残る」とする。そのうえで、「７０分ほどの間に、被

害者がβ社を通過した後に何らかの事情で被告人と別れ」、「大波上集会所前交

差点までの間に出会った別の男性と同行する可能性も全くないとはいえない」

ことを理由に、Ｋ供述の信用性を否定している。そうであるとすると、控訴審

判決は、前述したように、第一審判決をそのまま許容してもなお、（１）（２）

を理由として、Ｋ供述が不自然であることをひっこめてはいないのである。  

                                                   
9 1  不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第１０条は、「徒歩による所要時間

は、道路距離８０メートルにつき１分間を要するものとして算出した数値を表示す

ること。この場合において、１分未満の端数が生じたときは、１分として算出する

こと。」と規定する。同規則に基づくのであれば、移動距離１３００メートルの場合、

移動時間は１７分と算出できる。被告人と被害者は、１３００メートルを７２分か

けて移動しており、同規則に基づく算出時間に比べ、移動時間が約４倍長いことが

わかる。  
9 2  被告人と被害者は、β社前から東方８００メートル地点～大波上集会所前交差点

間５００メートルを４５分かけて移動している（【表２－１０】参照）。  
9 3  被告人と被害者は、海上自衛隊舞鶴教育隊南門～β社前間２４７０メートルを４

３分かけて移動している。そのことと比較すると、β社前～大波上集会所前交差点

間は、距離が約半分であるにもかかわらず、移動時間は約２倍長いことがわかる（【表

２－１０】参照）。  
9 4  【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件第一審は、「１３００メートルを７２分で移

動するはずがない」という弁護人の主張に対し、「男女がその間通常の速度で歩き続

けたとは限らない」と批判する。しかし、この批判には、何ら合理的説明がない。  
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イ  第一審判決の「合理的疑い」を指摘していること  

では、控訴審の指摘は、第一審判決の「何を」指摘しているのだろうか。こ

の点については、防衛大教授痴漢冤罪事件、千葉強姦事件同様、第一審判決、

の「合理的疑い」を指摘しているものと考える 9 5 。なぜなら、控訴審判決は、

【表２－１１】ⓐⓑⒸを集約する形で、Ｋ供述の信用性を認めた一審判決は、

「論理則・経験則等
．
（傍点は筆者による）に照らして不合理」であるといわざ

るを得ないとしているからである。前述のように、防衛大教痴漢冤罪事件那須

裁判官補足意見において、有罪破棄の場合であれば、「論理則・経験則」違反

以外の指摘も破棄事由として含まれるべきであり、その意味で、論理則・経験

則「等」という文言を意図的に用いるべきだということが示されている。そし

て、この「等」が具体的に何を示すかであるが、控訴審判決が（１）（２）の

指摘をしたあと、最終的に第一審判決には「合理的疑いを差し挟む余地がある」

としていることから、「等」＝「合理的疑いを超える証明原則に照らして不合

理」と捉えることが自然と思われる。  

ウ  「合理的疑い」を指摘することで、【無罪仮説】が許容される  

以上のように、控訴審判決が「合理的疑い」を指摘することによって、次の

効果が生じていることがわかる。すなわち、控訴審判決は、Ｋ供述の信用性が

あるとした第一審判決に「合理的疑い」があることを指摘することで、本件の

経験則には幅があることを明示する。そのうえで、【有罪仮説】である「Ｋが目

撃したのは被告人であること」以外の事実が入り込む余地を認めている。つま

り、第一審判決に「合理的疑い」があることの指摘が経験則を広げる突破口と

なり、第一審判決が認定した以外の事実、すなわち、【無罪仮説】「同行者が替

                                                   
9 5  滝沢誠「女子高校生に強いてわいせつな行為をして殺害したとして起訴された事

案につき、目撃証言の信用性を否定するなどして事実誤認を理由に有罪（無期懲役）

の第一審判決を破棄し無罪とした原判決が是認された事例  :  舞鶴女子高校生殺害

事件上告審決定［最高裁第一小法廷平成２６ .７．８決定］」判例時報２２６８号（２

０１５年）７６頁～１８１頁、佐藤元治「間接証拠たる目撃証言および被告人供述

の信用性を否定し、事実誤認を理由に第一審の有罪判決（無期懲役）を破棄し無罪

とした原判決が是認された事例  :  舞鶴女子高校生殺害事件［最高裁第一小法廷平成

２６ .７．８決定］」法律時報８７巻８号（２０１５年）１２２頁～１２５頁。滝沢、

佐藤ともに、【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件控訴審判決、同最高裁決定が「有罪

破棄事案」であることについて何ら言及していない。  



- 71 - 

わった可能性があること」を許容しているのである。  

 エ  第一審判決を是認するメルクマールを用いていること  

このように、舞鶴女子高校生殺害事件控訴審判決は、一方で、第一審判決を

そのまま引用し、第一審判決は「経験則」として是認できるとするが、他方で、

第一審判決には「合理的疑い」があることを指摘するものである。  

【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件や【判例５】千葉強姦事件においても、

それぞれの最高裁判決を詳細に分析すれば、第一審判決、控訴審判決の「論理

則・経験則」を是認するものであることが読み取れる。しかしながら、最高裁

判決が第一審判決、控訴審判決の「論理則・経験則」を是認する「わかりやす

い」メルクマールにかけるものであった。それに対し、舞鶴女子高校生殺害事

件控訴審判決は、第一審判決をそのまま引用し、第一審判決の「論理則・経験

則」を是認するという方法をとることで、上訴審が原審判決（本件の場合は、

第一審判決）の「論理則・経験則」を是認する「わかりやすい」メルクマール

が用いられることとなった。  

 ⅲ  最高裁決定の特徴  

   最高裁決定は、控訴審判決が示した「合理的疑い」の理解についてより踏み

込んだ判断をしている（この点については、第４章で詳細に検討する）ものの、

結論としては、控訴審が第一審判決に対し「合理的疑い」を指摘したことを是

認するものである。  

以上のことから、舞鶴女子高校生殺害事件においても、【検討２－２】の特徴

を有すると捉えることができる。  

 

４  【判例７】小山自動車過失事件  

【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件控訴審判決と同様に、上訴審が原審判決

（本件の場合は、控訴審判決）を是認するメルクマールが用いられた【判例７】

小山自動車過失事件 9 6 について分析する。小山自動車過失事件は、第一審で

無罪であったものを、控訴審で有罪としたが、最高裁においては控訴審の有罪

                                                   
9 6  最決平成２８年３月１８日裁時第１６４８号１０２頁。  



- 72 - 

を破棄（差戻）した有罪破棄事案である。それゆえ、控訴審判決は、第一審と

の関係では、無罪破棄事案であることに注意する必要がある。  

（１）事件概要  

小山自動車過失事件は、２０１２年１月１日午後６時９分頃、栃木県小山市

でおきた自動車運転過失致死事件である。被告人は、本件直前に起きた自動車

とバイクの接触事故（以下、「第一事故」という）により、小山市内にある丁字

路交差点（以下、「本件交差点」という）に横たわっていた被害者 9 7 を過失に

より轢過し、同人に頭蓋骨粉砕骨折を伴う脳破裂の傷害を負わせ、死亡させた

（以下、「本件事故」という）（本件の時系列については【表２－１２】、本件事

故時の状況については【表２－１３】参照）。  

本件における争点は、大きく分けると次のとおりである。【争点Ⅰ】被告人車

が被害者を轢過したか、【争点Ⅱ】被告人車に付着していた血痕は、轢過時に付

着したものか。控訴審判決では、【争点Ⅰ】について、Ｌ供述の信用性があると

判断された。後述するように、最高裁決定は、【争点Ⅰ】ⓖ控訴審判決には「合

理的疑い」があることを指摘し、控訴審判決を破棄（差戻）している。そこで

以下、【争点Ⅰ】ⓖに焦点を絞って議論を進めることにする。  

控訴審判決によれば、本件事故に関するＬ供述の概要は、以下のとおりであ

る。  

（ Ｌ 供 述 概 要 ）  

 「 Ｌ が 交 通 整 理 を 続 け て い た と こ ろ 、 第 ２ 車 線 を 北 進 す る 大 型 貨 物 自 動 車 が 同 人 に

接 近 し て き た （ 中 略 ）。 同 車 は 、 パ ッ シ ン グ を し 、 第 １ 車 線 に 寄 り な が ら 減 速 し て 、

横 断 歩 道 の 手 前 で 停 止 し た 。 そ の 後 方 か ら 来 た 乗 用 車 が 第 １ 車 線 を 走 行 し 、 大 型 貨

物 自 動 車 の 左 横 を 追 い 抜 い て 、 交 差 点 に 進 入 し た 」。  

 「 そ の 乗 用 車 は 、 交 差 点 で 第 ２ 車 線 の 方 に 向 か っ て 走 行 し 、 倒 れ て い た 被 害 者 の 頭

顔 部 を 右 前 輪 で 轢 過 し 、 交 差 点 を 通 過 し た 」。  

                                                   
9 7  「第一事故」の被害者は２名おり、第一事故後、２名とも本件交差点に横たわっ

ていた。横たわっていた２名のうち１名が、本件事故により死亡した。【判例７】小

山自動車過失事件に関し、「被害者」としているのは、「本件事故」で死亡した被害

者を指すものである。  
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【表２－１２】小山自動車過失事件  時系列  

時刻  出来事  

午後  

６時４分５９秒  

【第一事故】発生  

  ５分００秒  ・  女性Ｎが、本件交差点中央に入り、携帯電話で１１０番

通報（通話時間は２８秒）。  

  ５分２８秒  ・  女性Ｎが、被害者のヘルメットを外そうとするのを手伝

うが、なかなか外せず。  

  詳細な時刻は  

不明  
・  Ｌが交通整理開始。  

・  男性Ｏが、本件交差点に入る。  

・  被害者が自分でヘルメットを外す。  

  ９分２３秒  【本件事故】発生  

・  Ｌは、第１車線を走行している乗用車が、大型貨物自動

車の左側（第１車線）を追い抜いて走っていくのを確認。 

 

 

【表２－１３】小山自動車過失事件  本件事故時の状況（控訴審判決）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型貨物車  

乗用車  

Ｌ (交 通 整 理 )  

第１車線  第２車線  第３車線  

Ｏ (男 性 )  

Ｎ (女 性 )  

Ｌ供述ルート  

防犯  
カメラ  
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【表２－１４】小山自動車過失事件  争点表  

 第一審（無罪）  控訴審（有罪）  最高裁（破棄差戻）  

【
争
点Ⅰ

】
被
告
人
車
の
通
過
時
期 

防
犯
カ
メ
ラ 

特段の説示なし。  大 型 貨物 自動 車は Ｍ 車

と断定できる。  

ⓐ  本件 事故 直後 、ト

ラ ッ ク が 交 差 点 を

通 過 し て い る こ

と。  

ⓑ  トラ ック の長 さ、

ランプの配置。  

 

Ｍ
供
述 

Ｍ供述の信用性あり。  

Ｍ は 、 第 一 事 故 直 後 の

状況を供述している。  

ⓒ  記 憶 劣 化 、 記 憶 違

いなし。  

ⓓ  「 被 害 者 は ヘ ル メ

ットを装着」。  

ⓔ  「交通整理なし」。  

「 携 帯 通 話 中 の 女

性を目撃」。  

ⓕ  Ｍ の 供 述 内 容 か ら

し て 、 轢 過 後 の 被

害 者 の 状 況 を 供 述

し た と は 思 え な い

こと。  

ⓖ  「 Ｍ 車 を 追 い 抜 い

た 車 両 」 進 路 が 、

被 告 人 供 述 と 矛 盾

し て い る も の の 、

Ｍ 供 述 の 信 用 性 に

影 響 を 及 ぼ す 事 情

ではない。  

ⓒⓓⓔⓕⓖに対し、  

「事実誤認」。  

 

控訴審ⓖに対し、  

「論理則・経験則等に

照らして不合理」。  

 

（２）判旨  

ⅰ  第一審判決  

第一審判決は、【表２－１４】ⓒⓓⓔⓕⓖから大型貨物自動車を運転していた

Ｍ供述の信用性があるとして、Ｍは、第一事故直後の状況を供述していたもの

と認定する。第一審判決によれば、Ｍ供述の概要は、以下のとおりである（【表

２－１２】参照）。  

（ Ｍ 供 述 概 要 ） 下 線 は 筆 者 に よ る 。  

     「 午 後 ６ 時 頃 、大 型 貨 物 自 動 車 を 運 転 し て 新 ４ 号 線 を 北 上 し 、本 件 交 差 点 付 近 に 差

し 掛 か っ た と こ ろ 、本 件 交 差 点 内 に 、 携 帯 電 話 で 連 絡 を し て い る 様 子 の 女 性 （【 表 ２
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－ １ ４ 】ⓔ 参 照 － 筆 者 注 ）が い る の を 発 見 し た 。周 り に 他 の 人 は お ら ず 、懐 中 電 灯 を

振 っ て 交 通 整 理 を す る 女 性 も 見 え な か っ た （【 表 ２ － １ ４ 】 ⓔ 参 照 － 筆 者 注 ）。 本 件

交 差 点 に 近 づ く に つ れ て 徐 々 に ブ レ ー キ を 踏 ん で 減 速 し 、上 記 女 性 を 避 け る た め 若 干

左 側 に 進 路 を 変 更 し た 。こ の 時 、前 照 灯 を 上 向 き に 切 り 替 え た も の の 、上 向 き と 下 向

き を 交 互 に 切 り 替 え る パ ッ シ ン グ は し て い な い 。本 件 交 差 点 に か な り 近 づ い た と こ ろ

で 、本 件 交 差 点 内 に 人 が 二 人 倒 れ て い る こ と に 気 が 付 い た 。倒 れ て い た 二 人 は 、 い ず

れ も ヘ ル メ ッ ト を し て お り （【 表 ２ － １ ４ 】ⓓ 参 照 － 筆 者 注 ）、ほ と ん ど 動 か な い 状 態

で あ っ た 。倒 れ て い る 人 の 状 態 を 確 認 し な が ら 、本 件 交 差 点 を 徐 行 し て 通 過 し よ う と

し た 際 、 白 っ ぽ い 乗 用 車 が Ｍ 車 と 倒 れ て い る 人 9 8 の 間 （ Ｍ 車 の 右 横 ）（ 第 ３ 車 線 －

筆 者 注 ）を 追 い 抜 き （【 表 ２ － １ ４ 】ⓖ 参 照 － 筆 者 注 ）、倒 れ て い る 人 の 近 く で バ リ バ

リ と い う 音 を 立 て な が ら 本 件 交 差 点 を 通 過 し て い っ た 」。  

「 そ の 後 、本 件 交 差 点 を 通 過 し て し ば ら く 進 む と 、白 っ ぽ い 乗 用 車 が 第 １ 車 線 上 に

停 車 し て い た た め 、 本 件 交 差 点 内 で 何 か を 轢 い た 車 だ と 思 い 、 そ の 横 に 停 車 し た 。

乗 用 車 の 運 転 手 と 会 話 し 、 車 両 前 部 に 傷 等 が な い か ど う か を ち ら っ と 確 認 し た 後 、

乗 用 車 の 車 種 や ナ ン バ ー を 控 え た 」。  

第一審判決は、ⓖＭは、「白っぽい乗用車が自車の脇を通り過ぎたのは右側（第

３車線－筆者注）」である旨供述しており、「大型貨物自動車の左側（第１車線

－筆者注）を追い抜いた」という被告人供述と矛盾しているとする。しかしな

がら、Ｍが「白っぽい乗用車が通り過ぎたのはあくまで、一瞬の出来事」であ

り、「見間違いがあったとしても不自然ではない」。それゆえ、この点が「Ｍ供

述の信用性に影響を及ぼす事情ということはできない」（【表２－１３】参照）。 

そのうえで第一審判決は、「被告人車が本件交差点通過時にＭ車に先行してい

たこと」、「被告人車が停車していたのは本件交差点から１００メートル程度の

距離であったこと」から、「被告人車が本件交差点を通過」したのは、「Ｍ車が

本件交差点を通過した時点とほぼ同時か極めて接近した時点である」と推認す

ることができるとする。以上のことから、被告人が本件交差点を通過したのは、

                                                   
9 8  本件事故当時、第一事故で負傷したもう一人の被害者は、【表２－１３】女性Ｎ

と男性Ｏの間に横たわっていた。  
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被害者が未だ生存していた「第一事故直後」である（＝「被告人以外の者が被

害者を轢過」した）とし、被告人を無罪と判断した。  

   これに対し検察官が、事実誤認を理由に控訴した。  

ⅱ  控訴審判決  

控訴審判決は、【表２－１４】Ⓒⓓⓔⓕⓖに対し、「事実誤認があ」り、Ｍ車

が本件交差点を通過したのは「本件事故直後」であるとする。  

控訴審判決は、まず、前述のＬ供述から、乗用車が「第１車線上でその貨物

自動車を追い越し」、「倒れていた被害者の頭顔部を轢過した」事実は確実に認

定することができるとする（【表２－１３】参照）。そして、以下の理由により、

本件事故直後に本件交差点を通過した「大型貨物自動車はＭ車である」とする。

ⓐ防犯カメ ラ映像上、 第一事故後に本件交差点を通 過した大型貨物自動車は、

「本件事故直後の午後６時９分３０秒に撮影された車両が最初」であること。

ⓑ「車体の長さや側面ランプの配置などの特徴」が「Ｍが運転していた大型貨

物自動車のものと同一」であること。そのうえで以下のとおり、Ｍ供述につい

て批判を加えている。  

ⓖについては、第一に、Ｍが供述するように、Ｍの右側（筆者注－第３車線）

を追い越して行った乗用車があったとしても、その乗用車が被害者を「左前輪

で轢過することはおおよそあり得ない」。第二に、Ｌは「横断歩道北側の第２車

線付近に立って南方を見ていた」のであるから、Ｍが供述するように、第３車

線を追い越していった乗用車があれば、Ｌは「当然気付くはずなのに、気付い

ていない」。第三に、Ｍが供述するように、第３車線を追い越していった乗用車

が被害者の頭部付近通過することは、「想定される走行軌跡」及び「その時点で

のＮ、Ｏの位置を考慮」すれば、「相当困難であることは否定できない」。第四

に、弁護人は、防犯カメラ映像上、「Ｍ車の右側（第３車線－筆者注）を乗用車

が追い抜いていったことが分かる」と主張するが、「そのような映像は認められ

ない」。以上のことから、Ｍの左側（第１車線－筆者注）を追い越して行った乗

用車が「被害者を轢過したことは動かない」（【表２－１３】参照）。  

そのうえで、控訴審判決は、Ｍ車を追い抜いて交差点に進入し、「被害者を轢
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過した乗用車は被告人車」であるとする。以上のことから、被告人が本件交差

点を通過したのは、「本件事故直後」である（＝「被告人が被害者を轢過」した）

とし、控訴審判決は、第一審を破棄し、被告人を有罪と判断する 9 9 。  

それに対し、弁護人が、憲法違反、判例違反を理由に控訴した。  

ⅲ  最高裁決定  

  最高裁決定は、【表２－１４】ⓖに対し、Ｌ供述の信用性を認めた控訴審判決

は「論理則・経験則等に照らして不合理」であるといわざるを得ないとし、破

棄（差戻）している。  

控訴審判決に対し、最高裁決定は、控訴審が指摘するとおり、「本件防犯カメ

ラの映像」によれば、Ｍ車が本件交差点を通過したのは、「本件事故の発生直後」

であるとする。そのうえで、「Ｍ車を本件交差点手前で追い越した被告人車」が

「本件交差点に進入したのは、本件事故発生とほぼ同時である」と推認できる。

したがって、控訴審が第一審判決の事実認定に誤りがあるとした部分は、「論理

則・経験則等に照らして不合理な点はなく」「是認することができる」とする。 

しかしながら、最高裁決定は、以下のことを理由として、Ｌ供述には「事実

を誤認した可能性」があるとする。そのうえで、最高裁決定は「Ｍ車の右側（第

３車線－筆者注）を追い越した乗用車」が、「被告人車である」可能性があると

する（【表２－１３】参照）。  

（１）  防犯カメラ映像には、Ｍ車が防犯カメラ映像に映るのとほぼ同時に、

第１車線をＭ車より速い速度で追い越す乗用車は存在しないこと。  

（２）  Ｌ供述は、本件カメラ映像に（１）のような態様で走行する乗用車が

存在しないことと整合しないこと。  

それゆえ、Ｌ供述の信用性があるとした控訴審判決は「論理則・経験則等に

照らして不合理」であるとし、審議不尽として破棄（差戻）と判断する。  

（３）検討  

ⅰ  第一審判決の特徴  

                                                   
9 9  なお、【判例７】小山自動車過失事件控訴審では、「被告人の注意義務違反」に関

する争点があるが、同争点に関する分析は、本研究の趣旨から外れるため、割愛す

る。  
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  小山自動車過失事件第一審判決は、他の有罪破棄事案同様、目撃者であるＭ

の供述が立証の中心となっている。では、実際に、第一審判決に重大な「経験

則」違反があるといえるか。【検討２－１】で述べたとおり、ここでいう重大な

「経験則」違反とは、【無罪仮説】が「証拠上導けないこと」である。第一審判

決によれば、【表２－１４】ⓒⓓⓔⓕⓖから、被告人が本件交差点を通過したの

は、被害者が未だ生存していた「第一事故直後」である（＝「被告人以外の者

が被害者を轢過」した）と結論付けている。なぜなら、Ｍ供述に基づき、Ｍ車

が本件交差点を通過したのは、「第一事故発生直後」だと判断することができる。

そして、「被告人車が本件交差点通過時にＭ車に先行していたこと」、「被告人車

が停車していたのは本件交差点から１００メートル程度の距離であったこと」

から、「被告人車が本件交差点を通過」したのは、「Ｍ車が本件交差点を通過し

た時点とほぼ同時か極めて接近した時点である」と推認することができるから

である。  

しかしながら、このような第一審判決には、客観的証拠として防犯カメラ映

像があるにもかかわらず、防犯カメラ映像について一切触れていないという疑

問がある。そうであるとすると、第一審判決は、防犯カメラ映像との整合性を

検討しないまま、Ｍ供述を過信した認定がなされた可能性がある。  

このように、第一審判決は、客観的証拠の見過ごしがあったにも関わらず、

Ｍ供述から被告人が本件交差点を通過したのは、被害者が未だ生存していた「第

一事故直後」である（＝「被告人以外の者が被害者を轢過」した）という「合

理的疑いを払しょくすることができない」としていることに問題がある。それ

ゆえ、具体的な証拠から【無罪仮説】を導いていないという意味で、重大な「経

験則」違反があり、控訴審で第一審判決の「経験則」違反を具体的に指摘でき

るものである。その点に、大きな特徴があるといえる。  

ⅱ  控訴審判決の特徴  

ア  第一審判決の「経験則」違反を具体的に指摘していること  

  控訴審判決は、客観的証拠である防犯カメラ映像に基づき【表２－１４】ⓐ

ⓑを提示したあと、第一審判決のⒸⓓⓔⓕⓖを否定し、最終的に第一審判決に
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は「事実誤認がある」とする。前述のとおり、第一審判決には、具体的な証拠

から【無罪仮説】を導いていないという意味で、重大な「経験則」違反があり、

控訴審で第一審判決の「経験則」違反を具体的に指摘できるものである。それ

ゆえ、控訴審は、第一審判決の「経験則」違反を理由に、事実誤認 1 0 0 と判断

しうる。よって、小山自動車過失事件においても、「経験則」違反という文言は

用いていないものの、【検討２－１】の特徴を有すると捉えることができる。  

ⅲ  最高裁決定の特徴  

ア  控訴審判決の「経験則」違反を具体的に指摘していない  

このような第一審判決と控訴審判決について、最高裁決定は、冒頭で、以下

のことを述べている。  

（ 小 山 自 動 車 過 失 事 件 最 高 裁 決 定 ・ 抜 粋 ）  

  控 訴 審 が 指 摘 す る と お り 、「 本 件 防 犯 カ メ ラ の 映 像 」 に よ れ ば 、 Ｍ 車 が 本 件 交 差 点

を 通 過 し た の は 、「 本 件 事 故 の 発 生 直 後 で あ る 」。 そ れ ゆ え 、「 Ｍ 車 を 本 件 交 差 点 手 前

で 追 い 越 し た 被 告 人 車 」 が 本 件 交 差 点 に 進 入 し た の は 、「 本 件 事 故 発 生 と ほ ぼ 同 時 で

あ る 」 と 推 認 で き る 。 し た が っ て 、「 被 告 人車 が 被 害 者 を 轢 過 し た 」 と い う こ と

に 対し 、「 合理 的疑 いが ある 」と した 控 訴 審 が 誤 り で あ る と し た こ と は「 是 認 す る

こ と が で き る 」。  

最高裁決定のこのような記述は、【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件控訴審判

決同様、控訴審判決をそのまま引用し、控訴審判決の「経験則」を是認してい

ることに着目する必要がある。これは、以下のとおり、控訴審が第一審判決の

重大な「経験則」違反を是正し、正しい「経験則」のもと認定をおこなってい

るという理由に基づくものである。すなわち、Ｍ車が第一事故後に本件交差点

を通過したという第一審判決は、防犯カメラ映像とＭ供述を整合させることな

く、Ｍ供述のみに基づき、Ｍ車が第一事故後に通過したと認定しており、重大

                                                   
1 0 0  なお、弁護人は、この点について、上告趣意書等において、同時刻の交通量の

多さからＭ車と同車種がほかに存在する可能性をあげ、大型貨物自動車の長さやラ

ンプの位置のみから、防犯カメラに映っていた大型貨物自動車はＭ車とは断定でき

ない旨、指摘する。その指摘自体は正しいが、控訴審が指摘しているのは、第一審

が防犯カメラを考慮することなく、Ｍ供述のみからＭ車の交差点通過時期を認定し

ている点を問題としていることに注意する必要がある。  
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な「経験則」違反がある。このような第一審判決に対し、控訴審は、防犯カメ

ラ映像に映った大型貨物自動車の長さ、大型貨物自動車のランプの数等から、

Ｍ車であることを認定し、Ｍ車が本件交差点を走行したのは、本件事故直後で

あるとすることで、第一審判決の「経験則」違反を具体的に指摘しているとい

うことである。  

そのうえで、最高裁決定は、以下のことを理由として、控訴審判決を破棄（差

戻）している。  

（１）  防犯カメラ映像には、Ｍ車が防犯カメラ映像に映るのとほぼ同時に、

第１車線をＭ車より速い速度で追い越す乗用車は存在しないこと。  

（２）Ｌ供述は、本件カメラ映像に（１）のような態様で走行する乗用車が

存在しないことと整合しないこと。  

具体的には、以下のとおりである。【表２－１４】ⓖについて、控訴審の弁護

人は、防犯カメラ映像から、Ｍが供述するように「Ｍ車の右側（第３車線－筆

者注）を乗用車が追い抜いていったことがわかる」と反論する。このような弁

護人の反論に対し、控訴審は、防犯カメラ映像上「そのような映像は認められ

ない」とする。そのうえで、Ｌ供述どおり、Ｍ車の左側を追い抜き、「第１車線

から交差点に進入した」乗用車が、「被害者を轢過したことは動かない」と判断

している。ところが、控訴審が判断するように、Ｍ車の左側を追い抜き、「第１

車線から交差点に進入した」乗用車が存在していたとすれば、防犯カメラ映像

には、Ｍ車が防犯カメラ映像に映るのとほぼ同時に、「第１車線をＭ車より速い

速度で追い越す乗用車」が映らなければならないはずである。しかしながら、

実際には、最高裁決定が上記（１）（２）で指摘したとおりである。それゆえ、

最高裁決定は、「Ｍ車の右側（第３車線のこと－筆者注）を追い越した乗用車が、

被告人車である可能性がある」と判断している（【表２－１３】参照）。  

思うに、このような最高裁決定の疑問は、以下のことに起因すると思われる。

すなわち、控訴審判決は、【表２－１４】ⓐⓑについて、客観的証拠である防犯

カメラ映像に基づき、大型貨物自動車はＭ車であるという結論に至ったことに

固持しすぎたということである。その弊害として、控訴審判決は、客観的証拠
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から導かれたⓐⓑの結論と整合するＬ供述を全面的に信頼している。それゆえ、

肝心な被告人車の特定については、客観的証拠に照らし合わせることなく、Ｌ

供述の信用性を肯定したことに問題がある 1 0 1 といえる。よって、この点につ

いては、控訴審判決に重大な「経験則」違反があるといえる。  

 イ  控訴審決定に「合理的疑い」があることを指摘している  

   最高裁決定は、最終的に、控訴審判決の「合理的疑い」を指摘しているもの

と考えうる 1 0 2 。理由は、以下に述べるとおりである。すなわち、【表２－１４】

ⓖは、被告人車の特定に関するものである。そのⓖについてＬ供述に「論理則・

経験則」違反があるということは、「被告人が被害者を轢過」したという控訴審

の最終結論にも多大な影響を与えるものである。そ れゆ え 、最高 裁決 定は 、前述

の とお り 、「被 告人 が被 害者 を轢 過 」し たと する 控訴 審判 決の最 終結 論を 一旦 はそ

の ま ま 許 容 し つ つ も 、（ １ ）（ ２ ） を 理 由 と し て 、 Ｌ 供 述 に 「 論 理 則 ・ 経 験 則 」 違

反 が あ る こ と を 指 摘 す る こ と で 、 や は り 「 被 告 人 が 被 害 者 を 轢 過 」 し た と い う 控

訴 審の 最終 結論 に問題 があ るこ とを ひっこ めて はい ない のであ る。  

そして、最高裁決定は、控訴審判決に対し、「論理則・経験則等に照らして不

合理であるといわざるを得ない」としている。前述したように、【判例４】防衛

大教痴漢冤罪事件那須裁判官補足意見において、有罪破棄の場合であれば、「論

                                                   
1 0 1  なお、【判例７】小山自動車過失事件第一審判決においても、控訴審判決と同様

の誤りを犯している。すなわち、第一審判決は、Ｍ供述の信用性があるという前提

に固持しすぎたため、肝心な客観的証拠に照らし合わせることなく、Ｍ供述の信用

性を肯定している。具体的には以下のとおりである。  

【表２－１４】ⓖについては、Ｍは、被告人車と思われる乗用車が第３車線を走

行してＭ車を追い越したと供述しているのに対し、被告人は、第１車線を走行した

と供述している。このように、被告人車の特定に関わる重大な事実に食い違いがあ

るにもかかわらず、第一審判決は、「Ｍ供述の信用性に影響を及ぼす事情ということ

はできない」とするのみである。それゆえ、このような第一審判決からは、客観的

証拠である防犯カメラ映像から、Ｍ供述と被告人供述のどちらの供述が正しいかを

検討する姿勢が見受けられない。  
1 0 2  髙倉新喜「上告審における事実誤認の審査」法学セミナー７３９号（２０１６

年）１２２頁では、【判例７】小山自動車過失事件最高裁決定が「論理則・経験則等

に照らして不合理」としたことについて、以下のように説明する。それは、上訴審

が事後審であることから、「原判決の認定の当否を判断するために、あらたに事実の

認定をするものではない」。それゆえ、「『事実を誤認した疑い』という控え目な表現

をしている」というのである。しかしながら、髙倉は、同最高裁決定が同控訴審判

決との関係で「有罪破棄事案」であることについて何ら言及していない。  



- 82 - 

理則・経験則」違反以外の指摘も破棄事由として含まれるべきであり、その意

味で、論理則・経験則「等」という文言を意図的に用いるべきだということが

示されている。そして、この「等」が具体的に何を示すかであるが、【判例４】

防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決、【判例５】千葉強姦事件最高裁判決、【判

例６】舞鶴女子高校生殺害事件控訴審判決の動向からして、「等」＝「合理的疑

いを超える証明原則に照らして不合理」と捉えることが自然と思われる。  

ウ  「合理理的疑い」を指摘することで、【無罪仮説】が許容される  

   以上のように、最高裁決定が「合理的疑い」を指摘することによって、次の

効果が生じていることがわかる。すなわち、最高裁決定は、Ｌ供述に「合理的

疑い」があることを指摘することで、本件の経験則には幅があることを明示す

る。そのうえで、【有罪仮説】である「被告人が被害者を轢過」したこと以外の

事実が入り込む余地を認めている。つまり、控訴審判決に「合理的疑い」があ

ることの指摘が経験則を広げる突破口となり、控訴審判決が認定した以外の事

実、すなわち、【無罪仮説】「被告人以外の者が被害者を轢過」したことを許容

しているのである。  

以上のことから、小山自動車過失事件においても、【検討２－２】の特徴を有

すると捉えることができる。  

 

第４  本章小括  

１  【検討２－１】【検討２－２】の分析結果  

【検討２－１】の分析結果  

     第一審判決に重大な「論理則・経験則」違反があれば、上訴審は、第一

審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘することができる。重

大な「論理則・経験則」違反とは、第一審判決における【無罪仮説】が、

証拠上導けないことをいう。  

【検討２－２】の分析結果  

第一審判決に重大な「論理則・経験則」違反があるとはいえず、それゆ

え、第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘できない場合
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であっても、上訴審は、第一審判決に「合理的疑い」があることを指摘

できればよい。  

 

２  【検討２－１】【検討２－２】と  

【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決の関係  

（１）控訴審の指摘では、「論理則・経験則」違反とはいえないことを示している  

【検討２－１】の分析結果によれば、第一審判決に重大な「論理則・経験則」

違反があれば、上訴審は第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘

できる。重大な「論理則・経験則」違反とは、第一審判決における【無罪仮説】

が、証拠上導けないことをいう。しかしながら、第１章で検討したように、【判

例１】チョコレート缶事件第一審判決と控訴審判決は、フィフティフィフティ

の関係にある。第一審判決と控訴審判決が、フィフティフィフティの関係にあ

るということは、控訴審判決が、第一審判決の【無罪仮説】が「証拠から事実

を導ける」ことを黙認したうえ、ただ単に、第一審判決と同等の【有罪仮説】

を立証したにすぎないということである。実際に、最高裁判決は、【特徴１】第

一審判決で用いられた証拠に基づき、無罪と判断している（第１章参照）。これ

は、【検討２－１】最高裁判決が、控訴審の指摘では、第一審判決の「論理則・

経験則」違反（すなわち、【無罪仮説】が証拠上導けないこと）を指摘したとは

いえないと判断したことの表れである。  

そうであるとすると、最高裁判決が「（ⅲ）第一審判決の説示が論理則・経験

則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえない」と説示し

たのは、控訴審判決の指摘では、第一審判決の「論理則・経験則」違反を指摘

したとはいえないということを意味していることが分かる。  

（２）上訴審の段階で「合理的疑い」を払拭することを要求している  

前述のとおり、【特徴１】チョコレート缶事件最高裁判決は、第一審判決で用

いられた証拠に基づき、無罪と判断している（第１章参照）。これは、【検討２

－１】最高裁判決が、控訴審の指摘では、第一審判決の「論理則・経験則」違

反を指摘したとはいえないと判断したことの表れである。このことは、控訴審
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判決が無罪破棄事案であることから、他の無罪破棄事案同様、上訴審の段階で

第一審判決の「合理的疑い」を断ち切る必要があることを意味するものと思わ

れる。他方、最高裁判決は、【特徴２】最高裁で新しく追加された証拠から無罪

と判断している（第１章参照）。これは、【検討２－２】最高裁判決の段階で「合

理的疑い」が生じたことの表れである。このことは、最高裁判決が控訴審判決

との関係では有罪破棄事案であることから、他の有罪破棄事案同様、上訴審の

段階で「合理的疑い」が生じたことを破棄理由に用いることを意味するものと

思われる。  

そうであるとすると、最高裁判決は、有罪破棄、無罪破棄に関わらず、上訴

審の段階で「合理的疑い」を払拭することを要求し、それができないのであれ

ば無罪とせざるを得ないということを意図しているように思える。このような

理解が正しいといえるのであれば、最高裁判決が、上訴審の事後審性を確認し

たという多数説の理解では説明することができない。以上のことをふまえるな

らば、第３章で検討すべきことは、以下の２点である。  

【検討３－１】チョコレート缶事件最高裁判決に関する多数説の分析。  

【検討３－２】「合理的疑いを超えた証明」の定義に基づくチョコレート缶事

件最高裁判決の分析。  
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第３章  【提言１】  

チョコレート缶事件最高裁判決の判断基準は  

「合理的疑いを超えた証明」に起因する  

 

第１  はじめに  

第２章で検討したように、【判例１】チョコレート缶事件最高判決は、有罪破

棄、無罪破棄に関わらず、上訴審の段階で「合理的疑い」を払拭することを要

求し、それができないのであれば無罪とせざるを得ないということを意図して

いるように思える。このような理解が正しいといえるのであれば、同最高裁判

決が事後審性を確認したという多数説の理解では説明できない。そのことを踏

まえたうえ、第３章では、以下のことを検討する。  

【検討３－１】チョコレート缶事件最高裁判決に関する多数説の分析。  

【検討３－２】「合理的疑いを超えた証明」の定義に基づくチョコレート缶事

件最高裁判決の分析。  

 

第２  【検討３－１】について  

   第１章で述べたとおり、多数説は、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判

決は、同最高裁判例が上訴審の事後審性を確認したものと理解している。そこ

で再度、多数説について、以下検討したい。  

１  多数説の整理  

（１）  論理則・経験則違反説  

第１章で論じたとおり、多数説が事後審論を確認したと理解するのは、チョ

コレート缶事件最高裁判決が、「論理則・経験則違反説」採用したという理解に

依拠するものである。  

（２）  派生説  

ⅰ  「論理則・経験則違反説」と「心証優先説」の間に差異はない  

ところで、このような論理則・経験則違反説をベースとしながらも、同説か

ら派生した説が存在する。以下に述べるように、合理性説と区別説がある。合
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理性説と区別説は、いずれも論理則・経験則違反説と心証優先説との間に差異

がないことを前提とするものである。  

   第１章で述べたとおり、心証優先説は、上訴審自身が心証をとることを許容

する。それに対し、論理則・経験則違反説は、上訴審が一歩退いた立場から第

一審判決の問題点を検討することになることから、上訴審自身が心証をとるこ

とは少ない 1 0 3 。しかしながら、実際は、両説の間に差異はない 1 0 4 。なぜな

ら、論理則・経験則違反説といえども、上訴審が第一審判決の「論理則・経験

則」違反を検討する際、第一審の訴訟記録を読み、証拠物を検討して一つの判

断に達しなければ、第一審判決に「論理則・経験則」違反があるとはいえない

1 0 5 からである。すなわち、そのような上訴審の判断は、「心証」をとることに

他ならないのである。この点を意識した説示として、【判例４】防衛大教授痴漢

冤罪事件最高裁判決近藤裁判官補足意見を以下引用する。  

    （ 防 衛 大 教 授 痴 漢 事 件 最 高 裁 判 決 近 藤 裁 判 官 補 足 意 見 ） 下 線 は 筆 者 に よ る 。  

      「 上 告 裁 判 所 は 、原 判 決 の 事 実 認 定 の 当 否 を 検 討 す べ き で あ る と 考 え る 場 合 に は 、

記 録 を 検 討 し て 自 ら の 事 実 認 定 を 脳 裡 に 描 き な が ら 、原 判 決 の 事 実 認 定 が 論 理 則 ・

経 験 則 等 に 照 ら し て 不 合 理 と い え る か ど う か を 検 討 す る と い う 思 考 操 作 を せ ざ る

を 得 な い 。」  

   近藤裁判官補足意見が説示するように、第一審判決に対して上訴審が「論理

則・経験則等に照らして不合理」かどうかを検討するということは、「自らの事

実認定を脳裏に描」くこと以外に方法はない 1 0 6 のである 1 0 7 。このような近

                                                   
1 0 3  後藤昭「刑訴法３８２条にいう事実誤認の意義とその判示方法」ジュリスト１

４５３号（２０１３年）１８８頁。  
1 0 4  石井一正『刑事控訴審の理論と実務』（判例タイムズ社、２０１１年）３５９頁。  
1 0 5  井戸俊一「刑事控訴審における事実誤認の審査方法について」判例タイムズ１

３５９号（２０１２年）６４頁。  
1 0 6  中川孝博「裁判員制度下の冤罪問題について  合理的疑いの意義・上訴審の審査

方法・注意則の機能を中心に」日本弁護士連合会人権擁護委員会編『誤判原因に迫

る  刑事弁護の視点と技術』（現代人文社、２００９年）９１０頁。  
1 0 7  なお、中川・前掲注１０６  ９０８頁では、論理則・経験則違反説をとる【判例

４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決堀籠裁判官が、第一審判決、控訴審判決で

は触れていない事情に基づき「被告人の信用性には疑問がある」と判断したことを

指摘している。すなわち、「論理則・経験則違反説をとる堀籠裁判官」が「自身で心

証をとっている」という論理矛盾を指摘するものである。このようなことからも、
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藤裁判官補足意見からも、論理則・経験則違反説と心証優先説との間に差異が

あるとは言いがたい 1 0 8 。   

 ⅱ  合理性説  

合理性説は、前述のように、論理則・経験則違反説と心証優先説との間に差

異がないことを前提とする。さらに、合理性説によれば、心証優先説も、第一

審判決に「論理則・経験則」違反がある場合には、上訴審が心証を形成しなく

ても誤認を認め、第一審判決を破棄しうるとする。それゆえ、第一審判決に「論

理則・経験則」違反がある場合に、論理則・経験則違反説と心証優先説との間

に差異は生じない。論理則・経験則違反説と心証優先説との間に差異が生じる

のは、上訴審が第一審判決の「論理則・経験則」違反を指摘できない場合であ

る 1 0 9 とする 1 1 0 。そして、上訴審が第一審判決の「論理則・経験則」違反を

指摘できない場合であっても、上訴審が第一審判決を破棄することができるの

は、第一審の直接主義・口頭主義に鑑み、第一審判決の「不合理さを指摘でき

る」場合に限るべき 1 1 1 と理解している 1 1 2 。  

なお、このような合理性説の理解は、以下に述べるような【判例４】防衛大

教授痴漢冤罪事件最高裁判決の流れを受け、【判例１】チョコレート缶事件最高

                                                                                                                                                                           
論理則・経験則違反説、心証優先説の場合であっても、「自ら心証を形成」すること

は共通しており、両説の間に明確な差異は存在しないことがわかる。  
1 0 8  論理則・経験則違反説と心証優先説との間に差異がないとする点は、私見とし

ても支持したい。  
1 0 9  河上和雄、中山善房、古田佑紀、原田國男、河村博、渡辺咲子編『大コンメン

タール刑事訴訟法第９巻〔第２版〕』（２０１１年、青林書院）２６５頁（原田國男

執筆担当）。  
1 1 0  河上和雄、中山善房、古田佑紀、原田國男、河村博、渡辺咲子編・前掲注１０

９  ２６７頁（原田國男執筆担当）では、仮に心証優先説に立つとしても、第一審判

決に「不合理さを指摘できない」場合、第一審判決の心証を優先させるべきである

とする。それでもなお上訴審の心証を優先させるというのであれば、上訴審の心証

が誤っているリスクを被告人に負わせるべきではないことを理由として、有罪破棄

の場合のみ認められると理解している。  
1 1 1  原田國男「刑事判例研究第１４１回  満員電車内での痴漢事件について破棄・自

判無罪とされた事例」ジュリスト１４２４号（２０１１年）１２７頁。  
1 1 2  徳永光「控訴審における事実誤認の審査方法」法律時報８５巻１号（２０１３

年）１２６頁は、合理性説について、「厳格な意味での法則違反説とも、心証上書き

という意味での心証優先説とも異なる」と指摘する。同様の指摘をしたものとして、

土本武司「刑訴法３８２条にいう『事実誤認』の意義等」判例時報２１８１号（２

０１３年）２０２頁がある。  
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裁判決においても採用されている 1 1 3 とする。まず、防衛大教授痴漢冤罪事件

最高裁判決堀籠裁判官反対意見にて、「原判決に事実誤認があるというためには、

原判決の判断が論理則や経験則に反するか又はこれに準ずる場合にその判断が

不合理であると明らかに認められる場合でなければならない」と述べている。

それゆえ、堀籠裁判官反対意見も合理性説を採用していると解される 1 1 4 こと。

また、同事件最高裁判決那須裁判官補足意見は、「冤罪防止の理念を実効あらし

めるという観点から、文献等に例示される典型的な論理則や経験則に限ること

なく、我々が社会生活の中で体得する広い意味での経験則ないし一般的なもの

の見方も『論理則・経験則等』に含まれると解する」としている。それゆえ、

同最高裁判決が第一審判決の「論理則・経験則」違反を指摘できる場合と「不

合理さを指摘できる」場合とを統合する表現をとったと解されること 1 1 5 。  

ⅲ  区別説  

区別説は、合理性説同様、論理則・経験則違反説と心証優先説との間に差異

が生じるのは、上訴審が第一審判決の「論理則・経験則」違反を指摘できない

場合であるとする。それゆえ、上訴審が第一審判決の「論理則・経験則」違反

を指摘できない場合であっても、上訴審が第一審判決を破棄することができる

のは、第一審の直接主義・口頭主義に鑑み、第一審判決の「不合理さを指摘で

きる」場合に限るべきであるとする。しかしながら、合理性説とは異なり、例

外として、有罪破棄の場合、第一審判決に「不合理さを指摘できない」場合で

あっても、上訴審が無罪の心証を形成したのであれば、上訴審の心証を優先さ

せるべき 1 1 6 と理解する 1 1 7 。  

                                                   
1 1 3  原田國男「事実誤認の意義－最高裁平成２４年２月１３日判決を契機として－」

刑事法ジャーナル３３号（２０１２年）３８頁。  
1 1 4  原田・前掲注１１１  １２６頁。  
1 1 5  原田・前掲注１１１  １２６頁。しかしながら、原田は、【判例４】防衛大教授

痴漢冤罪事件那須裁判官補足意見について、論理則・経験則違反説の本質が自由心

証主義にあることからすれば、「一般的なものの見方」まで含まれるとすることに疑

問があるとする。  
1 1 6  井戸・前掲注１０５  ６９頁。  
1 1 7  樋上慎二「事実誤認における合理性審査―最高裁平成２４年２月１３日判決を

踏まえて―」刑事法ジャーナル３６号（２０１３年）８５頁においても、有罪破棄

と無罪破棄を区別すべきとの主張がなされている。  
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区別説が有罪破棄の場合を例外として捉える理由は、次のとおりである。す

なわち、第一審に特徴的である直接主義・口頭主義は、「証人や被告人の供述態

度」を審査する点で優れている。他方、上訴審に特徴的である書面審査は、書

面の持つ再現性という観点から「供述の変遷の有無」「客観的事実との齟齬の有

無」を審査する点で優れている。そして、上訴審において、第一審判決の「供

述の変遷の有無」や「客観的事実との齟齬の有無」といった「書面審査上説明

可能な疑い」を指摘できる場合というのは、第一審判決の「合理的疑い」を指

摘できる場合に他ならない。そうであるとすると、第一審判決の「合理的疑い」

を指摘できるにもかかわらず、上訴審が直接主義・口頭主義の要請のもとでな

された第一審判決の有罪を尊重するのは正義に反する 1 1 8 と理解している。  

なお、このような区別説の理解は、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁

判決田原裁判官反対意見にて、上訴審は「一審判決、原審判決及び上告趣意書

を検討した結果、原判決の事実認定に関する論理法則、経験則の適用過程に重

大な疑義があるか否か」あるいは「上告趣意書に指摘するところを踏まえて記

録を検討した場合に、原判決の事実認定に重大な疑義が存するか否か」と述べ

ていることから、同最高裁判決も、区別説を採用している 1 1 9 ことによる。  

 

 ２  多数説の問題点  

このように、派生説を含め、多数説の理解は、事後審論に依拠するものであ

る。しかしながら、多数説の理解には、以下の点に問題があるといえる。  

（１）【問題点１】【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決を正確に説明でき

ない  

合理性説と区別説は、前述のとおり、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高

                                                   
1 1 8  井戸・前掲注１０５  ６９頁。  
1 1 9  井戸・前掲注１０５  ７２頁では、「一審判決、原審判決及び上告趣意書を検討

した結果、原判決の事実認定に関する論理法則、経験則の適用過程に重大な疑義が

あるか否か」は論理則・経験則違反説、「上告趣意書に指摘するところを踏まえて記

録を検討した場合に、原判決の事実認定に重大な疑義が存するか否か」は心証優先

説を採用したと考えることができるとする。すなわち、【判例４】防衛大教授痴漢冤

罪事件最高裁判決は、論理則・経験則違反説と心証優先説とを併用したと理解して

いる。  
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裁判決を根拠として、それぞれの説が最高裁判決において採用されたと主張す

る。しかしながら、そのような主張は、以下のとおり問題があるといえる。  

 ⅰ  論理則・経験則違反説  

同最高裁判決に対する論理則・経験則違反説からの詳細な論評がないので割

愛する 1 2 0  1 2 1 。  

ⅱ  合理性説  

ア  最高裁判決（１）（２）（３）の理解に対する疑問  

合理性説は、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決における法廷意見

（１）（２）（３）の指摘（第２章参照）について、第一審判決の「論理則・経

験則」違反を指摘したものではなく、第一審判決の「不合理さを指摘」した 1 2 2

ものとする。このような理解は、前述のとおり、堀籠裁判官反対意見が「原判

決に事実誤認があるというためには、原判決の判断が論理則や経験則に反する

か又はこれに準ずる場合にその判断が不合理であると明らかに認められる場合

でなければならない」と述べていることを根拠とするものである。  

ところで、堀籠裁判官反対意見は、法廷意見（１）（２）（３）について、「理

由としては極めて薄弱であり、このような薄弱な理由を３点合わせたからとい

って、その薄弱性が是正されるというものではな」いとして、法廷意見に反対

している。このような堀籠裁判官反対意見について、合理性説は、堀籠裁判官

                                                   
1 2 0  家令和典「１上告審における事実誤認の主張に関する審査の方法２満員電車内

における強制わいせつ被告事件について、被害者とされた者の供述の信用性を全面

的に肯定した第１審判決及び原判決の認定が是認できないとされた事例」ジュリス

ト１３１９号１４９頁では、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決が上訴審

の事後審性を確認したとする記述がある。それゆえ、家令は、同最高裁判決が論理

則・経験則違反説を採用したと理解するものと思われる。しかしながら、家令が同

第一審判決、控訴審判決のどの箇所について「論理則・経験則」違反と理解してい

るかは不明である。  
1 2 1  なお、村上光鵄「上訴審における事実誤認の審査方法－満員電車内の痴漢事件

について無罪とされた事例」ジュリスト１３９８号（２０１０年）２２７頁、関口

和徳「痴漢冤罪事件－刑訴法４１１条３号の趣旨と被害者供述の信用性の判断方法」

法律時報８２巻４号１２４頁～１２５頁では、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最

高裁判決が心証優先説に立つものと理解している。関口は、同最高裁判決が「合理

的疑いが残る」という文言を用いたのは、心証優先説に立つべきことを示したから

であると理解している。  
1 2 2  原田・前掲注１１１  １２８頁。  
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反対意見が法廷意見（１）（２）（３）について「普遍性のある論理則・経験則

違反があるとまでは言い切れなかったため」と理解する 1 2 3 。しかしながら、

このような合理性説の理解では、仮に、堀籠裁判官反対意見が合理性説をとっ

ており、それゆえ、上訴審が第一審判決の「論理則・経験則」違反、又は、第

一審判決の「不合理さ」のどちらかを指摘している場合であれば、第一審判決

を破棄することができると解したとしても、矛盾が生じる。なぜなら、堀籠裁

判官反対意見は、結論としては「有罪」と判断している 1 2 4 からである。つま

り、堀籠裁判官反対意見が法廷意見（１）（２）（３）について「理由としては

極めて薄弱であり、このような薄弱な理由を３点合わせたからといって、その

薄弱性が是正されるというものではな」いと述べたのは、上訴審が第一審判決、

控訴審判決の「論理則・経験則」違反、又は第一審判決、控訴審判決の「不合

理さを指摘できる」場合のどちらにも当てはまらない
．．．．．．．．．．．．

ことを批判する 1 2 5 もの

である。それにもかかわらず、合理性説は、堀籠裁判官反対意見が法廷意見（１）

（２）（３）について「普遍性のある論理則・経験則違反があるとまでは言い切

れなかったため」として、堀籠裁判官反対意見が当然に、第一審判決の「論理

則・経験則」違反は指摘できないが、第一審判決の「不合理さを指摘できる」

と判断したことを前提としたうえ、意見しているように思える。  

このような合理性説の理解は、結局のところ、合理性説自身が、上訴審が第

一審判決の「論理則・経験則」違反を指摘できる場合と、「論理則・経験則」違

反を指摘できない場合とに区別すべきとしているにもかかわらず、どのような

場合を「論理則・経験則」違反 1 2 6 と捉えているかについて、その境界線が不

明確であることを露呈させている。このように境界線が不明確であるというこ

                                                   
1 2 3  原田・前掲注１１１  １２８頁。  
1 2 4  【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決堀籠裁判官反対意見は、法廷意

見（１）（２）（３）について、「多数意見が指摘するような理由のみでは被害者の供

述の信用性を否定することはできない」と述べている。これはすなわち、「被告人が

犯人である」とする被害者供述に信用性があるということを意味するものである。  
1 2 5  実際に【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決堀籠裁判官反対意見は、

第一審判決、控訴審判決には「論理則や経験則に反するところはなく」、また、「こ

れに準ずる程度に不合理といえるところもな」いとする。  
1 2 6  なお、私見では、【検討２－１】で述べたとおり、「論理則・経験則」違反とは、

「事実が証拠上導けないこと」をいう。  
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とは、結局、合理説自体の概念自体が不明確であるということに他ならない。

よって、合理性説を採用することには、大きな問題があるといえる。  

イ「合理的疑いが残る」の理解に対する疑問  

合理性説の理解は、防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決が最終的に「被告人

が公訴事実記載の犯行を行ったと断定するについては、なお合理的疑いが残る」

とした点についても問題がある。  

すなわち、合理性説は、「上訴審においても、有罪判決をするには、合理的な

疑いを超える証明が必要であるから、原判決のした有罪判決に上記の観点から

検討を行った結果、合理的疑いが残るとしたのだろう」と理解している 1 2 7 。

そのことから、合理性説も、同最高裁判決が第一審判決に合理的疑いがあると

判断したことを認めていることがうかがえる。それにもかかわらず、合理性説

は、「論理則・経験則違反説を採用したのであれば、例えば、『原判決の事実認

定は、論理則・経験則等に照らして不合理である（中略）』と判示しそうなもの

である」と論じているのである。これでは、同最高裁判決が「合理的疑いが残

る」という文言をあえて使用したことについて、踏み込んだ議論を進めること

をせず、むしろ「合理的疑い」に関する議論を放棄している印象すら受けかね

ない。  

 ⅲ  区別説  

ア   最高裁判決（１）（２）（３）の理解に対する疑問  

区別説は 、【判 例４】 防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決における法廷意見

（１）（２）（３）の指摘（第２章参照）について、那須裁判官補足意見第２項

1 2 8 が、「満員電車内の痴漢事件の特質に照ら」した場合、第一審判決や控訴審

判決の「経験則を適用するのは相当ではない」と説示したものと理解 1 2 9 する。

それゆえ、第一審判決の「不合理さを指摘できない」場合であっても上訴審（こ

                                                   
1 2 7  原田・前掲注１１１  １２８頁。この説明は、最判平成２１年９月２５日判時２

０６１号１５３頁における今井裁判官補足意見を引用したものである。  
1 2 8  最判平成２１年４月１４日刑集６３巻４号３３７頁～３３９頁（前掲注６１）。 
1 2 9  なお、私見としては、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決那須裁判官

補足意見の同箇所は、「本件固有の事実」について論じたものと解する。詳細は第４

章参照。  
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の場合は最高裁）の心証を優先させた 1 3 0 と理解している。  

しかしながら、このような区別説の説明のみでは、合理説同様、区別説自身

が、上訴審が第一審判決の「論理則・経験則」違反を指摘できる場合と、「論理

則・経験則」違反を指摘できない場合とに区別すべきとしているにもかかわら

ず、どのような場合であれば「論理則・経験則」違反を指摘できる場合と考え

ているか不明確である。また、それ以外にも、区別説自身が、上訴審判決が第

一審判決の「不合理さを指摘できる」場合と「不合理さを指摘できない」場合

とを区別できるとしているにもかかわらず、どのような場合であれば「不合理

さを指摘できる」場合と考えているか不明確である。このように「論理則・経

験則」違反、「不合理さ」の定義が不明確であるということは、結局、区別説自

体の概念自体が不明確であるということに他ならない。よって、区別説を採用

することには、大きな問題があるといえる。  

イ「合理的疑いが残る」の理解に対する疑問  

合理性説同様、区別説の説明は、防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決が最終

的に「被告人が公訴事実記載の犯行を行ったと断定するについては、なお合理

的疑いが残る」とした点についても問題がある。  

区別説が例外として控訴審の心証を優先する理由は、上訴審における書面主

義の利点を評価し、上訴審であっても第一審判決の「書面審査上説明可能な疑

い」を指摘できることにある。区別説は、「書面審査上説明可能な疑い」を指摘

できること＝「合理的疑い」を指摘できることと捉えている。そして、このよ

うに「合理的疑い」が指摘できるにもかかわらず、上訴審が直接主義・口頭主

義の要請のもとでなされた第一審判決の有罪を尊重するというのは、正義に反

する 1 3 1 というのである。そうであるとすると、有罪破棄の場合、区別説が上

訴審の心証を優先させるという本質的な理由は、上訴審が第一審判決の「書面

審査上説明可能な疑い」を指摘できることというよりは、私見である【検討２

－２】の分析結果同様、第一審判決の「合理的疑い」を指摘できることに他な

                                                   
1 3 0  井戸・前掲注１０５  ７２頁。  
1 3 1  井戸・前掲注１０５  ６９頁。  
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らない。よって、有罪破棄と無罪破棄を区別する理由は、私見【検討２－２】

のように、上訴審が第一審判決の「合理的疑い」を指摘したと捉えた方が、そ

の本質を正確に理解しうると考える。  

（２）【問題点２】【検討２－１】【検討２－２】の分析結果と整合しない  

ⅰ  論理則・経験則違反説  

【検討２－１】のとおり、第一審判決に重大な「論理則・経験則」違反があ

れば、上訴審は第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘できる。

そして、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決は、控訴審判決が第一審判決

の「論理則・経験則」違反を指摘したとはいえないと判断している（第２章参

照）。それゆえ、同最高裁判決が論理則・経験則違反説を採用したと捉えること

が可能のように思える。  

しかしながら、問題は、論理則・経験則違反説を採用したと捉えることが、

チョコレート缶事件控訴審判決とは異なる事案、すなわち、有罪破棄事案にも

あてはまるかにある。【検討２－２】のとおり、有罪破棄の場合、上訴審は、「論

理則・経験則」違反を具体的に指摘できなくても、「合理的疑い」があることを

指摘できれば、第一審判決を破棄することができる。そして、チョコレート缶

事件最高裁判決は控訴審判決との関係では有罪破棄事案にあたる。それゆえ、

同最高裁判決においても、他の有罪破棄事案同様、上訴審の段階で「合理的疑

い」が生じたことを破棄理由に用いている（第２章参照）。このことからすると、

同最高裁判決は、有罪破棄の場合は、論理則・経験則違反説を採用していない。

よって、同最高裁判決は、論理則・経験則違反説を採用したと捉えることはで

きない 1 3 2 。  

ⅱ  合理性説  

                                                   
1 3 2  廣瀬健二「覚せい剤密輸入事件における故意と共謀の認定  控訴審における事実

誤認の審査方法」刑事法ジャーナル３９号（２０１４年）１４５頁では、有罪破棄

事案、無罪破棄事案の両事案において、論理則・経験則違反説が採用されたと理解

している。しかしながら、廣瀬の分析は、無罪破棄事案である【判例１】チョコレ

ート缶事件控訴審判決、【判例２】平成２５年４月覚せい剤事件最高裁決定の分析に

とどまるものであり、有罪破棄事案の分析をすることなく、有罪破棄事案、無罪破

棄事案の両事案において、論理則・経験則違反説が採用されたと理解するものであ

る。  



- 96 - 

確かに、合理性説が指摘するとおり、第一審判決に「論理則・経験則」違反

がない場合であっても、上訴審が第一審判決を破棄することはあり得るとする

点は、私見としても納得しうるものである。しかしながら、合理性説の理解で

は、【特徴２－１】のとおり、合理性説がいうところの第一審判決の「論理則・

経験則」違反を指摘できる場合とは、無罪破棄事案に特徴的であるということ

に応えることができない。同様に、【検討２－２】のとおり、合理性説がいうと

ころの第一審判決に「論理則・経験則」違反がない場合であっても「不合理さ

ことを指摘できる」場合とは、有罪破棄事案に特徴的である 1 3 3 ということに

も応えることができない。  

このように、単に上訴審が第一審判決を破棄しうることの説明ではなく、「有

罪破棄と無罪破棄の違いを意識」したより詳細な説明を試みるとき、合理性説

の説明のみでは、【検討２－１】【検討２－２】に整合するような十分な説明が

できないのである。  

 ⅲ  区別説  

確かに、区別説が指摘するとおり、有罪破棄と無罪破棄を区別している点は、

私見としても納得しうるものである。しかしながら、有罪破棄と無罪破棄とを

区別する理由を「書面審査上説明可能な疑い」に求めることに疑問があること

は、前述したとおりである。  

（３）多数説に問題が生じる理由  

このように、派生説を含め、多数説には、【問題点１】【問題点２】があるこ

とがわかる。このような問題点が生じる理由は、多数説の理解が、事後審論 1 3 4

に固執する 1 3 5 あまり、憲法上の原則である「合理的疑いを超えた証明」の観

                                                   
1 3 3  原田・前掲注１１１  １２７頁では、上訴審が第一審判決の「有罪判決に対し無

罪との一応の心証をとった」場合であっても、「論理則・経験則等の観点から合理的

に説明できなければ」第一審を破棄することはできない。そのことは、上訴審が第

一審判決の「無罪判決に対して有罪との一応の心証を採った場合も同様である」と

する。  
1 3 4  なお、多数説が事後審論に固執するのは、第１章で述べたように、第一審にお

ける直接主義・口頭主義の尊重によるものと思われる。  
1 3 5  中川・前掲注１０６  ９０６頁によれば、後藤・前掲注１２  ２９２頁～２９３

頁を引用し、上訴審が事後審とされたのは、上訴審の負担超過を回避するためであ
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点から一貫性のある理論的研究をなす姿勢に欠けていることに起因すると思わ

れる 1 3 6 。一貫性のある理論的研究を進めるためには、以下に述べるように、

刑事訴訟法レベルの事後審論の観点からではなく、憲法上のレベルである「合

理的疑いを超えた証明」を出発点とした議論をなす必要 1 3 7 がある。  

 

第３  【検討３－２】について  

以上述べ たとおり 、事 後審論を出発点とする多数説の理解には問題がある。

【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決を正確に理解するためには、「合理的

疑いを超えた証明」を出発点とする議論が必要である。実際に、刑事裁判では、

被告人を有罪とする場合、犯罪事実について「合理的疑いを超えた証明」が要

求されている 1 3 8 。そのため、この「合理的疑いを超えた証明」とは何か、す

なわち、どのような場合であれば「合理的疑いを超えた」といえるかが重要で

あるといえる。  

１  「合理的疑いを超えた証明」とは何か  

（１）わが国における「合理的疑いを超えた証明」の定義  

この点について、わが国における「合理的疑いを超えた証明」の定義は、以

下のような抽象的な表現が用いられてきた。たとえば、「『道徳的な確実さ』、す

なわち、裁判官が、良心に従って、まちがいないと信じたとき、というのが、

最も妥当な説明であろうと思われる 1 3 9 」とするものや、「神ならぬ人間が判断

することだから１００パーセントの真実までは要求されないが、通常人なら誰

                                                                                                                                                                           
るとする。それゆえ、このような政策論から出発した概念が「事実誤認の審査につ

いて一義的な帰結をもたらすことはそもそも不可能」であるとする。すなわち、「事

実誤認の審査基準をどうすべきかを考察するにあたり、事後審論は無内容なのであ

る」。  
1 3 6  中川・前掲注１０６  ９０８頁では、論理則・経験則違反説と心証優先説のいず

れかをとるかにより、検討方法が根本的に変わるものではないと指摘する。すなわ

ち、このような論理則・経験則違反説と心証優先説の対立は、「事後審のもとでどの

ように説明すれば上訴審の判断のほうが『正しい』と理屈付けられるかをめぐるレ

トリック合戦にすぎない」。  
1 3 7  中川・前掲注２５  ２頁。  
1 3 8  後藤・前掲注１２  ３０８頁～３０９頁。  
1 3 9  平野龍一『刑事訴訟法』（有斐閣、１９５８年）１８９頁。  
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でも疑問を抱かない程度の確実さ 1 4 0 」とするものがある。そのほかにも「『絶

対的な真実』までは要求されないが、通常人である限り疑問を投じようとしな

いだけの高度の蓋然性 1 4 1 」とするものがある。  

（２）わが国における「合理的疑いを超えた証明」の定義には問題がある  

   しかしながら、以下に述べるように、わが国における「合理的疑いを超えた

証明」の定義には問題がある。  

ⅰ  「合理的疑い」に「他者の納得」が含まれているという問題点  

  まず、「合理的疑い」に「他者の納得」が含まれているという問題点がある。

ここで、「合理的疑いを超えた証明」の発祥であるアメリカの判例Ａｎｔｏｍｍ

ａｒｃｉ事件を参照する。同事件の第一審判決は、「合理的な疑い」について述

べたアレン説示 1 4 2 を引用し、「合理的疑い」について説明している。しかしな

がら、同事件の控訴審にあたるニューヨーク高等裁判所 1 4 3 は、アレン説示の

「合理的疑い」の定義を否定しているのである。具体的には、以下のとおりで

ある。  

第一審判決が引用したアレン説示では、「合理的疑い」を次のように説明して

いる。すなわち、アレン説示によれば、「合理的疑い」とは、陪審員内で議論が

まとまらない場合、「合理的疑い」があると判断した者に対し、「より積極的な

説明」を行うべきことを要求しうるものである。このようなアレン説示に対し、

ニューヨーク高等裁判所は、次のように反論している。すなわち、同高等裁判

所によれば、「合理的疑い」とは、証拠に基づき理由を説明できる 1 4 4 ものであ

るとする。そのうえで、アレン説示は、無罪と判断する者に対し、「説明をする

義務を負わせた」点において、「許容範囲を超えている」。なぜなら、「合理的疑

いを超えた証明」をする責任は、常に検察官にあるからである 1 4 5 。要するに、

同高等裁判所は、「合理的疑い」とは、証拠に基づき理由を説明できればよいの

                                                   
1 4 0  田宮裕『刑事訴訟法〔新版〕』（有斐閣、１９９６年）３０３頁。  
1 4 1  松尾浩也『刑事訴訟法（下）』（弘文堂、１９８２年）２３頁。  
1 4 2  Al len v.United States ,  164 U.S.492,501-502(1896) .  
1 4 3  People  v.Antommarchi ,604 N.E.2d 95(N.Y.1992) .  
1 4 4  同様の趣旨の判例として People  v.Guidici ,3  N.E.493(N.Y.1885) .  
1 4 5  People  v.Antommarchi ,604 N.E.2d at97-98.  
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であり、そのことを「合理的疑いがない」と判断した他者に対し説明すること

を要求するものではないと考えているのである。このように、アメリカの判例

では、「合理的疑い」に「他者の納得」が含まれない 1 4 6 ことがわかる。  

しなしながら、わが国においては、前述のとおり、「合理的疑いを超えた証明」

を抽象的概念と捉えてきた。そのため、その弊害として、わが国における「合

理的疑い」には、「他者の納得」が含まれている 1 4 7 。ここでいう他者とは、上

訴審裁判官を指す。すなわち、他者である上訴審裁判官が第一審判決の抱いた

「合理的疑い」に納得しないのであれば、容易に結論を破棄するといったよう

に、上訴審の独断的な判断が横行している 1 4 8 のである。  

 ⅱ  「 moral  certainty」の理解に関する問題点  

   次に、「合理的疑いを超えた証明」の語源である「 moral  certainty」の理解

に関する問題がある。従来、わが国では、「 moral  certainty」＝「道徳的な確

実さ」と表現されてきた 1 4 9 。この「 moral  certainty」＝「道徳的な確実さ」

という表現は、以下の著名な文献においても、同様に用いられている。たとえ

ば、ベッカリーアの『犯罪と刑罰』の原文にある「 la  certezza  morale」は、

英語の「 moral  certainty」に該当する 1 5 0 。そして、原語から「道徳的確実

性 1 5 1 」と翻訳されたと思われるものもある。同様に、ラートブルフの『一法

律家の生涯  Ｐ .Ｊ .アンゼルム・フォイエルバハ伝』の原文にある「 vollständige  

moralishe  Gewißheit 1 5 2 」は、英語の「 moral  certainty」に該当する 1 5 3 。

                                                   
1 4 6  中川・前掲注２５  ２１３頁。  
1 4 7  中川孝博「再審請求審のライト化に向けて」季刊刑事弁護９１号（２０１７年）

８２頁では、「ある疑いを合理的疑いと認めるか否かは人によって異なることを法的

に承認しなければならない」とする。  
1 4 8  中川・前掲注２５  ２１４頁～２１５頁。  
1 4 9  平野・前掲注１３９  １８９頁では、「『道徳的な確実さ』（ moral certainty）」

と表記されている。  
1 5 0  ベッカリーア／小谷眞男訳『犯罪と刑罰』（東京大学出版会、２０１１年）１６

２頁。  
1 5 1  ベッカリーア／風早八十二訳『犯罪と刑罰（封建的刑罰制度の批判』（刀江書院、

１９２９年）３４頁、佐藤晴夫訳「ベッカリアの『犯罪と刑罰論』」（矯正協会、１

９７６年）１０３頁。  
1 5 2  Radbruch,Paul  Johann Anselm Feuerbach :e in  Juristenleben erzählt  von 
Gustav Radbruch,2 Aufl . ,1957,S.201.  
1 5 3  西村克彦「比較伝記考－刑法学者フォイエルバハの場合」警察研究５５巻１１
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そして、これは「完全な道徳的確信 1 5 4 」と表現されている。しかしながら、

このように「 moral  certainty」＝「道徳的な確実さ」と表現することには問

題がある。  

   第一に、「 moral  certainty」には「道徳的な確信さ」という意味はない 1 5 5 。

たとえば、田中英夫編集『英米法辞典』 1 5 6 では、「 moral  certainty」を「高

度の蓋然性」、「 moral evidence」を「蓋然的証拠」と翻訳している。また、小

山貞夫編著『英米法律辞典』 1 5 7 では、「 moral  certainty」を「高度の主観的

確実性 1 5 8 」、「 moral evidence」を「確信的証拠」、「 moral」を「確信できる、

事実上の 1 5 9 」と翻訳している。実際に、ベッカリーアの『犯罪と刑罰』につ

いて、「 la  certezza  morale」は、「いかにももっともだと思えるような確実

性」という翻訳が妥当であるという指摘 1 6 0 がある。同様に、ラートブルフの

『 一 法 律 家 の 生 涯  P.J. ア ン ゼ ル ム ・ フ ォ イ エ ル バ ハ 伝 』 に つ い て も 、

「 vollständige moralishe Gewißheit」は、「英語の moral evidence（当てに

できる証拠）と同様に、『まったく蓋然性の強い確からしさ』の意味でなければ

ならない」という指摘 1 6 1 がある。これらのことからすると、「 moral certainty」

とは、判断者の内心ではなく、判断のもととなる証拠を意味しているというこ

                                                                                                                                                                           
号（１９８４年）８９頁。  
1 5 4  ラートブルフ／菊池榮一、宮澤浩一訳『一法律家の生涯Ｐ .Ｊ .アンゼルム・フ

ォイエルバハ伝』（東京大学出版会、１９６３年）３００頁。  
1 5 5  平野・前掲注１３９  １８９頁では「『道徳的な確実さ』（ moral  certainty）」と

のみ表記している。それゆえ、平野がアメリカのどの文献を引用し、「道徳的な確実

さ」と翻訳したかは不明である。しかしながら、平野・前掲注１３９の出版年度が

１９５８年であることからすると、平野が、同書より以前に出版された風早前掲注

１５１  ３４頁「道徳的確実性」に依拠した可能性は高いと考えられる。  
1 5 6  田中英夫編集『英米法辞典』（東京大学出版会、１９９１年）５６６頁。  
1 5 7  小山貞夫編著『英米法律辞典』（研究社、２０１１年）７１７頁。  
1 5 8  小山・前掲注１５７  ７１７頁では、「 moral   certainty」について、「かつては

合理的疑い（ reasonable  doubt）の余地のない程度の主観的確実性を指し、合理的

疑いの余地のない証明（ proof  beyond(a)reasonable  doubt）の同義語として用いら

れていた」。しかしながら、「現在ではそれと区別して、それを超える絶対的な主観

的確実性を示す語として用いられている」とする。  
1 5 9  小山・前掲注１５７  ７１７頁では、「 moral」について、①道徳上の、徳義の、

倫理的な、②精神的な、心の、③確信できる、事実上のという３つの翻訳があると

する。  
1 6 0  小谷・前掲注１５０  １６２頁。  
1 6 1  西村・前掲注１５３  ８９頁。  
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とがわかる。つまり、判断者自ら直接知覚するのではない、「間接的な証拠（ moral 

evidence）」に依拠した場合における確実性を意味する 1 6 2 ものである。  

第二に、「 moral certainty」の発祥であるアメリカ判例の理解が不十分であ

る。具体的には、 Webster 事件 1 6 3 ショー判事の説示に着目する必要がある。

このショー判事の説示では、「合理的疑い」とは何かという問いかけに対し、次

のように回答している。すなわち、「全ての証拠を全体的に比較し、考慮した後」、

「陪審員達の頭の中を、告発が真実であるということを moral certainty の程

度に揺ぎなく確信することができない状態にすること 1 6 4 」というわけである。

このようなショー説示から示唆されるように、「 moral certainty」とは、一個

人の心証状態のみを指すものではなく、客観的概念をいうとされる。つまり、

客観的概念であるため、「偏見なく判断する者ならば誰でも合意する」ことが定

義上含まれている 1 6 5 のである 1 6 6  1 6 7  1 6 8 。  

（３）「合理的疑いを超えた証明」の定義  

以上のことを踏まえ、近時、「合理的疑いを超えた証明」について、以下のよ

うな説明をする学説が登場している。同学説によれば、「合理的疑い」とは、以

下のことを指す 1 6 9 。  

                                                   
1 6 2  中川・前掲注２５  ２０２頁。  
1 6 3  Commonwealth v.Webster,59 Mass. (5  Cash)295.  
1 6 4  中川・前掲注２５  １９８頁。  
1 6 5  中川・前掲注２５  ２０２頁～２０３頁。  
1 6 6  高田昭正「情況証拠と合理的疑いを超える証明－アメリカ法を中心として」大

阪市立大學法學雑誌４０巻４号（１９９４年）２６０頁では、ショー説示で用いら

れている moral certainty を「自らの心に恥じないで確実（ moral certainty）だと

いうほどに、感じたかどうか」と翻訳している。しかしながら、「 moral」を道徳的

な意味と捉えることに問題があることは、前述したとおりである。  
1 6 7  中川・前掲注２５  ２０３頁～２０７頁によれば、近時のアメリカでは、「 moral 

certainty」という表現が使用されない傾向にあるという。なぜなら、アメリカにお

いても、近時、「 moral certainty」が「道徳的確実性」という意味に誤って捉えら

れ、陪審に誤解を与える可能性が高いという批判があるからである。しかしながら、

実情としては、「 moral certainty」に代わる適切な表現はないということである。  
1 6 8  「合理的疑いを超えた証明」の歴史的発展に関しては、バーバラ・Ｊ・シャピ

ロ／庭山英雄、融祐子訳『「合理的疑いを超える」証明とは何か－英米証明理論の史

的展開』（日本評論社、２００３年）１頁～４３頁参照。なお、同７頁～８頁、１３

頁などにおいても、「 moral certainty」を「道徳的確実性」と翻訳していることに

注意する必要がある。  
1 6 9  中川・前掲注１０６  ９０７頁。なお、中川は、このような要素を「主観的概念

としての合理的疑いを超えた証明」と表記している。  
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①  証拠あるいは証拠の不存在に基づく疑い 1 7 0 。  

②  自身の疑いが証拠のどこから生ずるかを一応言語で指摘できるならば、そ

れは合理的疑い。  

③  自身の疑いが他者に納得させうるものであるかを考慮する必要はない。  

④  自身の疑いを解消させうる説明が可能であったとしても、それが自身の疑

いを否定する根拠になるわけではない。  

そのうえで、「合理的疑いを超えた証明」とは、以下のことを指す 1 7 1  1 7 2  1 7 3  

1 7 4 。  

①  「直接に知覚できず、媒介（証拠）を通じて間接的に知覚されている」こ

と。  

②  「偏見なく判断する者すべてが結論に同意すること」。  

 

２  【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決の判断基準は  

「合理的疑いを超えた証明」に起因する  

  以上のような 「合理 的疑いを超えた証明」の定義をふまえると、【判例１】

チョコレート缶事件最高裁判決について、以下のようにまとめることができる。 

                                                   
1 7 0  Vgl .  BVerfG NJW 03,2444,2445.罪責の認定は、強固な証拠基盤に基づき、証明

結果が正しいとの客観的に高度な蓋然性を要する。  
1 7 1  中川・前掲注１０６  ９０７頁。なお、中川は、このような要素を「客観的概念

としての合理的疑いを超えた証明」と表記している。  
1 7 2  中川孝博『刑事裁判・少年審判における事実認定―証拠評価をめぐるコミュニ

ケーションの適正化』（現代人文社、２００８年）２４０頁では、このような「合理

的疑いを超えた証明」は、判断者が裁判員か職業裁判官かにより異なるものではな

いとする。  
1 7 3  「合理的疑いを超えた証明」の定義に対する他の論説として、長島敦『刑事司

法をめぐる学理と実務』（成文堂、１９９０年）１３０頁、野間禮二「犯罪の証明

－確信と合理的疑いを超える証明－」判例タイムズ８８８号（１９９５年）４頁～

１８頁などがある。これらの論説は、事実認定が完了するためには、上訴審が第一

審判決を是認することが必要であるとし、その際用いられるのが「合理的疑いを超

えた証明」であるとする。しかしながら、そのような説明では、「合理的疑いを超え

た証明」自体が何を意味するのかは不明確なままである。  
1 7 4  近時、「合理的疑いを超えた証明」の定義について整理した論説として、村瀬均

「『合理的疑いを超える証明』について」「植村立郎判事退官記念論文集」編集委員

会編『現代刑事法の諸問題  植村立郎判事退官記念論文集第１巻』（立花書房、２０

１１年）３５０頁～３５３頁、高平奇恵「合理的疑いの役割」川崎英明、白取祐司

編『刑事訴訟法理論の探究』（日本評論社、２０１５年）２２０頁～２２９頁などが

ある。  
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（１）  【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決の意義  

まず、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決は、有罪破棄、無罪破棄にか

かわらず、上訴審の段階で「合理的疑い」を払拭することを要求し、それがで

きないのであれば無罪とせざるを得ないということを意図している 1 7 5 ことが

わかる。  

なぜなら、有罪破棄の場合、たとえ第一審で証拠に基づき「合理的疑いを超

えた証明」がなされたとしても、上訴審で「合理的疑いが残る」と判断されれ

ば、それは偏見なく判断する者ならば誰でも合意する状態には達していないこ

とになるからである 1 7 6 。それゆえ、【検討２－２】で分析したとおり、上訴審

で、第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘しなくても、「合理的

疑いが残る」ことの指摘があれば、第一審判決を破棄することができる。実際

に、チョコレート缶事件最高裁判決は、上訴審の段階で「合理的疑い」が生じ

たことを破棄理由に用いている（第２章参照）。  

他方、無罪破棄の場合、いくら上訴審が証拠に基づき「合理的疑いを超えた

証明」をしたとしても、第一審が「合理的疑いが残る」と判断している以上、

第一審の「合理的疑い」が払拭されたとはいえず、偏見なく判断する者ならば

誰でも「合理的疑いを超えた」状態に達しているとは言いがたい 1 7 7 。それゆ

え、上訴審で第一審の「合理的疑い」を払拭する必要があり、そのため、【検討

２－１】で分析したとおり、上訴審で第一審判決の「論理則・経験則」違反を

具体的に指摘し、第一審判決の【無罪仮説】が証拠上導けないことを指摘する

必要がある 1 7 8 。実際に、チョコレート缶事件最高裁判決は、上訴審の段階で

第一審判決の「合理的疑い」を断ち切る必要があるとする（第２章参照）。  

（２）「無辜の処罰」回避のための施策であること  

                                                   
1 7 5  高平・前掲注１７４  ２３０頁～２３１頁では、合理的疑いの観点から、有罪破

棄と無罪破棄を分けるべきとする。高平は、具体的に「論理則・経験則」違反とは

どのような場合かを論じてはいないものの、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判

決について、私見と同じ理解に立つものと思われる。  
1 7 6  中川・前掲注７０  １０３～１０４頁。  
1 7 7  中川・前掲注１０６  ９１３頁。  
1 7 8  中川・前掲注２５  ２４１頁。  
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このように、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決は、有罪破棄、無罪破

棄にかかわらず、上訴審の段階で「合理的疑い」を払拭することを要求し、そ

れができないのであれば無罪とせざるを得ないということを意図していること

がわかる。そして、その背後には、刑事訴訟法が最も重視する「無辜の処罰」

回避を考え、その施策として、刑事裁判でどのような適切な対応をすべきかが

重要視されているという理念があると思われる。具体的には、以下のとおりで

ある。  

すなわち、有罪破棄の場合であれば、直接主義・口頭主義のもとに行われた

第一審で、論理則・経験則上「合理的疑いを超えた」とされた判断を、上訴審

で破棄する場合である。この場合、「疑わしきは被告人の利益に」を考えるのな

ら、上訴審が抱いた「合理的疑いが残る」という判断を尊重すべきは当然であ

る。そのため、【検討２－２】で述べたように、上訴審において、第一審判決の

「論理則・経験則」違反を具体的に指摘しなくても、第一審判決に「合理的疑

い」があることを指摘できれば、「等」を理由に第一審判決を破棄することがで

きるとすることで、無実である者を有罪としないよう、「疑わしきは被告人の利

益に」を保障するための柔軟な判断 1 7 9 が求められている 1 8 0  1 8 1  1 8 2 。  

他方、無罪破棄の場合、直接主義・口頭主義のもとに行われた第一審で、論

                                                   
1 7 9  中川孝博「経験則の機能」季刊刑事弁護９０号（２０１７年）２９頁では、水

掛け論に陥ってしまった際、無罪と考えている者の意見を優先させることが、冤罪

のリスクを減らすことにつながるとする。  
1 8 0  法政大学法科大学院刑事事実認定研究会「『第９回刑事事実認定研究会』結果報

告―糸島放火事件を素材として―」法政法科大学院紀要１１巻１号（２０１５年）

３４頁では、第一審が直接主義・口頭主義に基づく認定であることをどう処理すべ

きかについて、直接主義・口頭主義が刑事訴訟法上の原則であるのに対し、「疑わし

きは被告人の利益に」が憲法上の原則であることからすれば、後者が優先されるべ

きとする。  
1 8 1  船山泰範『刑法を学ぶための道案内』（法学書院、２０１６年）１９５頁では、

刑事裁判における事実認定を正しく行うためには、「実体的真実主義」に与するので

はなく、有罪認定に疑問が残るときは「疑わしきは被告人の利益に」の原則により

有罪ではないと判断すべきであるとする。なお、船山のこのような見解は、田宮・

前掲注１４０  ７頁に依拠するものである。  
1 8 2  【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決が上訴審の事後審性を確認したと理

解する多数説（論理則・経験則違反説、および同説から派生した合理性説、区別説）

は、いずれも第一審の「直接主義、口頭主義」を重視している。しかしながら、私

見としては、有罪破棄の場合、「直接主義、口頭主義」より「無辜の処罰」回避の方

がより重要な理念と考える。  
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理則・経験則上「合理的疑いが残る」とされた判断を、上訴審で破棄する場合

である。しかし、刑事訴訟法の大原則である「疑わしきは被告人の利益に」を

考えた場合、上訴審において第一審が「合理的疑いが残る」とした判断を容易

に破棄することは許されず、そのような事態を回避する必要がある。だからこ

そ、【検討２－１】で述べたように、第一審判決の「論理則・経験則」違反を具

体的に指摘し、第一審の【無罪仮説】が証拠上導けないことを指摘せよといっ

た負荷を付けることで、「疑わしきは被告人の利益に」を保障するためのいわば

安全弁の役割が必要となる 1 8 3 。  

（３）  「等」に照らして不合理であることの意味  

なお、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決が「論理則・経験則等
．
（傍点

は筆者による）に照らして不合理」としていることについては、以下のように説

明することができる。すなわち、同最高裁判決が、「等」に照らして不合理とし

ているのは、上訴審が第一審判決の誤りを指摘する際、その指摘対象が、第一審

判決の重大な「論理則・経験則」違反に限定されない 1 8 4 ことの表れである。つ

まり、同最高裁判決は、上訴審で第一審の判断を破棄する場合、すべての事案に

対し、第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に示すことを要求するもの

ではない。具体的には、有罪破棄の場合は、「等」を用い（第一審判決に「合理

的疑い」があることを指摘できればよい）、無罪破棄の場合は「等」を用いるこ

とはできない（第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘することが

必要である）というように、それぞれの事案に応じて、「等」を使い分けること

を要求していると捉えることができる。有罪破棄、無罪破棄に応じて、適切な処

置を取り得る余地を残した指摘というわけである。  

 

                                                   
1 8 3  第１章で論じたように、経験則は無限であるという性質を有する。それゆえ、

第一審判決で認定した事実以外が上訴審で許容されることはありえる。しかしなが

ら、「無辜の処罰」回避の観点からいえば、有罪破棄の場合は、第一審判決で認定し

た【有罪仮説】以外の事実（すなわち、【無罪仮説】）が上訴審で許容されるものの、

無罪破棄の場合は、第一審で認定した【無罪仮説】以外の事実（すなわち【有罪仮

説】）が上訴審で許容されることがあってはならない。  
1 8 4  中川・前掲注４４  １３１頁。  
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第４  本章小括  

１  【検討３－１】【検討３－２】の分析結果  

   【検討３－１】の分析結果  

     チョコレート缶事件最高裁判決は、上訴審の事後審性を確認したという

多数説の理解では説明ができない。  

   【検討３－２】の分析結果  

     チョコレート缶事件最高裁判決は、有罪破棄、無罪破棄にかかわらず、

上訴審の段階で「合理的疑い」を払拭することを要求し、それができな

いのであれば無罪とせざるを得ないということを意図している。  

 

２  私見に対しては、多数説とは異なる観点から批判がある  

以上のような【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決に関する私見からは、

【検討２－２】の分析結果のとおり、有罪破棄の場合、上訴審が第一審判決に

対して「合理的疑い」の指摘ができれば、第一審判決、控訴審判決を破棄する

ことが可能と考えうる。しかしながら、このような私見に対しては、多数説と

は異なる観点、すなわち、最高裁が有罪破棄をしたこと自体
．．．．．．．．．．．

に対する批判がな

されている。そこで、第４章で検討することは、以下のとおりである。  

【検討４－１】有罪破棄事案を批判する立場に関する分析。  

【検討４－２】「合理的疑い」の程度に関する分析。  
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第４章  【提言２】「合理的疑い」の程度  

 

第１  はじめに  

前章までに述べた私見に対しては、多数説とは異なる観点、すなわち、最高

裁が有罪破棄をしたこ
．．．．．．．．

と自体
．．．

に対する批判 1 8 5 がなされている。そこで、第４

章で検討することは、以下のとおりである。  

【検討４－１】有罪破棄事案を批判する立場に関する分析。  

【検討４－２】「合理的疑い」の程度に関する分析。  

 

第２  【検討４－１】について  

 １  有罪破棄事案に対する批判  

   最高裁が有罪破棄をしたこと自体に対する批判 1 8 6 があるのは、【判例４】防

衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決、【判例５】千葉強姦事件最高裁判決である。

第２章で述べたように、防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決は、（１）（２）（３）

を理由として、被害者供述に「合理的疑い」があるとしている。同様に、千葉

強姦事件最高裁判決は、（１）（２）を理由として、被害者供述には「合理的疑

い」があるとする。有罪破棄事案を批判する立場は、このような最高裁判決の

「合理的疑い」の指摘に対し、「強姦神話 1 8 7 」に基づく指摘と批判 1 8 8  1 8 9  す

                                                   
1 8 5  福井厚「犯罪被害者と検察審査会制度（下）－デュポールの『公序』概念を手

掛かりとして－」京女法学７号（２０１４年）９０頁では、有罪破棄事案に対する

批判は、「ジェンダーバイアス」と「冤罪バイアス」の対立に起因するものであると

する。  
1 8 6  第３章で述べたように、多数説は、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判

決について、論理則・経験則違反説をベースにするものであり、その点では私見と

は意見が異なる。しかしながら、多数説も同最高裁判決が有罪破棄したこと自体を

批判するものではく、その点では私見と同意見である。  
1 8 7 第二東京弁護士会司法改革推進二弁本部ジェンダー部会司法におけるジェンダ

ー問題諮問会議編『事例で学ぶ司法におけるジェンダー・バイアス』（明石書店、２

００３年）２９６頁では、「強姦神話」の具体例を列挙している。  
1 8 8  雪田樹里「性刑法の運用上の諸問題」大阪弁護士会人権擁護委員会性暴力被害

検討プロジェクトチーム編『性暴力と刑事司法』（信山社、２０１４年）２８頁では、

性犯罪における無罪判決について、「被害者の供述の信用性を判断する前提となる事

実認定において、真正面から裁判官個人の歪んだ価値観、ジェンダーバイアスが『経

験則』という名のもとで用いられている」とする。同様の指摘として、浅倉むつ子

「『法の世界』におけるジェンダー主流化の課題」ジェンダー法研究１号（２０１４
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る 1 9 0  1 9 1 。具体的には、以下のような批判 1 9 2 である 1 9 3  1 9 4 。  

  【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決  

（１）回避行動をとらなかったことに対する批判  

「本件は超満員電車内での痴漢事件であり、そのこと自体の恐怖や、

                                                                                                                                                                           
年）１０頁。  
1 8 9 吉田・前掲注６７  ２７頁では、このような「強姦神話」に基づく認定を回避す

るためには、女性の経験則に基づく認定が必要であるとする。このような吉田の見

解は、性犯罪に関する事実認定をする際、職業裁判官、裁判員にかかわらず、判断

者の中に女性を入れるべきという見解に結びつくものである。  
しかしながら、拙稿「法と心理第１７回大会ワークショップ  ジェンダーバイアス

と冤罪バイアス―事実認定における両バイアス克服の調整を目指して」法と心理１

７巻１号（２０１７年）６６頁～６７頁［福井発言］では、判断者の中に女性を入

れるべきとの見解には疑問があるとする。なぜなら、経験則は無限であり、男性と

男性、女性と女性といった同性間でも、経験則は異なる可能性があるからである。

福井によれば、身分によって経験則は違うというのであれば、被告人を裁く者は、

被告人と同じ身分の者によるべきという議論がなされたことがあるという。例えば、

モンテスキューは、『法の精神』の中で、君主と市民の経験則は異なるのであるから、

被告人は市民の経験則によって裁かれるべきであるとする。さらにベッカリーアは、

『犯罪と刑罰』の中で、裁く者の半分は被告人と同じ身分の者、残りの半分は被害

者と同じ身分の者とし、被告人はそれらの者の経験則によって裁かれなければなら

ないとする。ところが、このような主張に対し、フォイエルバッハは『陪審裁判所

に関する諸考察』において異議を唱えている。フォイエルバッハによれば、厳密な

意味で、被告人や被害者と全く同じ経験則を有する者はいないのであるから、被告

人が、被告人や被害者と同じ経験則を持つ者によって裁かれることは実現不可能で

ある。仮に、実現可能であったとしても、被告人と同じ経験則を持つ者は「被告人

に有利に」事実認定をするし、被害者と同じ経験則を持つ者は「被害者に有利に」

事実認定をするのであるから、そのような判断は、かえって正義に反するというの

である（福井厚訳「〔フォイエルバッハ〕陪審裁判所に関する諸考察（３）」京女法

学１１号（２０１７年）２１７頁以下参照）。このような福井発言からすると、前述

の吉田の見解が妥当であるとは思えない。  
1 9 0  Vgl .BGH NStZ 92,347;BGH StV 94,359,526;BGHSt 44,153,158 f . ;44 256.証人

が法廷で虚偽供述をした場合、偽証罪に問われる。しかしながら、そのことを理由

として、被告人供述よりも証人供述の信用性が高いとされることはない。  
1 9 1  拙稿・前掲注１８９  ６３頁～６５頁にて、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件

最高裁判決を題材とした心理実験を行った。同実験では、被験者の有する「ジェン

ダーバイアス」と最高裁判決（１）（２）（３）との間に有意性はうかがえなかった。

なお、同実験については、今後の研究でさらに推考する予定である。  
1 9 2 吉田・前掲注６７  １９頁～２２頁、３４頁～３６頁。なお、このような吉田の

批判は、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決、【判例５】千葉強姦事件最

高裁判決における反対意見を支持し、同反対意見をベースとするものと思われる。  
1 9 3  田中嘉寿子「性犯罪の被害者の供述の信用性に関するあるべき経験則について

－防災心理学の知見の応用：正常性バイアスと凍り付き症候群―」甲南法務研究１

１号（２０１５年）５９頁～６１頁では、被害者が回避行動、逃走行動などをとれ

ないのは、「凍り付き症候群」によるものであるという指摘がなされている。  
1 9 4  なお、それ以外にも、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決を批判する

ものとして、後藤・前掲注６７  ５７頁～５９頁、宮地・前掲注６７  ３５頁～４９

頁などがある。  
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あからさまに反抗したときの周囲の反応など種々のことを思いめぐ

らせて、被害者が積極的な回避行動にでられなかったとしても、何

ら不思議ではない」。  

   （２）回避行動をとらなかったのに糾弾行動に出たことに対する批判  

      「実際に痴漢被害を経験したことのある女性であれば、身動きできな

い電車の中で、初めは短い間のこととして我慢していた被害者が、

執拗な加害行為を受け続けて、ついに我慢の限界に達し、犯人を捕

らえるため、注意深く観察を始め、近くの駅近くになったときに、

意を決して反撃的行為に出るということは十分にあり得る」。  

   （３）逃走行動に出なかったことに対する批判  

 「明らかな誤解である。被害者が述べているのは『（中略）被告人がま

だいたらドアを変えようと思ったが、被告人を見失って迷っている

うち、ドアが閉まりそうになったので、再び、同じドアから乗った

（中略）』からである」。  

「混雑した電車に乗った経験のある人であれば容易に理解できること

である」。  

  【判例５】千葉強姦事件最高裁判決  

（１）  声をかけられた際、回避行動をとっていないこと  

（２）  連行された際、逃走行動をとっていないこと     に対する批判  

「実際にそのような危機に直面した女性にとって、それ（『ついてこな

いと殺すぞ』と脅された場合であっても、容易に逃げること－筆者

注）は困難なことである」。  

「『殺すぞ』と脅された女性が何よりも強く思うのは『助かりたい』と

いうことであり、そのためには望まなくても相手の脅迫を受け入れ

ざるをえないこともある」。  

   

２  有罪破棄事案を批判する立場の分析  

ここで、上記のような有罪破棄事案を批判する立場の意見を整理してみたい。
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【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決に関する私見からは、【検討２－２】

の分析結果のとおり、有罪破棄の場合、上訴審が第一審判決に対して「合理的

疑い」の指摘ができれば、第一審判決、控訴審判決を破棄することが可能と考

えうる。それゆえ、私見としては、有罪破棄事案である【判例４】防衛大教授

痴漢冤罪事件と【判例５】千葉強姦事件においても、最高裁が第一審判決、控

訴審判決に対して「合理的疑い」の指摘ができれば、第一審判決、控訴審判決

を破棄することが可能と考える。しかしながら、有罪破棄事案を批判する立場

が、私見と同じ理解に立っているかについては、同立場の論者の論説等からは

読み取ることができない 1 9 5 。そこで、以下の仮説を立てたうえ、検討を進め

たい。  

【仮説１】 有罪破棄事案を批判する立場は、上訴審が事後審であることを強

調し、第一審判決に「論理則・経験則」違反がある場合でなけれ

ば有罪破棄をしてはならないと考えている。  

【仮説２】有罪破棄事案を批判する立場も、第一審判決に「合理的疑い」が

あることを指摘できれば有罪破棄をしてもよいと考えているが、

有罪破棄事案の指摘では「合理的疑い」を指摘したとはいえない

と考えている。  

（１）【仮説１】について  

【仮説１】については、【検討３－１】で論じたとおり、事後審であることを

確認したとする多数説の理解には問題があるといえる。それゆえ、有罪破棄事

案を批判する立場が、上訴審が事後審であることを根拠に、同立場を主張して

いるのであれば、同立場の理論が成り立つとは言いがたい。よって、【仮説１】

が成り立つことはない。  

（２）【仮説２】について  

                                                   
1 9 5  拙稿・前掲注１８９  ６８頁～６９頁にて、有罪破棄事案を批判する立場が、ど

のような理論に基づき主張しているか不明であるので、その理論を明らかにする旨

問いを投げかけている。しかしながら、その回答は今のところ見受けられない。な

お、同拙稿は、法と心理学会第１７回大会ワークショップにて報告したものである

が、同報告の質疑においても、有罪破棄事案を批判する立場からの回答はなかった。  
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 ⅰ  「疑わしきは被告人の利益に」を尊重する点に争いはない  

   有罪破棄事案を批判する立場は、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判

決、【判例５】千葉強姦事件最高裁判決について、結論としては「権力者である

被告人（男性）に都合のよい形」の認定をしている 1 9 6 と批判する。しかしな

がら、このような「権力性が、たとえ制度や事実上の権力関係によって強化さ

れている」としても、その権力性は「国家が持っている圧倒的な権力とは同列

のものではない」と判断する。それゆえ、有罪破棄事案を批判する立場として

も、「冤罪を防ぐことが重要であり、『疑わしきは被告人の利益に』という刑事

裁判の大原則はゆるがせにすべきではない」。よって、「『刑事司法の女性化』は、

『疑わしきは被告人の利益に』という大原則と矛盾するものではない」という

のである 1 9 7 。同様に、有罪破棄事案を批判する立場から、「男性支配主義思想」

や「強姦神話」があることを問題視する批判がある。しかしながら、この批判

も「『疑わしきは被告人の利益に』原則と性犯罪被害者の保護は二者択一ではな

く、人権尊重という意味で両立可能」である 1 9 8 というのである 1 9 9 。  

   このような有罪破棄事案を批判する立場に基づくのであれば、有罪破棄事案

を批判する立場も、「疑わしきは被告人の利益に」を尊重する点に争いはないと

いうことになる。つまり、有罪破棄事案を批判する立場も、従来の刑事訴訟法

の理念を変えるようなパラダイム転換を論じてはいない 2 0 0 のである 2 0 1 。結

                                                   
1 9 6  後藤弘子「最高裁判所の無罪判例の分析と問題提起－なぜ性犯罪無罪判決を歓

迎できないのか」大阪弁護士会人権擁護委員会性暴力被害検討プロジェクトチーム

編『性暴力と刑事司法』（信山社、２０１４年）１１６頁。  
1 9 7  後藤・前掲注１９６  １１７頁。  
1 9 8  島岡まな「ジェンダー刑法学入門」法学セミナー７３７号（２０１６年）２７

頁。  
1 9 9  その他の意見として、吉川真美子『女子のための『性犯罪』講義－その現実と

法律知識』（世織書房、２０１０年）１０１頁～１０２頁がある。しかしながら、吉

川は、「合理的疑いを超えた証明」が刑事裁判においてどのような役割を担うかにつ

いて、一般論を展開しているものの、具体的に「合理的疑いを超えた証明」と有罪

破棄事案がどのような関係にあるかについて論じるものではない。  
2 0 0  拙稿・前掲注１８９  ６７頁［福井発言］。  
2 0 1  井上摩耶子「裁判所の『経験則』は正しいか？－誤判を防ぐために」大阪弁護

士会人権擁護委員会性暴力被害検討プロジェクトチーム編『性暴力と刑事司法』（信

山社、２０１４年）１２５頁では、「『疑わしきは被告人の利益に』や『無罪の推定』

の原則は守らなければならない大原則」であるが、「この原則が『疑わしきは男性加

害者の利益に』とすり替えられることがある」とする。そのうえで井上は、【判例４】
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局、有罪破棄事案に対する意見の相違は、被告人が犯人であることについて、

合理的疑いを超えた証明が「なされた」と判断するか、合理的疑いを超えた証

明が「なされていない」と判断するかに由来するものである。そうであるとす

ると、有罪破棄事案を批判する立場が正しいと断言できるのは、同最高裁判決

の指摘では「合理的疑い」の程度には達しておらず、同指摘をもって原審の合

理的疑いを超えた証明は「揺るがない」と言い切れる場合であろう。よって、

同最高裁判決の妥当性を決着させるには、「どの程度」であれば「合理的疑い」

といえるかという問題に帰結する 2 0 2 。  

 ⅱ  「合理的疑い」の程度に関する相違であること  

   では、「どの程度」なら「合理的疑い」といえるのだろうか。以下、【判例４】

防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決那須裁判官補足意見を参照する。なお、那

須裁判官補足意見がいう「疑い」とは、同最高裁判決が（１）（２）（３）を理

由として被害者供述に「合理的疑い」があるとしたことを指すものである（第

２章参照）。  

  （ 防 衛 大 教 授 痴 漢 冤 罪 事 件 最 高 裁 判 決 那 須 裁 判 官 補 足 意 見 ・ 抜 粋 ）  

下 線 は 筆 者 に よ る 。  

「 合 議 体 に お け る 複 数 の 裁 判 官 が 被 害 者 の 供 述 の 信 用 性 に 疑 い を も ち 、 し か も

そ の 疑 い が 単 な る 直 感 や 感 想 を 超 え て 論 理 的 に 筋 の 通 っ た 明 確 な 言 葉 に よ っ て

表 示 さ れ て い る 場 合 に は 、 有 罪 に 必 要 な 「 合 理 的 な 疑 い を 超 え た 証 明 」 は な お

な さ れ て い な い も の と し て 処 理 さ れ る こ と が 望 ま し い と 考 え る （ こ れ は 、『 疑 わ

し き は 被 告 人 の 利 益 に 』 の 原 則 に も 適 合 す る 。）」。  

                                                                                                                                                                           
防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決について、「痴漢に遭って性的自己決定権という

基本的人権を侵害され、傷ついている被害者よりも、なぜ加害者側の防御権の方が

優先されるのだろうか」と批判する。しかしながら、そもそも「疑わしきは被告人

の利益に」とは、真偽不明の場合、加害者の防御権を優先させるものである。  
2 0 2  なお、付言すると、有罪破棄の場合、【検討２－２】第一審判決に「合理的疑い」

があることを指摘できればよいという私見は、次のことを前提とする。それは、有

罪破棄事案を批判する立場の見解も、「一般的な経験則としては成り立つ」というこ

とである。そのことは、第２章で述べたように、有罪破棄事案であれば、そもそも

第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘するものではないことからも

明らかである。私見は、第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘でき

ない場合であっても、第一審判決の「合理的疑い」を指摘できれば、第一審判決を

破棄することができるという理解である。  
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このように、那須裁判官補足意見によれば、被害者供述に対する「疑い」が

「単なる直感や感想を超えて」「論理的に筋の通った明確な言葉によって表示」

されているのであれば、「『合理的な疑いを超えた証明』はなおなされて」おら

ず、「合理的疑い」があることになる。ここで、【検討３－２】で示した学説を

再度引用してみよう。以下のとおりである。  

①  証拠あるいは証拠の不存在に基づく疑い。  

②  自身の疑いが証拠のどこから生ずるかを一応言語で指摘できるならば、そ

れは合理的疑い。  

③  自身の疑いが他者に納得させうるものであるかを考慮する必要はない。  

④  自身の疑いを解消させうる説明が可能であったとしても、それが自身の疑

いを否定する根拠になるわけでなない。  

そうであるとすると、那須裁判官補足意見は、【検討３－２】で示した説と類

似した表現をとっていることがわかる 2 0 3 。すなわち、那須裁判官補足意見で

述べられた「単なる直感や感想を超えて」は①に該当し、また、「論理的に筋の

通った明確な言葉によって表示」は②に該当するということである 2 0 4 。しか

しながら、このような那須裁判官補足意見に対し、有罪破棄事案を批判する立

場は、「『論理的に筋の通った』ものでも『事実によって裏付けられたもの』で

もない」というのである 2 0 5 。そこで問題となるのは、①証拠あるいは証拠の

不存在に基づく疑い、②自身の疑いが証拠のどこから生ずるかを一応言語で指

摘できるならば、それは合理的疑いとは、具体的にどのような場合をいうかで

ある。  

 ⅲ  【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決に関連する問題であること  

                                                   
2 0 3  中川・前掲注１０６  ９１１頁。  
2 0 4  佐藤善博「防衛大教授痴漢冤罪事件再三小判平２１・４・１４事実誤認の判断

基準が問題となった事例②」季刊刑事弁護６５号（２０１１年）５５頁では、【判例

４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決は「単なる直感や感想を超えて」は抽象的

可能性、「論理的に筋の通った明確な言葉によって表示されている」は具体的可能性

であるとする。  
2 0 5  吉田・前掲注６７  ２６頁。なお、吉田がそのような批判をする理由は、【判例

４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決那須裁判官補足意見が「性暴力被害の実態

及び被害者の現実体験」、「超満員電車での通勤を体験した男性の体験」の欠如に由

来することによる。  
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なお、この問題も、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決に関連する問題

であるといえる。なぜなら、同最高裁判決は、「控訴審が第一審判決に事実誤認

があるというためには、第一審判決の事実認定が論理則・経験則等に照らして

不合理であることを具体的に示すことが必要である」というように、第一審判

決の不合理さを「具体的に」示すことを要求しているからである。同最高裁判

決がいう「具体的」とは何かにそって説明するのであれば、次のように整理す

ることができる。無罪破棄の場合は、【検討２－１】で述べたとおり、上訴審は

第一審判決の「論理則・経験則」違反、すなわち、【無罪仮説】が証拠上導けな

いことを示せば、「具体的に示した」といえる（第２章参照）。それに対し、有

罪破棄の場合は、【検討２－２】で述べたとおり、上訴審は第一審判決の「合理

的疑い」を指摘できればよい（第２章参照）。しかしながら、私見としても、有

罪破棄事案 において「 どの程度」なら「合理的疑い 」といえるかについては、

（前章までの論述では）明らかにしていない。  

 

第３  【検討４－２】について  

 １  有罪破棄事案の再分析  

では、①証拠あるいは証拠の不存在に基づく疑い、②自身の疑いが証拠のど

こから生ずるかを一応言語で指摘できるならば、それは合理的疑いとは、具体

的にどのような場合をいうのであろうか。【検討２－２】で述べたように、有罪

破棄事案は、いずれも、第一審判決（【判例７】小山自動車過失事件の場合は、

控訴審判決）の「合理的疑い」を指摘している。しかしながら、有罪破棄に関

する最高裁判決をさらに考察すると、最高裁は、「合理的疑い」を指摘する際、

第２章で検討したこと以外の条件をそろえることを要求しているようである。

その手掛かりとなる意見として、まず、【判例５】千葉強姦事件最高裁判決須藤

裁判官補足意見を分析する。  

（１）【判例５】千葉強姦事件最高裁判決  

   第２章で述べたように、【判例５】千葉強姦事件最高裁判決は、被害者供述の

信用性について、第一審判決、控訴審判決の判断に「合理的疑い」があること
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を指摘することで、有罪破棄した事案である。  

 ⅰ  須藤裁判官補足意見の概要  

被告人は、「年齢が４８歳で、それまで４、５年の間、見知らぬ女性に１００

回以上にわたり手淫等の性行為に協力させていることを自認」している。また、

「本件発生より約１年半後の多数意見第２の２（５）の事件（２００８年６月

に、被告人が行きずりの女性に対し手淫をさせた事件を指す－筆者注）におい

ては、行きずりの女性に報酬支払を装いつつ同様の性行為に及び、携帯電話に

は本件より前の同様の性行為に際して撮影したとみられる淫らな写真が数多く

保存されている」。このような被告人の過去の行為状況からして、被告人は「街

頭で行きずりの女性に声を掛け、巧みに虚言を用いて金銭で刺激するなどして

その女性を性行為の場所まで被告人について来させるという行為」（すなわち、

【無罪仮説】被告人が暴行脅迫を用いていないこと）を選択する傾向にあるこ

とがわかる。確かに、被害者が供述するように、被告人が「通行人がいる路上

であっても粗暴な威圧的言動」（すなわち、【有罪仮説】被告人が暴行脅迫を用

いたこと）をとることはあり得るかもしれない（その場合、被害者が供述する

ように「恐怖を感じてパニックに陥り、後日に振り返ってみれば何とも不可解

なほどの無抵抗状態になって、犯人の意のままになること」も実態としてはあ

り得るかもしれない。）。しかしながら、ある同一目標を達成するための手段と

して、二つの選択肢がある場合、「特段の事情」がない限り、「被害者が通行人

等に対して助けを求めたりする行動に出るというリスク」のある【有罪仮説】

を選択するよりも、「容易かつ安全」である【無罪仮説】を選択するのが我々の

経験則である 2 0 6 。そうであるとすると、被告人が【有罪仮説】を選択したと

                                                   
2 0 6  高野隆、中川孝博、水野智幸、久保有希子「座談会『経験則』の使われ方と問

題点」季刊刑事弁護９０号（２０１７年）１１頁［高野発言］では、経験則を法則

化することを危惧する発言がなされている。それゆえ、【判例５】千葉強姦事件最高

裁判決が「我々の経験則である」と述べていることから、同箇所について同最高裁

判決が経験則を法則化したと考えることができるかもしれない。確かに、第１章で

論じたように、経験は無限であることからすれば、経験則を一定の枠内に限るとす

ることは許されず、経験則を法則化することには問題があるといえる。しかしなが

ら、同最高裁判決は、被告人の過去の行為状況から、被告人が被害者に対して暴行

脅迫を用いていない＝【無罪仮説】を講じると判断しており、証拠なくして【無罪
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する「特段の事情」は「何ら証明されていない」のであるから、被告人が【有

罪仮説】を選択したとは考えにくい。それゆえ、被告人が【有罪仮説】を選択

したとする被害者供述には「疑問を抱かざるを得ない」。よって、「特段の事情」

を考慮することなく、被害者供述から【有罪仮説】を選択したと判断する第一

審判決、控訴審判決に対しては、「合理的疑いが残る」。  

ⅱ  考察  

須藤裁判官補足意見によれば、本件の場合、【無罪仮説】については、証拠か

ら【無罪仮説】が認められている。他方、【有罪仮説】については、証拠上、被

害者供述はあるものの、【無罪仮説】を上回る「特段の事情」は存在しない。こ

れはすなわち、「本件固有の事実」について、【有罪仮説】が【無罪仮説】を上

回るものではないことを意味するものと思われる。これらのことをふまえると、

須藤裁判官補足意見のいう「合理的疑い」とは、以下のように整理することが

できる。  

 ＜１＞  被告人の過去の行為状況から、【無罪仮説】が導かれている。  

 ＜２＞【有罪仮説】については、被害者供述はあるものの、【無罪仮説】を

上回る「特段の事情」はない。それゆえ、「本件固有の事実」につい

て、【有罪仮説】が【無罪仮説】を上回るものではない。  

＜３＞  実際に、被害者供述には、（１）声をかけられた際、回避行動をと

っていない（２）連行時、逃走行動をとっていない（第２章参照）

という点に疑問がある。  

このような「合理的疑い」があるにもかわらず、第一審判決、控訴審判決が

【有罪仮説】があるとしたことに対し、須藤裁判官補足意見は、「合理的疑いが

残る」と判断したものと思われる。  

ⅲ  「合理的疑い」の条件  

以上のことをふまえると、須藤裁判官補足意見が考える「合理的疑い」の条

                                                                                                                                                                           
仮説】を認定しているわけではないのである。つまり、「ある事実から合理的に推認

できる」「事実を認定している」にすぎない（判例時報２２１０号１２７頁～１２８

頁参照）。よって、同最高裁判決が、経験則を法則化したと捉えることには疑問があ

る。  
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件として、以下の３点をあげることができる。つまり、このような条件をあげ

ることができれば、上訴審は第一審判決に対し「合理的疑い」を指摘したとい

える 2 0 7 ということである。  

 ＜条件１＞  証拠あるいは証拠の不存在から【無罪仮説】が導かれている

こと。  

 ＜条件２＞  【有罪仮説】について、【無罪仮説】を上回るような「特段の

事情」はない。それゆえ、「本件固有の事実」について、【有

罪仮説】が【無罪仮説】を上回るものではないこと 2 0 8  2 0 9 。  

 ＜条件３＞  ＜条件１＞＜条件２＞を述べたうえで、【有罪仮説】について

疑問点を指摘できること。  

そうであるとすると、このような「合理的疑い」に関する３つの条件は、第

３章【検討３－２】で述べた「合理的疑い」の定義をより詳細に示したものと

解することができるように思える。具体的には以下のとおりである。  

①  証拠あるいは証拠の不存在に基づく疑い。  

→＜条件１＞と同趣旨。  

                                                   
2 0 7  第２章で分析した「合理的疑い」は＜条件３＞に該当するものである。そうで

あるとすると、【判例５】千葉強姦事件最高裁判決は、「合理的疑い」といえるため

には、＜条件３＞のほか、＜条件１＞＜条件２＞も必要と考えていることがわかる。  
2 0 8  「本件固有の事実」について、【有罪仮説】が【無罪仮説】を上回るものではな

いこととは、以下の場合をいう。それは、「本件固有の事実」について、【無罪仮説】

が【有罪仮説】を上回る場合のみならず、【無罪仮説】が【有罪仮説】とフィフティ

フィフティの関係にある場合（別の言い方をすれば「水掛け論」）も含むということ

である。なぜなら、第１章で述べたとおり、本研究の出発点である【判例１】チョ

コレート缶事件最高裁判決は、同第一審判決と同控訴審判決間の「経験則」がフィ

フティフィフティの関係にあるにも関わらず、控訴審が自身の「経験則」を優先さ

せたことを非難するものである。このようなチョコレート缶事件最高裁判決からも、

【有罪仮説】と【無罪仮説】がフィフティフィフティの関係にある場合であっても、

同最高裁判決は「合理的疑い」があると判断していることがうかがえるからである。  
2 0 9  【判例５】千葉強姦事件最高裁判決須藤裁判官補足意見も、結論としては、「被

告人の駅前の路上での脅迫等の事実については真偽不明である」とする。須藤裁判

官補足意見が真偽不明としていることは、すなわち、【有罪仮説】と【無罪仮説】と

がフィフティフィフティの関係にあるということである。よって、前掲注２０８で

述べたとおり、このような場合であっても＜条件２＞を満たすものと考えうる。な

お、須藤裁判官によれば、真偽不明である理由として、「被告人の意思で被害者を本

件現場に連れて行」ったこと、「被害者の着衣に被告人の精液が付着していること」、

「被告人の供述には重要な点でにわかには納得し難い変遷があること」、「被告人が

しばしば行ってきたという手淫関連の性行為と姦淫とは一般に密接な連続性がある

こと」をあげている。  
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②  自身の疑いが証拠のどこから生ずるかを一応言語で指摘できるならば、

それは合理的疑い。  

→詳細に述べるのであれば、＜条件２＞＜条件３＞。  

③  自身の疑いが他者に納得させうるものであるかを考慮する必要はない。 

④  自身の疑いを解消させうる説明が可能であったとしても、それが自身の

疑いを否定する根拠になるわけでなない。  

（２）【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決  

以上のような「合理的疑い」に関する＜条件１＞＜条件２＞＜条件３＞は、

他の有罪破棄事案においても妥当するか。まず、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪

事件最高裁判決について検討する。【検討２－２】で分析したように、同最高裁

判決は、被害者供述の信用性について、第一審判決、控訴審判決の判断に「合

理的疑い」があることを指摘することで、有罪破棄した事案である。  

 ⅰ  那須裁判官補足意見、最高裁判決法廷意見の概要  

 ア  那須裁判官補足意見  

満員電車内の強制わいせつ事件には、以下のような「特別の事情 2 1 0 」があ

るとする。第一に、満員電車内での痴漢行為は、「単純かつ類型的な態様」であ

り、「犯行の痕跡も（加害者の指先に付着した繊維や体液等を除いては）残らな

い」ことから、「『触ったか否か』という単純な事実が争われる」 2 1 1 。それゆ

え、「普通の 能力を有す る者（例えば十代後半の女性等）がその気になれば」、

「『具体的で詳細』な体裁を具えた供述をすることはさほど困難ではない」 2 1 2 。

                                                   
2 1 0  文言の類似性からして、「特段の事情」（【判例５】千葉強姦事件最高裁判決須藤

裁判官補足意見）と同趣旨と思われる。  
2 1 1  See,Gary.L.Wel ls  and D.M.Murray,‟What Can Psychology Say about the Nei l  
vs .Biggers  Criteria  for  Judging Eyewitness  Identi f ication Accuracy?” 68.Journal 
of  Applied  Psychology(1983) .被害者は、犯行時にストレスを受けた場合、自身の目

撃供述を過大に評価する傾向がある。  
2 1 2  一瀬・前掲注６５  １１０頁［浜田発言］では、「実際に痴漢にあった被害者が

自分があやしいと考えた人物を現行犯逮捕して警察に引き渡した後で、捜査官の事

情聴取に対して嘘をつくことは充分ありうる」とする。浜田によれば、被害者が嘘

をつく理由として、以下のことをあげている。すなわち、被害者は「自分が間違っ

ているとすれば、自分は捕まえた被疑者に対してとんでもない濡れ衣を着せてしま

ったことになる。そんなことを自分がやったと認めたくない心理がおのずと働く。

つまり、そこでは被疑者が痴漢犯人に間違いないという方向で供述内容を強めて語
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また、弁護人が「反対尋問で供述の矛盾を突き虚偽を暴き出す」こと、裁判官

が「虚偽、錯覚ないし誇張の存否を嗅ぎ分ける」ことは、「けっして容易なこと

ではない」 2 1 3 。第二に、被害者は「検察官の要請により事前に面接して尋問

の内容及び方法等について詳細な打ち合わせ」をすることが広く行われている。

「このような作業が念入りに行われれば行われるほど、公判での供述は外見上

『詳細かつ具体的』、『迫真的』で、『不自然・不合理な点がない』ものとなるの

も自然の成り行きである」 2 1 4  2 1 5 。  

那須裁判官補足意見によれば、これらのことから、被害者供述には「被害者

の主張が正しいと即断することには危険が伴い、そこに事実誤認の余地が生じ

ることになる」（すなわち、【無罪仮説】被告人が犯人であることに疑いがある）。

そうであるとすると、たとえ被害者供述が「『詳細かつ具体的』、『迫真的』」で、

「『不自然・不合理な点がない』 かのように見える」場合（すなわち、【有罪仮

説】被告人が犯人である）であっても、供述を「補強する証拠ないし間接事実

の存否に特別な注意を払う必要がある」。  

 イ  最高裁判決法廷意見  

   最高裁判決法廷意見によると、以下のような点も、【無罪仮説】にあたるとす

                                                                                                                                                                           
りたくなる情況が当然に生まれてくる」というのである。  
2 1 3  吉田・前掲注６７  ２４頁では、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決

那須裁判官補足意見に対し、満員電車内での痴漢行為が「『触ったか否か』という単

純な事実が争われる」ことをもって、弁護人や裁判官が「被害者が嘘の前にお手上

げになる理由」にはならないと批判する。吉田によれば、「弁護人も裁判官も、混雑

した電車内での痴漢被害の実情と被害者の心理・行動を正しく理解するために、医

学・心理学・社会学などの知見を十分に勉強する必要がある」とする。しかしなが

ら、ここで那須裁判官補足意見が問題としているのは、「混雑した電車内での痴漢被

害の実情と被害者の心理・行動」ではない。那須裁判官補足意見は、そのような「混

雑した電車内での痴漢被害の実情と被害者の心理・行動」を加味してもなお、弁護

人や裁判官は、被害者供述のみから事実認定をするのが困難であることを述べてい

るのである。  
2 1 4  今村核「供述の証明力評価方法について」季刊刑事弁護５９号（２００９年）

８８頁では、検察官と被害者の入念な打ち合わせのほか、捜査機関による供述調書、

再現実況見分調書等の作成過程においても、被害者供述の「具体的、詳細性、迫真

性等が獲得される」とする。  
2 1 5  See,Bi l l  Rankin,  “Exonerations  Urge Changes  for  Eyewitnesses ,”  Atlanta 
Journal -Consti tution,  December 25,2008,C1.目撃供述は、「当初の供述」における

確信度が低かったにもかかわらず、「公判での供述」では、確信度が高くなることが

多い。  
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る。第一に、被告人は「一貫して犯行を否認」している 2 1 6 こと。このような

供述は「前科、前歴」がない、「この種の犯行を行うような性向をうかがわせる

事情」がないといった被告人の人格が後ろ盾となるように、十分信用に値する

2 1 7 ものである。第二に、本件には、被害者供述以外に「物的証拠等の客観的

証拠は存在しない」。被告人は、逮捕後、警察官からＤＮＡ鑑定を行うことを聞

かされていたにもかかわらず、検察側の証拠として、ＤＮＡ鑑定が提出されて

いないのである 2 1 8 。被告人の指から被害者の衣服の繊維が検出されなかった

2 1 9 という繊維鑑定結果 2 2 0  2 2 1 からすれば、警察官、検察官は当然ＤＮＡ鑑

定を行っているはずである。それにもかかわらず、検察官がＤＮＡ鑑定結果を

証拠として提出していないのは、被告人の指から被害者の皮膚片や体液が検出

されなかったことを十分推認しうる 2 2 2  2 2 3 ものである 2 2 4  2 2 5  2 2 6 。  

                                                   
2 1 6  拙稿・前掲注１８９  ６８頁［福井発言］では、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪

事件最高裁判決は、まず、被告人供述の信用性について検討していることに着目す

る必要があるとする。なぜなら、このような判例の記述は、非常に稀だからである。

福井によれば、同最高裁判決は、検察官の証拠としてＤＮＡ鑑定が提出されていな

いことから、被告人が無罪であることについて相当大きな心証をとっているのでは

ないか。そうであるなら、その反射として、被害者供述（被告人が犯人だと断定）

は、被告人供述（犯行を否認）と矛盾するのであるから、被害者供述の信用性が低

下すると考えるのが論理的である。  
2 1 7  荒木友雄「満員電車内の痴漢事件について、被告人が強制わいせつ行為を行っ

たと断定することに合理的な疑いが残るとして、一審、二審の有罪判決を破棄して

無罪が言い渡された事例」刑事法ジャーナル１９号（２００９年）９９頁では、被

告人の人格が【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決に影響を与えたと分析

する。  
2 1 8  平成２１年４月１４日刑集６３巻４号３８０頁～３８１頁、４３６頁（前掲注

６１）。  
2 1 9  平成２１年４月１４日刑集６３巻４号４５２頁（前掲注６１）。  
2 2 0  Vgl .  BGHSt 10,208.血液鑑定などに基づき認定された事実は、裁判官の認定に

裁量を与えない。  
2 2 1  Vgl .  BGHSt 38,320;BGH NStZ 94,554.DNA 鑑定については、証拠としての完

全性を否定し、被告人を有罪とするためには、DNA 鑑定以外の証拠を要すると判断

している。  
2 2 2  See,Editorial ,  “Badly Botched Case Wrongful  Convictions  Undermine Faith 
in  Justice  System,”Charlotte  Observer (N.C.)December 29,2003,12A;Associated 
Press ,  “DNA Tests  Exonerated Man Who Spent 18 Years  in  Prison for  Murder of  a  
Woman in 1984,”St .Louis  Post-Dispatch,  February 7 ,2004,21.検察官は、ＤＮＡ鑑

定について「検査不能」と主張した。しかしながら、このような検察官の主張は虚

偽であり、控訴審にて、被告人はＤＮＡ鑑定により無罪とされた。  
2 2 3  See,Steve  McGonigle  and Robert  Tharp,  “DA Joins  Fight to  Clear Man,”  
Dal las News,  February 23,2007.  鑑定以外にも、被告人のアリバイ供述などを捜査

機関が隠匿していたとされる事件がある。  
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ⅱ  考察  

那須裁判官補足意見によれば、本件の場合、【無罪仮説】については、証拠か

ら【無罪仮説】が認められている。他方、【有罪仮説】については、証拠上、被

害者供述はあるものの、【無罪仮説】を上回る「特別の事情」、具体的には、被

害者「供述を補強する証拠ないし間接事実」 2 2 7 は存在しない。これはすなわち、

「本件固有の事実」について、【有罪仮説】が【無罪仮説】を上回るものではな

いことを意味するものと思われる。これらのことをふまえると、那須裁判官補

足意見のいう「合理的疑い」とは、以下のように整理することができる 2 2 8 。  

                                                                                                                                                                           
2 2 4  宮地・前掲注６７  ４８頁では、ＤＮＡ鑑定は決して万能なものではなく、ＤＮ

Ａ鑑定の「結果が消極であっても、必ずしも被告人が加害者であることを否定する

ことにならない」とする。しかしながら、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁

判決が問題としているのは、検察官は繊維鑑定を提出しているにもかかわらず、な

ぜ、ＤＮＡ鑑定を提出していないのかという問題である。また、同最高裁判決は、

被告人が加害者であることについて「合理的疑いがある」としているのであり、「被

告人が加害者であることを否定」するものではない。  
2 2 5 指宿信「手続打切り論序説－司法の正統性、正義の増進、そして手続打切り」

刑法雑誌３５巻１号（１９９５年）３１頁～４３頁によれば、このような極めて不

公正な手続は、公訴権濫用として打ち切ることができるとする。  
2 2 6  Kathleen A.Ridol f i  and Maurice  Possley,  “Preventable  Error:  A Report  on 
Prosecutorial  Misconduct  in  Cal i fornia 1997-2008”(2010) ;James S.Liebman, 
Jeffrey Fagan,  and Valerie  West ,  “A Broken System: Error  Rates  Capital  
Cases ,1973-1995”  4-5  (2000) ;Marshall  J .Hartman and Stephen L.Richards  “The 
I l l inois  Death Penalty:What Went Wrong?”34 J .Marshal l  L .  Rev.409,  
422-430(2001) ;  Ken Armstrong and Maurice  Possley,  “Trial  & Error ;  How 
Prosecutors  Sacri f ice  Justice  to  Win;  The Verdict :  Dishonor,”Chicago Tribune 
January 10,1999,1.捜査機関が不正を犯したことにより懲戒・処罰される事例はほ

とんど存在しない。  
2 2 7  吉田・前掲注６７  ２５頁では、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件那須裁判官

補足意見に対し、性暴力犯罪以外の事件では、補強証拠ないし間接事実なしに被害

者供述の信用性を判断しているのに対し、性暴力犯罪では、なぜ、被害者供述に補

強証拠ないし間接事実が必要となるのかと批判する。吉田によれば、結局、このよ

うな那須裁判官補足意見は、「『性暴力被害女性は嘘つきである』ということを前提

にしている」というのである。しかしながら、那須裁判官補足意見は、「本件固有の

事実」に着目し、【有罪仮説】があるといえるためには、「被害者供述を補強する証

拠ないし間接事実」を表示すべきと説示するものである。また、那須裁判官
．．．．．

が「『性

暴力被害女性は嘘つきである』ということを前提にしている」という吉田の批判に

は、何ら根拠がない。なお、吉田のこのような批判は、上田貞美『性的自由と法』

（２００４年、成文堂）４１頁～４３頁に依拠するものである。吉田と同様の誤り

は、宮地・前掲注６７  ４７頁、後藤・前掲注６７  １０９頁～１１０頁にも当ては

まる。  
2 2 8  第２章で分析した「合理的疑い」は＜条件３＞に該当するものである。そうで

あるとすると、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決は、「合理的疑い」と

いえるためには、＜条件３＞のほか、＜条件１＞＜条件２＞も必要と考えているこ
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＜条件１＞  類似の強制わいせつ事件、被告人が一貫して否認していること、

物的証拠等の客観的証拠は存在しないことから、【無罪仮説】

が導かれている。  

 ＜条件２＞  【有罪仮説】については、被害者供述はあるものの、【無罪仮

説】を上回る「特別の事情」はない。それゆえ、「本件固有の

事実」について、【有罪仮説】が【無罪仮説】を上回るもので

はない。  

＜条件３＞  実際に、被害者供述には、（１）回避行動をとっていない、（２）

回避行動をとっていないのに糾弾行動にでている、（３）逃走

行動をとっていない（第２章参照）という点に疑問がある。  

このような「合理的疑い」があるにもかわらず、第一審判決、控訴審判決が

【有罪仮説】があるとしたことに対し、最高裁判決法廷意見は、「合理的疑いが

残る」と判断したものと思われる。  

（ ３）  【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件最高裁決定  

次に、【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件最高裁決定について検討する。【検

討２－２】で分析したように、控訴審判決は、Ｋ供述の信用性について、第一

審判決の判断に「合理的疑い」があることを指摘し、最高裁決定も控訴審判決

を是認することで、有罪破棄した事案である。  

 ⅰ  最高裁決定概要  

   最高裁決定によると、以下のような証拠に基づき、【無罪仮説】「同行者が替

わった可能性がある」とする。第一に、「被告人の身長、体格、自転車の色、形

状等は、容易に他と区別することができるほどに特徴的なものとはいえないこ

と」。第二に、Ｋは、事件直後、「目撃した男性は１９、２０歳くらい」と説明

2 2 9 しており、このようなＫ供述は、「１８～２３歳くらいのヒップホップ風の

服装の若い男性」というＪ供述と整合していること（【表２－１０】参照）。第

三に、「β社前からＪの目撃地点まで０．８ｋｍあり、この距離を被害者は約３

                                                                                                                                                                           
とがわかる。  
2 2 9  第２章で述べたとおり、Ｋは、第一審公判では、６０歳くらいの男性を目撃し

たと供述している。  
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０分かけて移動」していることから、「距離的、時間的に同行者が替わることが

可能な状況にある」こと。  

 ⅱ  考察  

最高裁決定においては、【判例５】千葉強姦事件最高裁判決須藤裁判官補足意

見や【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決那須裁判官補足意見のよう

に、「特段の事情」といった「本件固有の事実」を認定する必要があることを直

接的に提言している文言は見つからない。しかしながら、千葉強姦事件や防衛

大教授痴漢冤罪事件同様、「本件固有の事実」を念頭においた説示であると思わ

れる。その理由は、以下に述べるとおりである。  

すなわち、最高裁決定によれば、検察官は、控訴審の判断に対し、「β社前か

ら大波上集会所前交差点付近まで移動する間」に「同行者が替わった可能性」

は、「単なる抽象的な可能性にすぎない」と反論する。なぜなら、人が入れ替わ

ったとされる時間は「人の往来が少ない時間帯」であるのに、「自転車を押す別

の男性が被告人と替わり」かつ「身長、体格等が被告人と似ているというのは

通常あり得」ないからである。それに対し、最高裁決定は、上記の３点を理由

として、【無罪仮説】があるとする。これはすなわち、最高裁決定は、上記のよ

うな「特段の事情」を示すことで、証拠上【無罪仮説】が成り立ち、なおかつ、

【有罪仮説】（「Ｋが目撃した人物は被告人である 2 3 0 」）が【無罪仮説】を上回

るものではない 2 3 1 ことを示したものである。これらのことをふまえると、最

高裁決定のいう「合理的疑い」とは、以下のように整理することができる 2 3 2 。  

                                                   
2 3 0 【有罪仮説】の根拠は、【表２－１１】ⓒ第一に、「Ｋが供述する男女の特徴」、

「Ｋが男女を目撃した時刻及び場所」と「Ｉ及びＪの各供述」「防犯ビデオ画像」か

ら認められる「男女の移動経路及び特徴」と矛盾しないこと。第二に、「その場所付

近に同様の２人連れの歩行者は他にいなかったこと」である。  
2 3 1  【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件の場合、【有罪仮説】については、前掲注２

３０のとおり、Ｋ供述のみというより、Ｋ供述の信用性を裏付ける証拠がある。そ

れゆえ、【無罪仮説】と【有罪仮説】は、結局は、フィフティフィフティの関係（別

のいいかたをすれば「水掛け論」）にあると思われる。しかしながら、前掲注２０８

で述べたとおり、【無罪仮説】と【有罪仮説】がフィフティフィフティの関係にある

場合であっても、＜条件２＞は満たされる。  
2 3 2  第２章で分析した「合理的疑い」は＜条件３＞に該当するものである。そうで

あるとすると、【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件最高裁決定は、「合理的疑い」と

いえるためには、＜条件３＞のほか、＜条件１＞＜条件２＞も必要と考えているこ



- 125 - 

＜条件１＞「被告人の身長、体格、自転車の色、形状等が、他と区別でき

るほど特徴的とまではいえないこと」、「Ｋ供述とＪ供述が若い

男性を目撃したとする点で一致していること」、「０．８キロメ

ートルを３０分かけて歩いていることから、人が入れ替わるこ

とが可能であること」から、【無罪仮説】が導かれている 2 3 3 。  

 ＜条件２＞  【有罪仮説】については、【無罪仮説】を上回る「特段の事情」

はない。それゆえ、「本件固有の事実」について、【有罪仮説】

が【無罪仮説】を上回るものではない。  

＜条件３＞  実際に、Ｋ供述には、（１）１３００メートルを７２分かけて

移動していること、（２）周辺には工場や住宅があるのみで、

男女が時間をつぶす場所はないこと、歩道で立ち止まって話し

た可能性もあるが、不自然といえる（第２章参照）という点に

疑問がある。  

このような「合理的疑い」があるにもかわらず、第一審判決が【有罪仮説】

があるとしたことに対し、控訴審は「合理的疑いが残る」と判断したものと思

われる。さらに、最高裁決定も、控訴審の指摘は、「第一審判決の事実認定が論

理則・経験則等に照らして不合理であることを具体的に示し」たと判断し、そ

れゆえ、控訴審判決を是認したものと思われる。  

（ ４）  【判例７】小山自動車過失事件最高裁決定  

【判例７】小山自動車過失事件最高裁決定について検討する。【検討２－２】

で分析したように、同最高裁決定は、控訴審判決の判断に「合理的疑い」があ

ることを指摘することで、有罪破棄（差戻）した事案である。  

 ⅰ  最高裁決定の概要  

   詳細は、【検討２－２】を参照。なお、【有罪仮説】は「被告人が被害者を轢

                                                                                                                                                                           
とがわかる。  
2 3 3  なお、【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件控訴審判決には、同最高裁決定のよう

な【無罪仮説】を導く証拠（すなわち、＜条件１＞）は紹介されていない。それゆ

え、同最高裁決定は、【無罪仮説】を導く証拠を追加することで、＜条件１＞のほか、

＜条件２＞「本件固有の事実」について【有罪仮説】が【無罪仮説】を上回ってい

ないことを確認したものと思われる。  
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過した」ことであり、【無罪仮説】は「被告人以外の者が被害者を轢過した」こ

とである。  

 ⅱ  考察  

   最高裁決定においては、【判例５】千葉強姦事件最高裁判決須藤裁判官補足意

見や【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決那須裁判官補足意見のよう

に、「特段の事情」といった「本件固有の事実」を認定する必要があることを直

接的に提言している文言は見つからない。しかしながら、千葉強姦事件や防衛

大教授痴漢冤罪事件同様、「本件固有の事実」を念頭においた説示であると思わ

れる。その理由は、以下に述べるとおりである。  

最高裁決定は、【検討２－２】で述べたとおり、Ｌ供述には「論理則・経験則」

違反があることを指摘したあと、次のことを説示する。まず、最高裁は、控訴

審判決は「被告人車の走行態様を認定するに当たり、本件防犯カメラの映像と

の整合性につき何ら言及していない」とする。その原因は、「被告人車の走行態

様に関し、本件防犯カメラの映像内容及び相反する２つの証言の存在を踏まえ

た審理を十分に尽くさなかった結果」にあるとする。それゆえ、被告人の走行

態様が明らかにされていない控訴審判決の段階では、「審理が尽くされていると

は認められない」。これはすなわち、「Ｍ車の右側（第３車線－筆者注）を乗用

車が追い抜いていったことがわかる」とするＭ供述と、「Ｍ車の左側（第１車線

を指す－筆者注）を追い抜」いたとするＬ供述のどちらが正しいかを、防犯カ

メラ映像に基づく「特段の事情」で示すことを要求したものと思われる（【表２

－１３】参照）。そうすることで、最終結論である【有罪仮説】「被告人が被害

者を轢過」と【無罪仮説】「被告人以外の者が被害者を轢過」のどちらが「本件

固有の事実」といえるかを示すことを要求したものと捉えることができる。  

なお、本件は、２０１７年３月に差戻控訴審で有罪とされたが、２０１７年

１０月現在、上告中である。それゆえ、判決が確定していない現段階 2 3 4 で、

同最高裁決定の「合理的疑い」の条件についていえることは、以下の点のみで

                                                   
2 3 4  【判例７】小山自動車過失事件が確定したとき、本件における「合理的疑い」

の条件について、おって検討を加えたい。  
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ある。  

＜条件３＞  実際に、Ｌ供述は、（１）防犯カメラ映像には、Ｍ車が防犯カ

メラ映像に映るのとほぼ同時に、第一車線をＭ車より速い速度

で追い越す乗用車は存在しておらず、（２）Ｌ供述は、本件カ

メラ映像に（１）のような態様で走行する乗用車が存在しない

ことと整合しない（第２章参照）。このようなＬ供述には「論

理則・経験則」違反がある。このような「論理則・経験則」違

反は、被告人が「被害者を轢過した」とする控訴審判決の最終

結論にも影響を及ぼすものである。そうであるとすると、被告

人が「被害者を轢過した」とする控訴審判決の最終結論には、

疑問がある。  

 

２  「合理的疑い」の程度  

（１）  有罪破棄事案を批判する立場の議論は成り立たない  

 ⅰ  「合理的疑い」に関する条件  

以上分析したとおり、「合理的疑い」については、以下のような３つの条件が

ある。  

 ＜条件１＞  証拠あるいは証拠の不存在から【無罪仮説】が導かれている

こと。  

 ＜条件２＞  【有罪仮説】について、【無罪仮説】を上回るような「特段の

事情」はない。それゆえ、「本件固有の事実」について、【有

罪仮説】が【無罪仮説】を上回るものではないこと。  

 ＜条件３＞  ＜条件１＞＜条件２＞を述べたうえで、【有罪仮説】について

疑問点を指摘できること。  

そして、このような３つの条件は、【検討３－２】で述べた「合理的疑い」の

定義をより詳細に示したものと解することができる。以下のとおりである。  

①  証拠あるいは証拠の不存在に基づく疑い。  

→＜条件１＞と同趣旨。  
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②  自身の疑いが証拠のどこから生ずるかを一応言語で指摘できるならば、

それは合理的疑い。  

→詳細に述べるのであれば、＜条件２＞＜条件３＞。  

③  自身の疑いが他者に納得させうるものであるかを考慮する必要はない。 

④  自身の疑いを解消させうる説明が可能であったとしても、それが自身の

疑いを否定する根拠になるわけでなない。  

ⅱ  有罪破棄事案を批判する立場の議論は成り立たない  

前述したように、有罪破棄事案を批判する立場は、有罪破棄事案の「合理的

疑い」の指摘では、「『論理的に筋の通った』ものでも『事実によって裏付けら

れたもの』でもない」とする。しかしながら、同立場から具体的な批判があっ

た【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決、【判例５】千葉強姦事件最高

裁判決はもちろんのこと、【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件殺害事件最高裁決

定においても、＜条件１＞＜条件２＞＜条件３＞を満たしている 2 3 5 。それゆ

え、①証拠あるいは証拠の不存在に基づく疑いであり、②自身の疑いが証拠の

どこから生ずるかを一応言語で指摘できるものである 2 3 6  2 3 7 。よって、【仮

説２】が成り立つことはない。  

ⅲ  【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決との関係性  

なお、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決との関連では、以下のことが

いえる。【検討２－１】で述べたとおり、無罪破棄の場合は、上訴審は第一審判

決の「論理則・経験則」違反、すなわち、【無罪仮説】が証拠上導けないことを

                                                   
2 3 5  【判例７】小山自動車過失事件最高裁決定が「合理的疑い」の３つの条件を満

たさないという意味ではない。前述したとおり、同事件が確定した際、「合理的疑い」

に関する３つの条件が明らかになるものと思われる。  
2 3 6  私見としては、＜条件１＞＜条件２＞＜条件３＞を満たせば、「合理的疑い」を

指摘したと考える。仮に、有罪破棄事案を批判する立場が、このような私見に批判

するのであれば、「合理的疑い」を指摘したといえるためには、＜条件１＞＜条件２

＞＜条件３＞以上の条件を要求するものと思われる。  
2 3 7  なお、念のため付言するが、筆者としても有罪破棄事案を批判する立場の根底

にある「女性差別」に関する問題意識自体を否定するものではない。ただ、有罪破

棄事案を批判する立場が目指すところの「ジェンダーフリー」を実現するためにも、

近時の最高裁判例の動向に基づいた法理論を構築する必要があると考えているので

ある。有罪破棄事案を批判する立場の理解では、法理論的観点からの説明があまり

にも脆弱である。  
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示せば、「具体的に示した」といえる。それに対し、【検討２－２】で述べたと

おり、有罪破棄の場合は、上訴審は第一審判決の「合理的疑い」を指摘できれ

ばよい。ここでいうところの「合理的疑い」とは、前述の＜条件１＞＜条件２

＞＜条件３＞を満たすことである 2 3 8 。  

（２）合理的疑いの程度は「現段階での試論」である  

しかしながら、これらの「合理的疑い」に関する３つの条件をもって、「合理

的疑い」の程度が確定したと断言することはできないように思える。なぜなら、

【判例７】小山自動車過失事件最高裁決定は破棄（差戻）された事案であり、

現在も係属中であること、また、今後の有罪破棄事案の集積に基づくより詳細

な検討が必須と思われるからである。そのため、これらの「合理的疑い」の条

件は、あくまで「現段階での試論」にすぎない。とはいえ、「現段階での試論」

において、「合理的疑い」の十分条件といえるものはないだろうか。この点につ

いて、【判例３】平成２５年１０月覚せい剤事件最高裁決定が大きな手掛かりと

なると思われる。以下、検討する。  

ⅰ  【判例３】平成２５年１０月覚せい剤事件最高裁決定の概要  

  【判例３】平成２５年１０月覚せい剤事件最高裁決定の概要は、以下のとお

りである。  

最高裁決定によれば、密輸組織が多額の費用を掛け、摘発される危険を冒し

てまで密輸を敢行するのは、それによって「多額の利益が得られるから」であ

る。密輸組織はこのような多額の「利益を実際に取得」するため、目的地到着

後に運搬者から覚せい剤を「確実に回収することができるような措置」を講じ

るなどして密輸を敢行するものである。最高裁決定のいう「確実に回収するこ

                                                   
2 3 8  第１章で論じたように、経験則は無限であるという性質を有する。それゆえ、

第一審判決で認定した事実以外が上訴審で許容されることはありえる。しかしなが

ら、「無辜の処罰」回避の観点からいえば、有罪破棄の場合は、第一審判決で認定し

た【有罪仮説】以外の事実（すなわち、【無罪仮説】）が上訴審で許容されるものの、

無罪破棄の場合は、第一審で認定した【無罪仮説】以外の事実（すなわち【有罪仮

説】）が上訴審で許容されることがあってはならない。とはいえ、有罪破棄の場合で

あっても、後述するように、上訴審で「抽象的な可能性」にすぎない事実まで許容

されるものではない。【無罪仮説】といえるためには、「合理的疑い」の条件を備え

る必要がある。  
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とができるような措置」とは、密輸組織が被告人に「覚せい剤が入った荷物の

運搬を委託するという方法（すなわち、【有罪仮説】密輸組織が被告人に指示を

していること）」である。そして、このような類似する覚せい剤事件からすると、

密輸組織は、【有罪仮説】を選択する傾向にあることがわかる。確かに、被告人

が供述するように、密輸組織が被告人に「荷物の運搬委託を伴わないような密

輸方法（すなわち、【無罪仮説】密輸組織が被告人に指示をしていないこと）」

をとることはあり得るかもしれない。しかしながら、ある同一目標を達成する

ための手段として、二つの選択肢がある場合、「特段の事情」がない限り、「準

備や実行の手間が多く、確実性の低い密輸方法 2 3 9 」である【無罪仮説】を選

択するよりも、「回収の確実性が高く」「準備や回収の手間も少ない」【有罪仮説】

を選択するのが我々の経験則である。そうであるとすると、密輸組織が【無罪

仮説】を選択したとする「特段の事情」は何ら証明されていない 2 4 0 のである

から、密輸組織が【無罪仮説】を選択したとは考えにくい。よって、「特段の事

情」を考慮することなく、【無罪仮説】を選択したと判断する第一審判決に対し

ては、「知情性を否定した結論が誤っているといわざるを得ない」。  

                                                   
2 3 9  【判例３】平成２５年１０月覚せい剤事件最高裁決定によると、【無罪仮説】は、

「準備や実行の手間が多」い「確実性の低い密輸方法」であるとする。なぜなら、

【無罪仮説】は、「目的地に確実に到着する運搬者となる人物を見つけ出し」、運搬

者である被告人の「知らない間に覚せい剤をその手荷物の中に忍ばせ」、「目的地到

着後に密かに」あるいは、運搬者である被告人の「意思に反してでもそれを回収」

しなければならないからである。  
2 4 0  高野・前掲注２０６  １２頁～１３頁［高野発言］では、【判例３】平成２５年

１０月覚せい剤事件最高裁決定が「荷物の回収に関する経験則」があるとして、経

験則を法則化することは問題があるとする。なぜなら、これは「事実の推定」にあ

たるからである。さらに、被告人が【無罪仮説】について「特段の事情」を示すこ

とにつながり、このことは、被告人に証明責任の転換を要求することになるからで

ある。確かに、第１章で論じたように、経験は無限であることから、経験則を法則

化することには問題があるといえる。しかしながら、同最高裁決定は、本件の覚せ

い剤の量などから、密輸組織が関与していると判断する。そして、同密輸組織が危

険を冒してまで密輸を敢行するのは、覚せい剤によって多額の利益が得られるから

であり、そのことからすると同密輸組織は「確実に回収することができるような措

置」＝【有罪仮説】を講じると判断している。このように、同最高裁判決は、証拠

なくして【有罪仮説】を認定しているわけではないのである。つまり、「ある事実か

ら合理的に推認できる」「事実を認定している」にすぎない（判例時報２２１０号１

２７頁～１２８頁参照）。よって、経験則を法則化してはならないという高野の指摘

は正しいものの、同最高裁決定が、経験則を法則化したと捉えることには疑問があ

る。  
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ⅱ  【判例３】平成２５年１０月覚せい剤事件最高裁決定の考察  

最高裁決定によれば、本件の場合、【有罪仮説】については、証拠から【有罪

仮説】が認められている。他方、【無罪仮説】については、証拠上【有罪仮説】

を上回る「特段の事情」は存在しない。これはすなわち、「本件固有の事実」に

ついて、【無罪仮説】が【有罪仮説】を上回るものではないことを意味するもの

と思われる。これらのことをふまえると、最高裁決定は、以下のように整理す

ることができる。  

 ＜１＞  類似の覚せい剤密輸事件の状況から、【有罪仮説】があることが導

かれている。  

 ＜２＞  【無罪仮説】については、【有罪仮説】を上回る「特段の事情」は

ない。それゆえ、「本件固有の事実」について、【無罪仮説】が【有

罪仮説】を上回るものではない。  

しかしながら、最高裁決定は、「本件固有の事実」について、【無罪仮説】が

【有罪仮説】を上回るものではないことを理由として、第一審判決を破棄した

ものではない。なぜなら、最高裁決定は無罪
．．

破棄事案であるからである。無罪

破棄の場合、【検討２－１】で述べたように、上訴審が第一審判決に対し、「論

理則・経験則」違反を指摘できれば、第一審判決を破棄することができる。こ

こでいう「論理則・経験則」違反とは、【無罪仮説】が証拠上導けないことであ

る。第２章で述べたように、第一審判決は、証拠上【無罪仮説】を導けていな

いのであるから、最高裁決定は、「論理則・経験則」違反として、無罪破棄した

ものと考えるのが妥当である。そうであるとすると、最高裁決定は、このよう

な第一審判決の「合理的疑い」は、「合理的疑いがない」場合、すなわち、「抽

象的な可能性」に過ぎない場合 2 4 1 と判断しているものと思われる。  

実際に、最高裁決定は、【無罪仮説】を採用するとした第一審判決は、「経験

則等の内容を誤認した」か「抽象的な可能性のみを理由として経験則等に基づ

く合理的な推認を否定した点において経験則等の適用を誤った」と判断してい

                                                   
2 4 1  最判平成１９年１０月１６日（前掲注３９）によれば、「合理的疑い」といえな

い場合は、「抽象的な可能性」がある場合にすぎず、そのような「抽象的な可能性」

をもって、無罪と判断することはできない。  
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る。【検討２－２】で述べたように、近時の有罪破棄事案を分析すると、「等」

には「合理的疑いを超える証明原則に照らして不合理」という意味がある。そ

うであるとすると、最高裁決定の判断は、第一審判決が「（等＝）合理的疑いを

超える証明原則の内容を誤認した」、「（等＝）合理的疑いを超える証明原則の適

用を誤った」とする判断であると読みかえることができる。つまり、最高裁決

定は、証拠上「特段の事情」がないにもかかわらず、密輸組織が【無罪仮説】

を選択したとする第一審判決は「合理的疑いとはいえず」、「抽象的な可能性」

に過ぎないことを示したものといえる。  

同様に、最高裁決定は、【無罪仮説】を採用することはあり得ない 2 4 2 とした

控訴審判決は、「経験則等の理解として適切なものとはいえない」と判断してい

る。【検討２－２】で述べたように、近時の有罪破棄事例を分析すると、「等」

には「合理的疑いを超える証明原則に照らして不合理」という意味がある。そ

うであるとすると、このような最高裁決定は、控訴審判決が「（等＝）合理的疑

いを超える証明原則の理解として適切なものとはいえない」とする判断である

と読みかえることができる。つまり、最高裁決定は、証拠上「特段の事情」が

ある場合であれば、密輸組織が【無罪仮説】を選択することもあり得ると考え

ているのであり、それゆえ、第一審判決が証拠上「特段の事情」を示した場合

は、「抽象的な可能性」ではなく、「合理的疑い」といえることを示した 2 4 3 も

                                                   
2 4 2  【判例３】平成２５年１０月覚せい剤事件控訴審判決は、運搬者が、密輸組織

の者からにしろ、「誰からも何らの委託を受けていない」「受託物の回収方法につい

て何らの指示も依頼も受けていない」ということは、「現実にはあり得ない」とする。

そのうえで、本件被告人についても、回収方法について「誰からも何らの指示も依

頼もされていない」ということは「想定できない」とする。すなわち、どのような

場合であっても、密輸組織が【無罪仮説】をとることはあり得ないとしている。  
2 4 3  【判例３】平成２５年１０月覚せい剤事件最高裁決定は、「原判決が、第一審判

決について、事実認定の方法自体において誤っているとした説示には、所論のとお

り第一審判決に対する誤った理解を前提とする部分も含まれるから、そのまま是認

することはできない」とする。このような同最高裁決定の説示は、前述のとおり、

控訴審判決が、第一審判決に「合理的疑い」といえる場合があることを認めていな

いという意味で、誤った認定をなしていることを指すものである。しかしながら、

第一審判決では、【無罪仮説】が証拠上導けていないのであるから、「合理的疑い」

は存在しておらず、控訴審判決が第一審判決には「合理的疑い」がないとした結論

自体に問題があるわけではない。それゆえ、同最高裁決定としても、控訴審判決が

第一審判決の「合理的疑い」について誤った認識をしていることについては、「結論

に影響しない」と説示したものと思われる。  
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のといえる。  

このような最高裁決定の分析に沿って述べるのであれば、最高裁決定は、証

拠上【無罪仮説】が導けていない場合は「抽象的な可能性」にすぎない場合と

考えており、他方、証拠上【無罪仮説】が導かれている場合は「合理的疑い」

といえる場合と考えているようである。すなわち、「合理的疑い」といえる場合

と「抽象的な可能性」にすぎない場合の境界線、さらにいえば、「合理的疑い」

といえる場合と「合理的疑いがない」場合の境界線は、証拠によって【無罪仮

説】が導かれているか否かによると判断しているということである。そのよう

な意味で、最高裁決定は、＜条件１＞（「合理的疑い」とは、証拠あるいは証拠

の不存在から【無罪仮説】が導かれていること）の意義を重視する説示である

と捉えることができる。  

ⅲ  「合理的疑い」の十分条件  

以上のことからすると、平成２５年１０月覚せい剤事件最高裁決定は、「合理

的疑い」の十分条件について提言をなした判決と捉えることができる。理由は

以下のとおりである。  

すなわち、先に分析した有罪破棄事案である最高裁判例 2 4 4 は、「合理的疑い」

といえる場合の条件、すなわち、＜条件１＞＜条件２＞＜条件３＞をあげてい

る。それに対し、平成２５年１０月覚せい剤事件最高裁決定は、「合理的疑い」

があるといえる場合と「合理的疑いがない」場合との境界線を位置づける説示

といえる。そして、同最高裁決定は、「合理的疑い」があるといえる場合と「合

理的疑いがあるとはいえない」場合の境界線が、＜条件１＞（「合理的疑い」と

は、証拠あるいは証拠の不存在から【無罪仮説】が導かれていること）にある

とする。そうであるとすると、現段階での「合理的疑い」の十分条件としては、

＜条件１＞（「合理的疑い」とは、証拠あるいは証拠の不存在から【無罪仮説】

が導かれていること）であるといえそうである 2 4 5 。  

                                                   
2 4 4  具体的には、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決、【判例５】千葉強

姦事件最高裁判決、【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件最高裁決定を指す。  
2 4 5  なお、前述したように、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決、【判例

５】千葉強姦事件最高裁判決はもちろん、【判例６】舞鶴女子高校生殺害事件最高裁
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ⅳ  判断者全員一致でないかぎり「合理的疑いを超えた証明」とはいえない  

以上のように、最高裁としては、「合理的疑い」の十分条件として、＜条件１

＞（「合理的疑い」とは、証拠あるいは証拠の不存在から【無罪仮説】が導かれ

ていること ）を要求し ているようである。思うに、 このことは、裏を返せば、

「合理的疑い」を有する者がいるにもかかわらず、「合理的疑いを超えた証明」

がなされたと判断することはできないということを意味する。つまり、「偏見な

く判断する者すべてが結論に同意すること」が「合理的疑いを超えた証明」の

ための十分条件 2 4 6 であるということである。理由は以下のとおりである。  

ここでいう「合理的疑い」を有する者とは、無罪破棄の場合であれば、第一

審の裁判官であり、有罪破棄の場合であれば、上訴審の裁判官を示すものであ

る。そして、無罪破棄の場合であっても、有罪破棄の場合であっても、「合理的

疑い」を有する者がいるということは、「合理的疑いを超えた」領域が「疑わし

い」領域に引き下げられている状態が今なお継続している
．．．．．．．．．

ことを意味する 2 4 7 。

そのような状態にあるにもかかわらず、「合理的疑いを超えた証明」がされたと

判断することは、「無辜の処罰」回避の観点から問題があるといえる 2 4 8 。それ

ゆえ、「無辜の処罰」回避のためには、「判断者全員が疑問なしと判断したとい

う状態」、つまり「偏見なく判断する者すべてが結論に同意すること」が必要と

いうことである。  

 

第４  本章小括  

【検討４－１】の分析結果  

     有罪破棄事案を批判する立場も、「疑わしきは被告人の利益に」を尊重

                                                                                                                                                                           
決定においても、＜条件１＞を満たしている。それゆえ、いずれにしても、【仮説２】

が成り立つことはない。  
2 4 6  中川・前掲注１０６  ９０７頁。  
2 4 7  だからこそ、【検討２－１】で述べたように、無罪破棄の場合は、上訴審で第一

審の「合理的疑い」を払拭する必要があり、そのため、上訴審で第一審判決の「論

理則・経験則」違反を具体的に指摘し、第一審の【無罪仮説】が、証拠上導けない

ことを指摘する必要がある。  
2 4 8  【検討３－２】で述べたように、有罪破棄と無罪破棄に共通する理念は、「無辜

の処罰」回避である。  
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する点に争いはない。有罪破棄事案に対する意見の相違は、合理的疑い

を超えた証明が「なされた」と判断するか、合理的疑いを超えた証明が

「なされていない」と判断するかに由来するものである。それゆえ、「合

理的疑い」の程度を解明する必要がある。  

  【検討４－２】の分析結果  

「合理的疑い」の条件として、＜条件１＞＜条件２＞＜条件３＞がある。

とりわけ、最高裁は、＜条件１＞を合理的疑いの十分条件としているよ

うである。＜条件１＞を合理的疑いの十分条件とすることは、裏を返せ

ば、「偏見なく判断する者すべてが結論に同意すること」が「合理的疑い

を超えた証明」のための十分条件であるということである。  
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第５章 本研究の結論と今後の課題 
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第５章  本研究の結論と今後の課題  

 

第１  本研究の結論  

本研究をまとめると、以下のとおりである。なお、各章における検討とその

結果については、【表５－１】参照。  

１  本研究は、【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決をどのように解すべきか

を出発点とするものであった。同最高裁判決については、上訴審が事後審であ

ることを確認したものであり、上訴審で第一審判決を破棄するのであれば、第

一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘すべきという多数説の理解

が一般的である。そこで、同最高裁判決の意義を理解するために、【検討２－１】

上訴審が第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘したという「積

極事案 2 4 9 」を分析し、どのような場合であれば「論理則・経験則」違反を具

体的に指摘したといえるかを検討した。また、同最高裁判決は、控訴審の有罪

を破棄して おり、控訴 審との関係では「有罪破棄」 事案にあたる。そのため、

【検討２－２】同控訴審判決とは異なる「有罪破棄」を分析し、「有罪破棄」と

「無罪破棄」との間にどのような違いがあるかを検討した。  

その結果、【検討２－１】第一審判決に重大な「論理則・経験則」違反がある

場合であれば、上訴審は、第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指

摘することができるということが分かった。重大な「論理則・経験則」違反と

は、第一審判決における【無罪仮説】が、証拠上導けないことをいうものであ

る。また、【検討２－２】有罪破棄の場合、第一審判決に重大な「論理則・経験

則」違反があるとはいえず、それゆえ、第一審判決の「論理則・経験則」違反

を具体的に指摘できない場合であっても、上訴審は、第一審判決に「合理的疑

い」があることを指摘できればよいということが分かった。  

                                                   
2 4 9  【判例１】チョコレート缶事件最高裁判決は、上訴審判決（同事件の場合は控

訴審判決）では、第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に指摘したとはい

えないと判断した「消極事案」である。  
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 ２  【検討２－１】【検討２－２】をふまえると、チョコレート缶事件最高裁判決

は、有罪破棄、無罪破棄に関わらず、上訴審の段階で「合理的疑い」を払拭す

ることを要求し、それができないのであれば無罪とせざるを得ないということ

を意図しているように思える。そこで【検討３－２】「合理的疑いを超えた証明」

の定義に基づき、同最高裁判決の意義について分析した。  

近時の学説によると、「合理的疑いを超えた証明」とは、①「直接に知覚でき

ず、媒介（証拠）を通じて間接的に知覚されている」こと、②「偏見なく判断

する者すべてが結論に同意する」ことをいうとされる。そうであるとすると、

有罪破棄の場合、たとえ第一審で証拠に基づき「合理的疑いを超える証明」が

なされたとしても、上訴審で「合理的疑いが残る」と判断されれば、それは偏

見なく判断する者ならば誰でも合意する状態には達していないことになる。そ

れゆえ、【検討２－２】で検討したとおり、上訴審で、第一審判決の「論理則・

経験則」違反を具体的に指摘しなくても、「合理的疑いが残る」ことの指摘があ

れば、第一審判決を破棄することができる。他方、無罪破棄の場合、いくら上

訴審が証拠に基づき「合理的疑いを超えた証明」をしたとしても、第一審が「合

理的疑いが残る」と判断している以上、第一審の「合理的疑い」が払拭された

とはいえず、偏見なく判断する者ならば誰でも「合理的疑いを超える」状態に

達しているとは言いがたい。それゆえ、「合理的疑いを超えた証明」といえるた

めには、上訴審で第一審の「合理的疑い」を払拭する必要があり、【検討２－１】

で検討したとおり、上訴審で第一審判決の「論理則・経験則」違反を具体的に

指摘し、第一審判決の【無罪仮説】が証拠上導けないことを指摘する必要があ

る。  

以上のことからすると、【検討３－２】同最高裁判決は、有罪破棄、無罪破棄

に関わらず、上訴審の段階で「合理的疑い」を払拭することを要求し、それが

できないのであれば無罪とせざるを得ないことを意図していることが分かった。

そうであるとすると、同最高裁判決は、同最高裁判決が上訴審の事後審性を確

認したとする多数説の理解では説明することができない。  

 ３  以上のようなチョコレート缶事件最高裁判決に関する私見からは、【検討２
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－２】有罪破棄の場合、上訴審が第一審判決に対して「合理的疑い」の指摘が

できれば、第一審判決を破棄することが可能と考えうる。しかしながら、この

ような私見に対しては、上訴審が有罪破棄をしたこと自体に対する批判が存在

する。具体的には、【判例４】防衛大教授痴漢冤罪事件最高裁判決、【判例５】

千葉強姦事件最高裁判決が、第一審判決、控訴審判決に対し「合理的疑い」を

指摘したことに対する批判である。有罪破棄事案を批判する立場は、同最高裁

判決の指摘では、「『論理的に筋の通った』ものでも『事実によって裏付けられ

たもの』でもない」というのである。そこで、有罪破棄事案を批判する立場の

批判が正しいといえるかを検討するために、【検討４－２】「合理的疑い」の程

度に関する分析をした。  

その結果、【検討４－２】「合理的疑い」の条件として、以下の条件を示して

いることが分かった。  

＜条件１＞  証拠あるいは証拠の不存在から【無罪仮説】が導かれているこ

と。  

＜条件２＞  【有罪仮説】について、【無罪仮説】を上回るような「特段の事

情」はない。それゆえ、「本件固有の事実」について、【有罪仮

説】が【無罪仮説】を上回るものではないこと。  

＜条件３＞  ＜条件１＞＜条件２＞を述べたうえで、【有罪仮説】について疑

問点を指摘できること。  

   さらに、第一審判決には「合理的疑い」がないとする【判例３】平成２５年

１０月覚せい剤事件を検討したところ、同最高裁決定が「合理的疑い」といえ

るための十分条件として、＜条件１＞を要求していることが分かった。＜条件

１＞を「合理的疑い」の十分条件とすることは、裏を返せば、「偏見なく判断す

る者すべてが結論に同意すること」が「合理的疑いを超えた証明」のための十

分条件であるということである。なぜなら、「合理的疑い」を有する者がいると

いうことは、「合理的疑いを超えた」領域が「疑わしい」領域に引き下げられて

いる状態が今なお継続している
．．．．．．．．．

ことを意味するからである。それゆえ、有罪破

棄事案は「合理的疑い」を指摘しており、有罪破棄事案を批判する立場からの
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批判は成り立たないことが分かった。  

 

【表５－１】検討と結果  

 検討  結果  

【 2－ 1】  上訴審が第一審判決の「論理則・経

験則」違反を具体的に指摘した「積

極事案」に関する分析。  

 

第一審判決に重大な「論理則・経験

則」違反がある場合であれば、上訴

審は、第一審判決の「論理則・経験

則」違反を具体的に指摘することが

できる。重大な「論理則・経験則」

違反とは、第一審判決における【無

罪仮説】が、証拠上導けないことを

いう。  

【 2－ 2】  チョコレート缶事件控訴審判決とは

異なる有罪破棄事案に関する分析。  

 

第一審判決に重大な「論理則・経験

則」違反があるとはいえず、それゆ

え、第一審判決の「論理則・経験則」

違反を具体的に指摘できない場合で

あっても、上訴審は、第一審判決に

「合理的疑い」があることを指摘で

きればよい。  

【 3－ 1】  チョコレート缶事件最高裁判決に関

する多数説の分析。  

チョコレート缶事件最高裁判決は、

上訴審の事後審性を確認したという

多数説の理解では説明ができない。  

【 3－ 2】  「合理的疑いを超えた証明」の定義

に基づくチョコレート缶事件最高裁

判決の分析。  

 

 

チョコレート缶事件最高裁判決は、

有罪破棄、無罪破棄にかかわらず、

上訴審の段階で「合理的疑い」を払

拭することを要求し、それができな

いのであれば無罪とせざるを得ない

ということを意図している。  

【 4－ 1】  有罪破棄事案を批判する立場に関す

る分析。  

有罪破棄事案を批判する立場も、「疑

わしきは被告人の利益に」を尊重す

る点に争いはない。有罪破棄事案に

対する意見の相違は、合理的疑いを

超えた証明が「なされた」と判断す

るか、合理的疑いを超えた証明が「な

されていない」と判断するかに由来

するものである。それゆえ、「合理的

疑い」の程度を解明する必要がある。 

【 4－ 2】  「合理的疑い」の程度に関する分析。 「合理的疑い」の条件として、＜条

件１＞＜条件２＞＜条件３＞があ

る。とりわけ、最高裁は、＜条件１

＞を「合理的疑い」の十分条件とし

ているようである。＜条件１＞を「合

理的疑い」の十分条件とすることは、

裏を返せば、「偏見なく判断する者す

べてが結論に同意すること」が「合

理的疑いを超えた証明」のための十

分条件であるということである。  
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第２  今後の課題  

 最後に、今後の課題として、以下の点を検討する必要がある。  

第一に、「合理的疑い」の程度に関するさらなる研究である。第４章で述べた

とおり、本研究で述べた「合理的疑い」に関する条件は、現段階での試論であ

り、今後、関連する判例の積み重ねに基づく分析が必須である。また、本研究

で扱った最高裁判決は、２０１７年１０月の段階で、筆者が入手可能であり、

かつ、本研究の趣旨から適当と思われた判例である。そのため、いくつかの判

例 2 5 0 については、取り扱わなかったものもある。これらの判例については、

今後研鑽したい。  

第二に、上訴審構造論に関する研究である。本研究は、事後審論の観点から

ではなく、「合理的疑いを超えた証明」の観点から、事実誤認の審査方法に関す

る考察を行った。その理由は、第３章で述べたとおり、【判例１】チョコレート

缶事件最高裁判決に関する多数説の理解に問題が生じるのは、従来の議論が、

「合理的疑いを超えた証明」の観点から一貫性のある理論的研究をなす姿勢に

欠けていたことに起因すると思われるからである。前述したように、今後、関

連する判例の積み重ねに基づく分析は必須である。しなしながら、そのことと

同時に、「合理的疑いを超えた証明」を出発点とした上訴審構造論の再研究が必

要 2 5 1 と思われる。  

                                                   
2 5 0  有罪破棄事案については、最判平成２９年３月１０日裁時１６７１号１０頁な

どがある。また、無罪破棄事案については、最決平成２６年３月１０日最判６８巻

３号８７頁などがある。なお、最判平成２９年３月１０日の評釈については、中川

孝博「評釈最二小決平２９・３・１０の分析」季刊刑事弁護９２号（２０１７年）

６３頁～６７頁、宮村啓太「『高い信用性』を有するとまではいえない証言に依拠し

て事実認定をした第１審判決及び原判決の判断は論理則・経験則等に照らして不合

理であるとした最高裁判決（前編）」自由と正義６７号（２０１７年）１０２頁～１

０５頁、宮村啓太「『高い信用性』を有するとまではいえない証言に依拠して事実認

定をした第１審判決及び原判決の判断は論理則・経験則等に照らして不合理である

とした最高裁判決（後編）」自由と正義６８号（２０１７年）４６頁～４９頁がある。  
2 5 1  【判例５】千葉強姦事件最高裁判決須藤裁判官補足意見は、第一審判決、控訴

審判決が「被告人の犯罪事実について合理的な疑いを超えた証明がなされていない

とされるならば、重大な事実誤認として職権を発動することに躊躇すべきではない
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第三に、裁判員制度との関係である。本研究では、刑事訴訟における事実誤

認の審査方法に関する問題点に研究の対象を限定したため、裁判員制度との関

係には一切触れることはしなかった。しかしながら、裁判員制度が定着した今

日においては、同制度との関係を抜きに、事実誤認の問題を論じることはでき

ない。実際に、チョコレート缶事件最高裁判決については、裁判員が判断した

第一審判決を職業裁判官だけで判断する控訴審で破棄することになれば、民主

的正統性という裁判員制度の趣旨を没却することになる 2 5 2 という批判がある

2 5 3  2 5 4 。このことは、有罪破棄の場合、特に問題となると思われる。なぜな

ら、私見によれば、【検討２－２】で分析したとおり、有罪破棄の場合、「合理

的疑い」の指摘があれば、上訴審の判断を尊重すべきと考えるからである。そ

のため、民主的正統性を尊重し、第一審判決を尊重すべきとの立場とは、齟齬

が生まれることになる。この点についても、今後研鑽したい。  

以上のように、今後検討する課題は山積みである。しかしながら、筆者とし

ては、本研究が今後の刑事訴訟における冤罪防止のための一つの足掛かりとな

ることを望むものである。  

                                                                                                                                                                           
であろう」と述べている。これはすなわち、被告人救済の観点から、上訴審におい

て職権調査権を行使することを容認した説示と考えうる。そうであるとすると、須

藤裁判官補足意見は片面的構成をとったという理解が可能と思われる。  
2 5 2  後藤昭「裁判員制度に伴う上訴の構造」一橋法学２巻１号（２００３年）９頁

～１０頁。  
2 5 3  宮城啓子「裁判員制度の導入と上訴」現代刑事法３２号（２００１年）５７頁、

６０頁では、上訴審の事後審性を確認する立場から、第一審判決を控訴審で破棄す

ることは許されないとする。  
2 5 4  今崎幸彦「裁判員制度における審理及び制度運営上の課題」判例タイムズ１２

５５号（２００８年）１７頁では、裁判員制度であれ、非裁判員制度であれ、「控訴

審の審査のスタンス」に変わりはないとする。  


